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T
he Introduction about the Festival and Tourist E

conom
y: A

 Case Study of the E
conom

ic Structure of a Traditional U
rban Festival

都
市
祭
礼
を
中
核
と
す
る
経
済
構
造
を
以
下
の
よ
う
に
定
義
す
る
。
①
祭
礼
の
運
営
主
体
が
祭
礼

に
必
要
な
資
金
を
調
達
し
、
②
つ
い
で
そ
の
資
金
を
諸
物
品
・
技
術
・
労
働
力
・
芸
能
の
確
保
に
支

出
し
て
祭
礼
を
準
備
、
実
施
し
、
③
祭
礼
が
始
ま
る
と
、
こ
れ
を
見
物
す
る
た
め
に
都
市
外
部
か
ら

来
る
観
光
客
が
手
持
ち
の
金
銭
を
諸
物
品
や
宿
泊
場
所
の
確
保
に
支
出
す
る
。
以
上
の
三
つ
の
段
階

な
い
し
種
類
に
よ
っ
て
そ
の
都
市
を
中
心
に
多
額
の
金
銭
が
流
通
す
る
。
こ
の
構
造
を
祭
礼
観
光
経

済
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
ま
た
、
②
に
関
係
す
る
商
工
業
を
祭
礼
産
業
、
③
に
関
係
す
る
商
工
業
を

観
光
産
業
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

本
稿
で
は
近
世
と
近
代
の
博
多
祇
園
山
笠
を
例
に
こ
の
構
造
の
具
体
像
と
歴
史
的
変
遷
を
分
析
し

た
。近

世
に
お
い
て
は
、
こ
の
祭
礼
の
運
営
主
体
で
あ
る
個
々
の
町
が
祭
礼
運
営
に
必
要
な
費
用
の
ほ

と
ん
ど
を
町
内
各
家
か
ら
集
め
た
。
そ
し
て
そ
の
費
用
の
ほ
と
ん
ど
を
博
多
内
の
祭
礼
産
業
に
支
出

し
た
。
祭
礼
が
始
ま
る
と
、
博
多
外
部
か
ら
来
る
観
光
客
が
観
光
産
業
に
金
銭
を
支
出
し
た
。
博
多

は
中
世
以
来
、
各
種
の
手
工
業
が
盛
ん
な
都
市
だ
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
祭
礼
産
業
と
観
光
産
業
の
基

盤
と
な
っ
て
い
た
。

祭
礼
産
業
は
祭
礼
収
益
を
祭
礼
後
の
自
家
の
日
常
の
経
営
活
動
に
利
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
観

光
産
業
も
観
光
収
益
を
同
様
に
扱
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
祭
礼
後
の
盂
蘭
盆
会
の
さ
い
に
は

周
辺
農
村
の
農
民
が
博
多
の
住
民
に
大
掛
か
り
に
物
を
売
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
形
で
、
博
多
の

内
部
で
、
そ
し
て
博
多
の
内
部
と
外
部
の
間
で
、
一
年
間
に
利
潤
が
循
環
し
て
い
た
。

近
代
の
博
多
で
は
商
工
業
の
近
代
化
と
大
規
模
化
が
進
ま
ず
、
小
規
模
な
商
工
業
者
が
引
き
続
き

多
数
を
占
め
て
い
た
。
そ
の
た
め
資
本
・
生
産
・
利
潤
の
拡
大
を
骨
子
と
す
る
近
代
資
本
主
義
に
も

と
づ
く
経
済
構
造
は
脆
弱
だ
っ
た
。
明
治
末
期
以
来
の
慢
性
的
な
不
況
や
都
市
空
間
の
変
容
な
ど
さ

ま
ざ
ま
な
要
因
に
よ
り
、
町
々
が
祭
礼
費
用
を
調
達
す
る
こ
と
は
困
難
に
な
っ
て
い
っ
た
。
し
か
し

小
規
模
な
商
工
業
者
た
ち
に
と
っ
て
祭
礼
収
益
や
観
光
収
益
が
年
間
の
自
家
の
収
益
全
体
に
占
め
る

割
合
は
高
か
っ
た
。
こ
の
理
由
で
、
祭
礼
費
用
の
調
達
に
苦
し
み
つ
つ
も
、
博
多
祇
園
山
笠
は
か
ろ

う
じ
て
近
代
に
も
継
続
さ
れ
た
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
祭
礼
観
光
経
済
、利
潤
の
循
環
、近
代
資
本
主
義
経
済
、商
工
業
の
近
代
化
の
停
滞

［
論
文
要
旨
］

は
じ
め
に

❶
享
保
の
大
飢
饉
以
前
の
祭
礼
産
業
と
観
光
産
業

❷
享
保
の
大
飢
饉
以
後
の
福
岡
藩
に
よ
る
祇
園
山
笠
振
興
策

❸
享
保
の
大
飢
饉
以
後
の
山
笠
の
復
興
と
祭
礼
収
益

❹
享
保
の
大
飢
饉
以
後
の
観
光
収
益
と
博
多
の
内
と
外
で
の
利
潤
の
循
環

❺
明
治
四
年
の
二
大
祭
礼
の
中
止

❻
明
治
五
年
一
一
月
通
達
の
松
囃
子
・
山
笠
行
事
禁
止
令
と
そ
の
後
の
再
興

❼
明
治
一
六
年
か
ら
四
二
年
ま
で
の
祇
園
山
笠

❽
明
治
四
三
年
の
山
笠
行
事
中
止
と
翌
年
の
再
開

❾
大
正
・
昭
和
前
期
に
お
け
る
祇
園
山
笠
の
衰
退
と
補
助
金
交
付
の
開
始

�
祇
園
山
笠
を
存
続
さ
せ
た
、近
代
博
多
に
お
け
る
商
工
業
の
停
滞

お
わ
り
に

U
N
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宇
野
功
一

祭
礼
観
光
経
済
序
説
　
近
世
・
近
代
に
お
け
る
都
市
祭
礼
の
経
済
構
造
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は
じ
め
に

都
市
祭
礼
は
、
基
本
的
に
は
神
幸
に
附
け
出
さ
れ
る
附
祭
り
に
多
く
の
金
銭
と
人

間
を
要
す
る
た
め
に
大
規
模
な
も
の
と
な
る
。
そ
し
て
規
模
の
大
き
さ
ゆ
え
に
都
市

の
多
く
の
面
に
影
響
を
及
ぼ
す
。
宗
教
・
社
会
・
文
化
・
経
済
・
政
治
と
い
っ
た
面

に
で
あ
る
。
本
稿
で
は
経
済
面
に
注
目
し
、
祭
礼
を
中
核
と
す
る
経
済
構
造
が
祭
礼

の
舞
台
で
あ
る
都
市
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
き
た
の
か
を
解
明
す
る
。

祭
礼
を
中
核
と
す
る
経
済
構
造
を
以
下
の
よ
う
に
定
義
し
て
お
く
。
①
祭
礼
の
運

営
主
体
が
祭
礼
に
必
要
な
資
金
を
調
達
し
、
②
つ
い
で
そ
の
資
金
を
諸
物
品
・
技
術
・

労
働
力
・
芸
能
の
確
保
に
支
出
し
て
祭
礼
を
準
備
、
実
施
し
、
③
祭
礼
が
始
ま
る
と
、

こ
れ
を
見
物
す
る
た
め
に
都
市
外
部
か
ら
来
る
観
光
客
が
手
持
ち
の
金
銭
を
諸
物
品

や
宿
泊
場
所
の
確
保
に
支
出
す
る
。
以
上
の
三
つ
の
段
階
な
い
し
種
類
に
よ
っ
て
そ

の
都
市
を
中
心
に
多
額
の
金
銭
が
流
通
す
る
。
こ
の
よ
う
に
祭
礼
の
準
備
と
実
施
の

さ
い
に
金
銭
が
流
通
す
る
構
造
を
祭
礼
観
光
経
済
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

斉
藤
照
徳
は
、
江
戸
の
「
天
下
祭
を
め
ぐ
っ
て
は
、
そ
の
準
備
過
程
を
通
し
て
さ

ま
ざ
ま
な
経
済
活
動
が
行
わ
れ
る
。
そ
の
な
か
に
は
、
祭
礼
と
密
接
に
関
わ
り
あ
っ

て
成
立
し
て
い
る
職
業
が
あ
る
」と
し
て
、そ
れ
ら
を「
祭
礼
産
業
」と
呼
ん
で
い
る
。

こ
れ
に
属
す
る
も
の
と
し
て
、
彼
は
祭
礼
衣
装
の
製
作
に
携
わ
る
縫
箔
屋
、
祭
礼
関

係
の
印
刷
物
を
出
版
す
る
絵
草
紙
問
屋
、
山
車
の
製
作
と
修
復
に
か
か
わ
る
各
種
の

職
人
を
例
示
し
て
い
る〔
斉
藤　

二
〇
〇
七　

二
一
八
～
二
二
〇
〕。
こ
れ
ら
は
諸
物
品
・

技
術
・
労
働
力
を
附
祭
り
の
当
番
町
に
提
供
す
る
商
工
業
者
で
、
②
の
支
出
先
に
該

当
す
る
。
一
方
、
斉
藤
は
言
及
し
て
い
な
い
が
、
祭
礼
の
実
施
期
間
中
に
も
さ
ま
ざ

ま
な
経
済
活
動
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
土
産
物
な
ど
を
売
る
各
種
販
売
業
、
飲
食
物
を

売
る
飲
食
業
、
宿
泊
業
と
い
っ
た
、
お
も
に
観
光
客
を
相
手
に
す
る
経
済
活
動
で
あ

る
。
③
に
該
当
す
る
こ
れ
ら
の
商
工
業
を「
観
光
産
業
」と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
ま
た
、

祭
礼
産
業
が
手
に
す
る
利
潤
を
祭
礼
収
益
、
観
光
産
業
が
手
に
す
る
利
潤
を
観
光
収

益
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
無
論
、
祭
礼
産
業
や
観
光
産
業
に
属
す
る
商
工
業
者
は
祭

礼
が
ら
み
の
利
潤
だ
け
で
自
家
の
経
営
を
成
り
立
た
せ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
し

か
し
年
に
一
度
、
決
ま
っ
た
時
期
に
一
定
の
収
入
を
も
た
ら
す
祭
礼
が
ら
み
の
商
売

が
自
家
の
経
営
活
動
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
の
は
間
違
い
あ
る
ま
い
。

私
は
か
つ
て
筑
前
博
多
（
福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
）
の
大
祭
で
あ
る
博
多
祇
園
山

笠
（
以
下
、
祇
園
山
笠
と
い
う
）
を
例
に
、
①
の
具
体
例
を
二
本
の
論
文
で
検
討
し

た
こ
と
が
あ
る
。
江
戸
後
期
の
二
つ
の
町
、
行
ぎ
ょ
う
の
ち
ょ
う
町
と
片か
た
ど
い
ま
ち

土
居
町
の
山
笠
当
番
費
用

徴
収
法
を
検
討
し
た
論
文
〔
宇
野　

二
〇
〇
五
〕
と
、
昭
和
一
〇
年
代
の
古こ
け
い
ま
ち

溪
町
の

山
笠
当
番
費
用
徴
収
法
を
検
討
し
た
論
文
〔
宇
野　

二
〇
〇
六
〕
で
あ
る
。

こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
本
稿
で
は
近
世
と
近
代
の
祇
園
山
笠
に
お
け
る
②
と
③
の
諸

相
を
検
討
し
て
み
る
。
具
体
的
に
は
近
世
に
お
け
る
②
と
③
の
詳
細
を
解
明
し
た
う

え
で
、
そ
れ
が
近
代
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
存
続
し
た
の
か
を
解
明
す
る
。
こ
れ
に

よ
っ
て
祭
礼
観
光
経
済
と
い
う
概
念
の
有
効
性
を
示
し
て
み
た
い
。

後
続
の
議
論
に
必
要
な
の
で
、
江
戸
時
代
の
祇
園
山
笠
の
概
要
を
拙
稿
〔
宇
野　

二
〇
〇
七　

四
〇
～
四
一
〕
に
も
と
づ
い
て
略
述
し
て
お
く
。

祇
園
山
笠
は
博
多
の
総
鎮
守
櫛
田
神
社
の
相
殿
で
あ
る
祇
園
社
に
奉
納
さ
れ
る
祭

礼
で
、
永
享
四
（
一
四
三
二
）
年
ま
た
は
そ
の
前
後
に
成
立
し
た
。
江
戸
時
代
に
は

毎
年
六
本
の
作
り
山
（
山
笠
と
呼
ば
れ
る
）
が
出
さ
れ
、
そ
の
巡
行
は
多
数
の
観
光

客
を
集
め
た
。
室
町
時
代
に
は
実
施
さ
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
神
幸
は
お
そ
ら
く

江
戸
時
代
に
入
る
ま
え
に
廃
止
さ
れ
て
い
た
の
で
、
江
戸
時
代
に
は
山
笠
行
事
が
祇

園
山
笠
の
中
心
と
な
っ
て
い
た
。

博
多
で
は
桃
山
時
代
か
ら
江
戸
初
期
に
か
け
て
「
流な
が
れ」

と
呼
ば
れ
る
近
隣
の
一
〇

前
後
の
町
か
ら
成
る
町
組
が
七
つ
成
立
し
た
。
東
町
流
、
呉
服
町
流
、
西
町
流
、
土

居
町
流
、石
堂
町
流
（
恵
比
須
流
）、洲
崎
（
須
崎
）
町
流
（
大
黒
流
）、魚
町
流
（
福

神
流
）
で
あ
る
。
江
戸
前
期
に
は
厨
子
町
流
（
櫛
田
流
）
と
新
町
流
も
成
立
し
た
が
、

後
者
は
幕
末
に
岡
流
と
浜
流
に
分
離
し
た
。
な
お
明
治
後
期
に
は
博
多
湾
の
埋
立
に

伴
い
築
港
流
が
成
立
し
た
。
以
上
に
つ
い
て
は
図
1
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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図 1　昭和5（1930）年の博多の町域と流域
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ※〔落石 1961 206〕を改変。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ※鉄道と市内路面電車軌道も表記。
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最
初
に
成
立
し
た
七
流
の
う
ち
六
つ
が
山
笠
を
一
本
ず
つ
作
っ
た
。
残
り
の
一
流

は
能
を
奉
納
し
た
。
山
笠
を
櫛
田
神
社
境
内
に
入
れ
る
順
番
は
毎
年
変
わ
っ
た
。
能

奉
納
を
担
当
す
る
流
も
一
年
交
替
で
替
わ
り
、
七
年
で
七
流
を
一
巡
し
た
。
各
流
で

は
一
年
交
替
の
当
番
町
制
度
を
設
け
、
山
笠
奉
納
、
能
奉
納
と
も
各
当
番
町
が
自
流

の
他
町
を
指
揮
し
て
運
営
に
当
た
っ
た
。
山
笠
奉
納
の
場
合
、
非
番
の
諸
町
は
当
番

町
の
指
揮
下
で
「
山
舁
き
」
に
参
加
す
る
。「
舁
く
」
と
は
棒
な
ど
を
肩
で
担
い
で

移
動
す
る
こ
と
を
い
う
。
山
笠
に
は
車
輪
が
な
い
の
で
舁
い
て
前
進
さ
せ
る
。
両
当

番
と
も
当
番
費
用
の
ほ
と
ん
ど
は
当
番
町
が
自
町
内
の
各
家
か
ら
集
め
た
。
祇
園
山

笠
の
場
合
、
祭
礼
の
運
営
主
体
は
山
笠
当
番
町
と
能
当
番
町
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

江
戸
時
代
の
祇
園
山
笠
は
毎
年
六
月
一
日
か
ら
一
五
日
に
か
け
て
、
男
性
の
み
の

参
加
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
最
終
日
の
一
五
日
に
は
、
未
明
に
櫛
田
神
社
社
内
で

神
職
た
ち
が
祭
祀
（
神
饌
と
神
楽
の
奉
納
）
を
お
こ
な
っ
た
。
つ
い
で
早
朝
に
山
笠

が
一
本
ず
つ
櫛
田
神
社
に
奉
納
さ
れ
た
あ
と
、
博
多
市
中
の
約
五
キ
ロ
の
所
定
の
順

路
を
舁
き
進
ま
さ
れ
た
。
こ
れ
を
「
本
舁
き
」
と
い
っ
た
。
本
舁
き
は
享
保
一
〇

（
一
七
二
五
）
年
ご
ろ
か
ら
後
続
の
山
笠
が
先
行
の
山
笠
に
追
い
つ
こ
う
と
し
て
速

さ
を
競
う
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
た
め「
追
い
山
」と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
残
り
の
一
流
は
六
本
の
山
笠
が
出
て
い
っ
た
直
後
に
同
社
境
内
で
能
を
奉
納
し

た
。
能
に
続
い
て
相
撲
が
奉
納
さ
れ
た
。
時
間
と
場
所
か
ら
み
て
能
当
番
町
が
相
撲

奉
納
も
運
営
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

ま
た
一
一
日
未
明
に
は
各
流
と
も
自
流
内
だ
け
で
山
笠
を
舁
き
廻
す
「
流
舁
き
」

を
お
こ
な
っ
て
い
た
。
ほ
ん
ら
い
の
山
笠
行
事
（
普
通
、
山
舁
き
と
呼
ば
れ
る
）
は

本
舁
き
と
流
舁
き
の
二
つ
だ
け
で
あ
っ
た
。

し
か
し
江
戸
後
期
に
な
る
と
一
日
に
も
流
舁
き
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ

の
た
め
ほ
ん
ら
い
の
流
舁
き
で
あ
る
一
一
日
の
山
舁
き
は
こ
れ
と
区
別
さ
れ
て
「
朝

山
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
こ
の
時
期
に
は
「
他
流
舁
き
」
が
新
出
し
、

一
五
日
以
前
に
数
回
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
自
流
の
山
笠
を
他
流

に
披
露
す
る
目
的
で
他
流
の
範
域
で
舁
く
も
の
で
あ
る
。
新
出
の
山
舁
き
は
い
ず
れ

も
未
明
や
早
朝
に
は
お
こ
な
わ
れ
ず
、こ
の
点
で
朝
山
や
追
い
山
と
は
区
別
さ
れ
た
。

新
出
の
山
舁
き
の
実
施
時
刻
は
観
光
客
に
と
っ
て
は
見
物
し
や
す
い
時
刻
で
あ
っ

た
と
い
え
る
。
新
た
な
山
舁
き
の
登
場
と
見
物
の
し
や
す
さ
は
観
光
客
の
山
舁
き
見

物
の
機
会
を
増
や
す
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
の
で
、
観
光
客
の
増
加
と
観
光
収
益
の
増

加
に
も
つ
な
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

❶
享
保
の
大
飢
饉
以
前
の
祭
礼
産
業
と
観
光
産
業

　

1　

祭
礼
産
業

祇
園
山
笠
に
か
か
わ
る
祭
礼
産
業
を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
の
は
、
室
町
時
代
以

来
の
慣
例
と
み
て
間
違
い
な
い
が
、
現
在
に
至
る
ま
で
、
人
形
を
中
心
と
す
る
山
笠

の
飾
り
物
が
毎
年
作
り
替
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
京
都
祇
園

で
は
室
町
時
代
の
後
半
ま
で
に
は
町
ご
と
に
出
さ
れ
る
山
ま
た
は
鉾
の
趣
向
が
固
定

さ
れ
て
し
ま
っ
た
わ
け
だ
が
、
博
多
祇
園
の
山
笠
で
は
飾
り
物
が
い
ま
だ
に
毎
年
作

り
替
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
こ
の
祭
礼
の
特
徴
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。

各
山
笠
の
飾
り
物
は
一
つ
の
主
題
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
主
題
を
標

題
と
い
い
、
記
紀
、
軍
記
、
謡
曲
、
能
、
歌
舞
伎
と
い
っ
た
日
本
の
古
典
か
、
中

国
の
歴
史
や
物
語
か
ら
採
ら
れ
る
。
本
舁
き
の
さ
い
の
各
山
笠
の
櫛
田
入
り
の
順

番
・
当
番
町
名
・
標
題
を
記
し
た
紙
を
「
山
笠
番
付
」
と
い
う
。
現
在
伝
わ
っ
て
い

る
最
古
の
山
笠
番
付
は
寛
文
九
（
一
六
六
九
）
年
の
も
の
で
、
当
年
の
一
番
山
笠

で
あ
る
石
堂
町
流
当
番
金
屋
町
の
山
笠
の
標
題
は
「
衣
川
合
戦
」
で
あ
る
〔
落
石　

一
九
六
一　

一
四
八
〕。

右
の
話
は
、
毎
年
各
種
の
飾
り
物
を
製
作
す
る
職
人
や
販
売
す
る
商
人
が
い
た
と

い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
ま
た
、
山
笠
そ
の
も
の
は
毎
年
新
調
さ
れ
た
わ
け
で
は
な

い
が（

1
（

、
そ
の
組
み
立
て
を
お
こ
な
う
職
人
も
い
た
。
享
保
一
七
（
一
七
三
二
）
年
の

大
飢
饉
ま
え
の
祭
礼
産
業
に
つ
い
て
み
て
い
こ
う
。
た
だ
し
寛
文
八
（
一
六
六
八
）



［祭礼観光経済序説］……宇野功一

279

年
を
境
に
祭
礼
産
業
に
属
す
る
業
種
に
若
干
の
変
動
が
み
ら
れ
た
。

す
な
わ
ち
こ
の
年
の
四
月
二
七
日
、
前
月
に
江
戸
で
出
さ
れ
た
倹
約
令
を
受
け
て

福
岡
藩
町
奉
行
が
博
多
と
福
岡
の
町
民
に
倹
約
令
を
出
し
た
〔
原
田
編　

一
九
七
五

　

三
〇
～
三
一
〕。
そ
の
な
か
で
伊
勢
参
り
、
婚
礼
、
祇
園
山
笠
、
松
囃
子
（
毎
年
正

月
一
五
日
に
七
流
が
実
施
し
て
い
た
、
藩
主
を
奉
祝
す
る
た
め
の
祭
礼
）
は
簡
素
に

す
る
よ
う
に
と
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
祇
園
山
笠
に
つ
い
て
は
「
櫛
田
神
事
之
山
笠
之

儀
、
女
着
物
に
て
か
さ
り
候
儀
、
自
今
以
後
無
用
ニ
可
仕
候
、
金
し
や
・
金
銀
之
箔

一
切
つ
か
ひ
申
間
敷
候
事
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
こ
れ
以
前
か
ら
山
笠
の
飾
り
物
に
は

女
着
物
、
金
紗
、
金
箔
・
銀
箔
が
使
わ
れ
て
い
た
。
女
着
物
に
つ
い
て
は
少
し
あ
と

で
述
べ
る
こ
と
に
し
、
他
の
物
に
つ
い
て
倹
約
令
の
結
果
を
み
て
い
こ
う
。

金
箔
・
銀
箔
は
そ
の
後
ま
も
な
く
山
笠
に
使
わ
れ
な
く
な
っ
た
。
さ
ら
に
い
え
ば
、

ち
ょ
う
ど
こ
の
こ
ろ
箔
師
と
い
う
職
業
自
体
が
衰
え
た
。
宝
永
六
（
一
七
〇
九
）
年

に
成
っ
た
『
筑
前
国
続
風
土
記
』
に
は
、金
箔
・
銀
箔
は
「
い
に
し
へ
博
多
に
て
製
す
。

其
町
を
箔
屋
番
と
云
。
今
は
絶
た
り
」
と
あ
る
〔
貝
原　

一
九
八
〇　

六
五
六
〕。
明

和
二
（
一
七
六
五
）
年
に
成
っ
た
博
多
地
誌
の
『
石
城
志
』
の
巻
之
七
に
も
「
昔
よ

り
寛
文
の
頃
に
至
ま
て
製
せ
り
」
と
あ
る
〔
津
田
・
津
田　

一
九
七
七
〕。

　

江
戸
中
後
期
の
山
笠
を
描
い
た
各
種
の
絵
画
史
料
を
み
る
と
、
金
紗
・
銀
紗
も
使

わ
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
い
う
金
紗
・
銀
紗
と
は
中
世
の
博
多
に
起
こ
り
、
江
戸
時

代
に
は
博
多
の
名
産
と
し
て
全
国
に
知
ら
れ
て
い
た
唐
織
物
（
い
わ
ゆ
る
博
多
織
）

の
こ
と
で
、
そ
の
材
料
は
絹
糸
の
ほ
か
は
金
糸
と
銀
糸
、
す
な
わ
ち
金
紗
と
銀
紗
で

あ
っ
た
。
な
お
福
岡
藩
は
品
質
保
持
の
た
め
、
藩
政
期
を
通
じ
て
博
多
織
屋
を
一
二

軒
に
制
限
し
て
い
た
。

右
の
倹
約
令
で
制
限
は
受
け
た
が
、
山
笠
の
豪
華
さ
は
さ
ほ
ど
衰
え
な
か
っ
た
。

作
者
不
明
の
「
山
笠
巡
行
図
屏
風
」（
図
2
）
を
み
る
と
、
そ
れ
が
わ
か
る
。
こ
の

屏
風
は
延
宝
二
（
一
六
七
四
）
年
の
祇
園
山
笠
の
一
連
の
情
景
を
異
時
同
図
法
で

描
い
た
も
の
で
あ
る
。
作
成
さ
れ
た
の
は
同
年
中
か
同
年
か
ら
数
年
の
う
ち
で
あ
ろ

う（
2
（

。
図
2
の
上
段
を
み
る
と
、
描
か
れ
た
人
物
と
建
物
と
の
対
比
か
ら
、
こ
の
こ

ろ
す
で
に
山
笠
の
高
さ
が
一
〇
メ
ー
ト
ル
を
超
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

山
笠
の
組
み
立
て
作
業
を
描
い
た
下
段
の
場
面
に
は
、
八
人
の
男
性
が
作
業
を
し

て
い
る
様
子
が
み
え
る
。
木
槌
を
手
に
し
て
い
る
者
や
鋸
を
手
に
し
て
い
る
者
が
い

る
の
で
、
大
工
の
一
団
（
ま
た
は
大
工
を
中
心
と
す
る
諸
職
人
の
一
団
）
と
判
断
で

き
る
。
四
本
脚
の
山
笠
台
と
そ
の
上
に
載
せ
る
二
本
の
隣
接
し
た
直
方
体
の
木
組

（
以
下
、
櫓
と
仮
称
）
が
剥
き
出
し
の
ま
ま
み
え
る
。
一
方
、
組
み
立
て
と
飾
り
付

け
の
済
ん
だ
中
段
の
二
本
の
山
笠
を
み
る
と
、
頂
部
に
多
く
の
幟
旗
を
挿
し
た
山
笠

と
、
頂
部
に
一
本
の
雄
松
を
立
て
た
山
笠
と
、
二
系
統
の
飾
り
方
の
あ
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
〔
田
坂　

一
九
九
四　

四
三
〕。
山
笠
台
に
取
り
付
け
ら
れ
た
山
笠
棒
は
四
本

で
あ
る
。
そ
し
て
人
形
と
幟
旗
と
雄
松
が
、
飾
り
物
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
で
あ
る
。

飾
り
物
の
数
が
少
な
い
た
め
、
両
山
笠
と
も
二
本
の
櫓
を
覆
っ
て
い
る
極
彩
色
の
布

（「
昇の
ぶ
き葺
」
と
い
う
）
が
ほ
ぼ
全
面
に
わ
た
っ
て
露
出
し
て
い
る
。
し
か
し
飾
り
物
は

数
こ
そ
少
な
い
が
、
豪
華
な
作
り
に
は
な
っ
て
い
る
。
と
く
に
人
形
は
両
山
笠
と
も

四
体
を
数
え
、
等
身
大
の
大
き
さ
で
、
作
り
も
精
巧
で
あ
る
。
中
段
の
左
側
の
山
笠

の
人
形
に
は
女
着
物
も
男
着
物
も
着
せ
ら
れ
て
い
る
点
に
注
意
し
て
お
こ
う
。
も
ち

ろ
ん
金
紗
・
銀
紗
は
み
ら
れ
ず
、
博
多
織
で
は
な
い
。

博
多
の
大
工
に
つ
い
て
は
、
延
宝
三
（
一
六
七
五
）
年
正
月
、
三
〇
箇
町
八
七
人

の
大
工
が
連
名
で
当
地
で
は
仕
事
が
な
い
の
で
半
年
ほ
ど
他
国
稼
ぎ
を
認
め
て
ほ
し

い
と
町
奉
行
に
願
い
出
て
い
る
〔
九
州
文
化
史
研
究
所
史
料
集
刊
行
会
編　

一
九
九
八

　

二
二
八
～
二
三
一
〕。
慶
長
五
（
一
六
〇
〇
）
年
一
二
月
の
黒
田
氏
入
国
の
の
ち
、

博
多
の
西
限
那
珂
川
の
西
に
造
ら
れ
た
新
興
城
下
町
福
岡
に
も
多
数
の
大
工
が
い
た

が
、
山
笠
当
番
町
が
博
多
の
大
工
を
差
し
置
い
て
福
岡
の
大
工
に
山
笠
建
設
（
山
笠

の
組
み
立
て
作
業
）
を
依
頼
し
た
と
は
思
え
な
い
の
で
、
山
笠
建
設
に
従
事
し
た
の

は
博
多
の
大
工
で
あ
ろ
う
。

昇
葺
に
つ
い
て
は『
石
城
志
』巻
之
六
に
、昔
は
富
家
が
昇
葺
に
用
い
る
た
め
の「
美

服
」
を
拵
え
て
お
き
、
山
笠
当
番
町
に
貸
し
出
し
て
い
た
と
い
う
、
古
老
の
言
葉
が

引
か
れ
て
い
る
〔
津
田
・
津
田　

一
九
七
七
〕。
同
書
同
巻
に
は
さ
ら
に
、
今
は
木
綿
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図 2　「山笠巡行図屏風」（1674年ごろ）
※原資料は福岡市博物館蔵。上段は全体図、中段と下段は部分図。
※上段の出典は〔又野 2000 56〕。
※中段の出典は〔田坂 1994 43〕。
　山笠台上と路上に何人か裃を着た人物がいるが、
　いずれも町役を勤めていた町人と思われる。
　左側の山笠は櫛田神社から出て来たところである。
※下段の出典は〔田坂 1994 42〕。
　左側に町ごとに設置されていた木戸（門）がみえる。
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を
華
や
か
に
染
め
て
昇
葺
と
し
て
い
る
と
あ
る
。
美
服
と
い
う
か
ら
に
は
、
博
多
織

の
着
物
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
図
2
の
中
段
の
二
本
の
山
笠
の
昇
葺
は
木
綿
の
よ
う
に

み
え
、
茜
地
や
白
地
・
黒
地
で
金
紗
・
銀
紗
は
な
い
。
倹
約
令
を
受
け
て
博
多
織
の

着
物
が
木
綿
の
反
物
に
代
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
ら
し
い
。

木
綿
織
屋
と
染
物
屋
に
つ
い
て
は
同
書
巻
之
七
に
記
述
が
あ
る
。
木
綿
織
は
絹
の

博
多
織
に
た
い
し
て
「
木
綿
博
多
織
」
と
記
さ
れ
、
奥
堂
町
十
右
衛
門
以
下
六
軒
の

織
屋
が
博
多
に
あ
る
と
い
う
。
染
物
屋
は
「
市
中
に
良
工
多
し
。
此
故
に
近
国
よ
り

も
是
を
賞
し
て
染
に
お
こ
す
者
多
し
」
と
い
い
、高
い
技
術
が
広
く
知
ら
れ
て
い
た
。

人
形
の
衣
装
は
倹
約
令
の
出
る
ま
え
は
当
番
町
が
博
多
織
屋
か
ら
博
多
織
の
反
物

を
買
っ
て
仕
立
て
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
も
右
の
倹
約
令
を
受
け
て

木
綿
に
代
わ
っ
た
。

時
期
は
か
な
り
下
る
が
、
天
保
一
三
（
一
八
四
二
）
年
に
出
さ
れ
た
倹
約
令
に
、

山
笠
人
形
の
衣
装
に
は
こ
れ
ま
で
今
織
錦
が
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
今
後
は
「
古
来

之
通
」
木
綿
に
型
染
め
を
し
て
用
い
る
よ
う
に
と
あ
る
〔
博
多
山
笠
行
事
記
録
作
成

委
員
会
編　

一
九
七
五　

七
〇
〕。
衣
装
の
布
地
が
博
多
織
か
ら
木
綿
へ
、
さ
ら
に
の

ち
に
は
今
織
錦
に
代
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
寛
文
八
（
一
六
六
八
）
年
の
倹
約
令
で
女

着
物
は
禁
じ
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
博
多
織
を
木
綿
に
代
え
た
だ
け
で

女
着
物
は
存
続
し
た
。
男
着
物
も
も
ち
ろ
ん
木
綿
に
代
わ
り
、
存
続
し
た
。

山
笠
飾
り
の
中
心
を
な
す
人
形
（
木
偶
）
に
つ
い
て
述
べ
る
。
江
戸
前
期
か
ら
六

山
笠
す
べ
て
の
人
形
の
製
作
を
独
占
し
て
い
た
の
が
土
居
町
下
居
住
の
人
形
師
小
堀

氏
で
あ
る
。
小
堀
氏
は
明
治
初
期
ま
で
独
占
を
続
け
た
〔
博
多
山
笠
行
事
記
録
作
成

委
員
会
編　

一
九
七
五　

随
所
。山
崎
編　

一
九
一
〇　

三
二
～
三
三
〕。『
石
城
志
』に
は
、

小
堀
氏
に
つ
い
て
「
昔
よ
り
祇
園
山
の
人
形
・
馬
等
を
作
る
者
有
て
土
居
町
に
住
せ

り
」
と
あ
る
〔
津
田
・
津
田　

一
九
七
七　

巻
之
七
〕。
文
化
四
（
一
八
〇
七
）
年
に
成
っ

た
『
筑
前
櫛
田
社
鑑（

3
（

』
坤
巻
に
は
「
小
堀
家
の
古
記
に
曰
」
と
し
て
、
小
堀
家
の
祖

先
は
京
都
の
四
条
に
住
ん
で
い
た
木
偶
師
で
、
永
享
九
（
一
四
三
七
）
年
三
月
に
博

多
の
者
に
召
し
抱
え
ら
れ
て
博
多
に
移
住
し
、
同
年
か
ら
山
笠
の
人
形
を
作
っ
た
と

書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
話
の
真
偽
は
確
か
め
よ
う
が
な
い
が
、
し
か
し
同
書
同
巻
に

は
、
小
堀
氏
は
「
寛
文
年
中
よ
り
の
山
笠
番
附
ハ
今
に
持
伝
ふ
」
と
い
う
情
報
が
補

足
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
情
報
に
よ
り
、
遅
く
と
も
寛
文
年
間
（
一
六
六
一
～
七
二
）

に
は
山
笠
人
形
を
作
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

享
保
の
大
飢
饉
以
前
の
山
笠
建
設
に
か
か
わ
る
祭
礼
産
業
に
つ
い
て
、
寛
文
八

（
一
六
六
八
）
年
の
倹
約
令
の
前
後
に
分
け
て
記
せ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。
箔
師
は

衰
え
て
山
笠
に
関
係
し
な
く
な
っ
た
。大
工
は
相
変
わ
ら
ず
山
笠
建
設
に
関
係
し
た
。

昇
葺
お
よ
び
山
笠
人
形
の
衣
装
に
関
係
す
る
の
は
博
多
織
屋
か
ら
木
綿
織
屋
と
染
物

屋
に
代
わ
っ
た
。
人
形
師
の
小
堀
氏
は
相
変
わ
ら
ず
山
笠
人
形
の
独
占
を
続
け
た
。

こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は
、
倹
約
令
の
前
後
を
問
わ
ず
、
山
笠
製
作
に
か
か
わ
っ
て

い
た
の
は
い
ず
れ
も
博
多
の
職
人
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
山
笠
当
番

町
は
博
多
内
の
職
人
だ
け
に
金
銭
を
支
出
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
山
笠
当
番
費
の

移
動
は
博
多
内
に
限
ら
れ
て
お
り
、
博
多
の
富
が
外
部
に
流
出
す
る
こ
と
は
な
か
っ

た
わ
け
で
あ
る
。
博
多
の
手
工
業
の
種
類
と
技
術
の
豊
か
さ
が
知
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
祭
礼
産
業
に
属
す
る
者
で
は
な
い
が
、
福
岡
藩
士
も
山
笠
に
関
係
し
て

い
た
。
宝
永
二
（
一
七
〇
五
）
年
に
成
っ
た
『
筑
陽
記
』
に
「
山
笠
と
云
ハ
凡
高
さ

六
、七
間（

4
（

は
か
り
、
小
山
の
状か
た

ち
高
低
の
嶺
を
造
り
、
彩（
マ
マ
（絹

を
以
て
裏
之
、
名
将
勇

士
の
合
戦
或
は
和
漢
希
有
の
物
語
の
品
・
人
馬
を
作
」
っ
て
い
る
と
あ
る
〔
安
見　

一
九
六
四　

二
五
～
二
六
。
読
点
・
並
列
点
・
振
り
仮
名
を
補
っ
た
〕。
す
な
わ
ち
高
さ

は
一
二
メ
ー
ト
ル
か
ら
一
四
メ
ー
ト
ル
近
く
ま
で
あ
り
、
昇
葺
を
背
景
に
、
標
題
に

沿
っ
て
模
型
と
人
形
を
飾
っ
た
。
さ
ら
に
記
述
は
続
く
。
飾
り
物
の
人
馬
に
は
本
物

の
武
具
（
甲
冑
・
弓
箭
・
太
刀
・
刀
）
お
よ
び
馬
具
が
着
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら

は
宿
願
に
よ
り
、
ま
た
は
飾
り
物
を
豪
華
に
し
よ
う
と
し
て
、
福
岡
藩
士
が
貸
し
出

し
て
い
る
も
の
で
あ
る
、
と
〔
安
見　

一
九
六
四　

二
五
〕。
江
戸
後
期
に
も
こ
の
慣

例
の
続
い
て
い
た
こ
と
が
『
筑
前
櫛
田
社
鑑
』
坤
巻
に
記
さ
れ
て
い
る
。
両
書
の
文

脈
か
ら
み
て
、
彼
ら
は
無
償
で
貸
し
出
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

享
保
の
大
飢
饉
以
前
の
能
当
番
町
の
支
出
先
、
す
な
わ
ち
能
奉
納
に
関
係
す
る
祭
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礼
産
業
に
つ
い
て
は
史
料
が
ほ
と
ん
ど
な
い
た
め
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
飢
饉
後
の
史

料
を
み
る
と
、
寛
保
元
（
一
七
四
一
）
年
一
〇
月
の
町
奉
行
作
成
の
文
書
に
、
能
当

番
町
が
舞
い
手
と
し
て
夜
須
郡
甘
木
村
の
著
名
な
能
役
者
で
あ
る
梅
津
氏
を
雇
う
慣

例
の
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
〔
原
田
編　

一
九
七
六　

一
六
二
〕、
梅
津
氏

が
い
つ
ご
ろ
か
ら
こ
れ
を
勤
め
て
い
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。ま
た『
石
城
志
』に
は
、

舞
い
手
は
梅
津
氏
、
囃
子
方
と
謡
い
方
は
博
多
の
者
が
勤
め
て
い
る
と
あ
る
が
〔
津

田
・
津
田　

一
九
七
七　

巻
之
六
〕、
囃
子
方
と
謡
い
方
が
専
業
の
芸
能
者
だ
っ
た
の

か
は
不
明
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
は
祭
礼
産
業
に
属
し
て
い
た
と
み
な
せ
る
。
ち

な
み
に
前
述
の
町
奉
行
作
成
の
文
書
中
の
指
示
に
従
い
、
寛
保
二
（
一
七
四
二
）
年

か
ら
、
能
当
番
町
は
御
渡
り
銭
（
後
述
）
の
う
ち
銭
二
六
一
匁
九
分
五
厘
で
米
九
俵

強
を
買
い
、
こ
れ
を
能
料
米
と
し
て
梅
津
氏
に
遣
わ
す
よ
う
に
な
っ
た
。

　

2　

観
光
産
業

享
保
の
大
飢
饉
以
前
の
観
光
産
業
に
つ
い
て
は
宿
泊
業
に
か
ん
し
て
多
少
の
こ
と

が
知
ら
れ
る
程
度
で
あ
る
。
関
係
史
料
を
提
示
し
て
お
く
。

山
笠
飾
り
は
藩
政
期
を
通
じ
て
基
本
的
に
は
年
々
豪
華
に
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
れ

が
、
他
流
や
他
町
へ
の
対
抗
心
の
な
せ
る
業
で
あ
っ
た
と
い
う
の
は
確
か
で
あ
る
。

他
流
の
飾
り
物
や
自
流
の
以
前
の
山
笠
当
番
町
が
作
っ
た
飾
り
物
に
見
劣
り
す
る
も

の
は
作
れ
な
い
と
い
う
心
意
が
博
多
各
町
に
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る（

5
（

。
し
か
し
同

時
に
、
博
多
の
住
民
が
観
光
客
の
目
を
意
識
し
た
結
果
で
あ
っ
た
と
い
う
の
も
間
違

い
な
い
で
あ
ろ
う
。

福
岡
藩
も
観
光
客
の
目
を
意
識
し
て
い
た
。
宝
永
五
（
一
七
〇
八
）
年
に
、
当
年

よ
り
奇
数
番
の
山
笠
は
合
戦
山（
修
羅
物
）に
、偶
数
番
の
山
笠
は
源
氏
模
様（
鬘
物
）

に
飾
り
付
け
る
よ
う
に
と
い
う
藩
命
が
出
さ
れ
た
〔
津
田
・
津
田　

一
九
七
七　

巻
之

六
〕。
こ
れ
以
前
は
各
山
笠
当
番
町
が
自
由
に
飾
り
物
を
作
っ
て
い
た
の
で
、
年
に

よ
っ
て
は
そ
の
内
容
が
一
方
に
偏
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
六
本
の
山
笠
を
動
と

静
、
勇
ま
し
さ
と
優
美
さ
に
二
等
分
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
祭
礼
を
お

こ
な
う
側
に
で
は
な
く
、
み
る
側
に
配
慮
し
た
命
令
で
あ
る
。

こ
の
こ
ろ
に
は
筑
前
国
内
だ
け
で
な
く
、
他
国
か
ら
も
観
光
客
が
来
て
い
た
。
そ

の
こ
と
は
『
筑
前
国
続
風
土
記
』
か
ら
確
認
で
き
る
。
同
書
で
は
、
一
八
世
紀
初
頭

の
観
光
客
の
様
子
が
六
月
一
五
日
と
そ
の
ま
え
の
数
日
に
分
け
て
次
の
よ
う
に
描
か

れ
て
い
る
〔
貝
原　

一
九
八
〇　

八
五
〕。

此
日
は
近
所
の
士
庶
集
ま
る
の
み
な
ら
す
、
国
中
の
男
女
隣
国
の
遊
客
、
作
り

山
を
見
ん
と
て
、
か
ね
て
よ
り
博
多
の
町
に
来
り
つ
ど
ひ
て
、
や
と
る
者
そ
こ

ば
く
な
り
。
作
り
山
の
通
る
所
は
、
見
る
人
ち
ま
た
に
み
ち
て
、
日
の
あ
つ
き

盛
な
る
に
、
お
し
あ
ひ
て
、
所
せ
く
い
た
つ
か
は
し
き
あ
り
さ
ま
な
り
。
す
へ

て
か
う
や
う
の
人
多
く
あ
つ
ま
れ
る
祭
は
、
よ
そ
の
国
に
も
ま
れ
也
。
雨
な
と

久
し
く
ふ
り
て
、
作
り
山
も
よ
そ
ほ
は
ね
は
（
6
（

、
山
見
ん
と
て
、
遠
き
よ
り
来
れ

る
遊
客
の
と
も
か
ら
は
、
日
数
を
多
く
ふ
る
ま
て
や
と
り
侍
へ
る
故
、
ま
つ
し

き
家
は
後
に
は
あ
る
し
ま
う
け
に
う
み
て
、
た
か
ひ
に
わ
び
し
げ
に
見
ゆ
る
も

お
か
し
。

前
半
部
の
遊
客
の
宿
泊
先
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
後
半
部
の
遊
客
は
宿
屋
で
は
な

く
、普
通
の
民
家
に
泊
ま
っ
て
い
る
。
博
多
の
ど
こ
か
の
貧
し
い
家
の
主
人
が
知
人
・

友
人
を
泊
め
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
一
八
世
紀
初
頭
の
博
多
に
ど
の
ぐ
ら
い
宿
屋
が

あ
っ
た
の
か
、
そ
し
て
宿
屋
に
泊
ま
る
観
光
客
が
ど
の
ぐ
ら
い
い
た
の
か
、
と
い
っ

た
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。

し
か
し
享
保
一
七
（
一
七
三
二
）
年
七
月
の
町
奉
行
作
成
の
文
書
に
次
の
よ
う
に

あ
る
。
祇
園
山
笠
の
節
、
足
軽
頭
が
昼
間
は
足
軽
五
〇
人
を
率
い
て
博
多
の
警
備
に

当
た
っ
て
き
た
が
、「
町
宿
無
之
候
故
」
夜
間
は
そ
の
う
ち
二
〇
人
で
警
備
に
当
た
っ

て
き
た
。
し
か
し
今
日
、
足
軽
頭
が
町
奉
行
に
書
付
を
提
出
し
「
昼
夜
共
五
拾
人
相

揃
召
置
度
候
、
依
之
町
宿
相
渡
候
様
ニ
有
之
度
之
旨
」
を
申
し
出
た
。
同
様
の
申
し

出
は
昨
年
も
な
さ
れ
た
。
し
か
し
「
数
十
年
右
之
通
」
の
警
備
で
別
に
問
題
も
な
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か
っ
た
の
で
、
今
後
も
そ
の
ま
ま
の
警
備
を
す
る
よ
う
に
申
し
渡
す
、
と
〔
原
田
編

　

一
九
七
五　

四
九
七
〕。
休
憩
・
仮
眠
の
た
め
の
宿
が
取
れ
な
い
た
め
に
交
代
制
が

採
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
か
、
と
も
か
く
足
軽
頭
は
三
〇
人
を
夜
間
の
警
備

か
ら
外
さ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
町
奉
行
は
観
光
客
の
宿
泊
を

優
先
し
、
足
軽
頭
の
申
し
出
を
却
下
し
た
。
文
書
を
素
直
に
解
釈
す
れ
ば
、
祇
園
山

笠
期
間
中
、
観
光
客
に
よ
っ
て
博
多
の
宿
屋
は
す
べ
て
満
室
に
な
る
と
い
う
状
態
が

数
十
年
来
続
い
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
宿
泊
業
者
が
大
き
な
利
益
を

挙
げ
て
い
た
の
は
確
実
で
あ
る
。

福
岡
藩
は
寛
文
八
（
一
六
六
八
）
年
こ
そ
幕
府
の
意
を
汲
ん
で
祇
園
山
笠
に
た
い

し
て
も
厳
し
い
倹
約
を
課
し
た
が
、
宝
永
五
（
一
七
〇
八
）
年
の
話
や
享
保
一
七

（
一
七
三
二
）
年
の
話
か
ら
み
て
、
博
多
に
利
益
を
も
た
ら
す
観
光
客
を
か
な
り
重

視
し
て
い
た
と
い
え
る
。

❷
享
保
の
大
飢
饉
以
後
の
福
岡
藩
に
よ
る
祇
園
山
笠
振
興
策

享
保
一
七
（
一
七
三
二
）
年
は
春
か
ら
長
雨
が
続
き
、秋
に
は
大
飢
饉
と
な
っ
た
。

こ
れ
は
西
国
一
帯
に
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
。
享
保
一
一
（
一
七
二
六
）
年
の

福
岡
藩
の
人
口
は
三
二
万
〇
二
一
五
人
で
あ
っ
た
が
、
飢
饉
に
よ
っ
て
六
万
人
か
ら

七
万
人
の
死
者
が
出
た
と
推
定
さ
れ
る
〔
柴
多　

一
九
九
四　

一
九
〇
～
一
九
一
〕。

博
多
に
話
を
限
定
し
て
み
る
。
飢
饉
直
前
の
博
多
の
人
口
は
不
明
だ
が
、
元
禄

三
（
一
六
九
〇
）
年
調
査
の
人
口
は
一
万
九
四
六
八
人
（
男
一
万
一
一
三
八
、
女

八
三
三
〇
）で〔
貝
原　

一
九
八
〇　

二
〇
〕、飢
饉
の
五
年
後
の
元
文
二（
一
七
三
七
）

年
の
人
口
は
一
万
三
四
六
九
人
（
男
七
六
一
七 

、
女
五
八
五
二
）
で
あ
っ
た
〔
原

田
編　

一
九
七
六　

一
二
～
一
三
〕。
単
純
に
比
較
す
れ
ば
ほ
ぼ
六
〇
〇
〇
人
の
減

少
だ
が
、
こ
れ
に
は
餓
死
者
だ
け
で
な
く
流
出
者
も
含
ま
れ
て
い
た
。
享
保
二
〇

（
一
七
三
五
）
年
一
二
月
、
町
奉
行
か
ら
福
岡
月
行
司
と
博
多
年
行
司（

（
（

に
宛
て
、
禁

じ
ら
れ
て
い
る
他
国
で
の
長
期
間
の
奉
公
と
商
売
が
増
え
て
い
る
の
で
、
こ
れ

ら
の
流
出
者
を
出
身
町
で
呼
び
返
す
よ
う
に
指
示
が
出
さ
れ
て
い
る
〔
原
田
編　

一
九
七
五　

五
四
六
〕。
飢
饉
後
し
ば
ら
く
、
博
多
の
商
工
業
は
停
滞
し
て
い
た
。

享
保
の
大
飢
饉
後
、
福
岡
藩
は
町
役
所
（
町
奉
行
所
）
を
通
じ
て
さ
ら
に
強
く
祇

園
山
笠
振
興
策
を
推
進
し
た
。
御
渡
り
銭
の
支
給
、
仕
組
書
の
作
成
、
加
勢
人
雇
用

の
解
禁
を
お
こ
な
っ
た
の
で
あ
る
。
右
の
三
点
に
つ
い
て
は
別
稿
で
詳
述
し
た
の
で

〔
宇
野　

二
〇
〇
五　

五
二
～
五
五
〕、
こ
こ
で
は
要
点
の
み
を
簡
潔
に
記
す
。

寛
保
元
（
一
七
四
一
）
年
一
〇
月
、
町
役
所
は
翌
年
か
ら
松
囃
子
と
祇
園
山
笠

に
御
渡
り
銭
を
支
給
す
る
こ
と
に
し
た
〔
原
田
編　

一
九
七
六　

一
六
一
～
一
六
三
〕。

御
渡
り
銭
と
は
助
成
金
な
い
し
補
助
金
で
あ
る
。
祇
園
山
笠
に
つ
い
て
い
う
と
、
こ

れ
ま
で
は
山
笠
お
よ
び
能
の
奉
納
を
担
当
す
る
流
の
非
番
の
諸
町
は
「
祇
園
銭
」
と

称
す
る
少
額
の
金
を
当
番
町
に
提
供
す
る
だ
け
で
、
流
の
祭
礼
費
用
は
ほ
ぼ
全
額
当

番
町
が
負
担
し
て
い
た
〔
原
田
編　

一
九
七
六　

一
五
八
〕。

し
か
し
飢
饉
に
よ
る
人
口
の
激
減
と
商
工
業
機
能
の
麻
痺
の
た
め
、
こ
の
時
期
に

は
、
と
く
に
多
額
の
費
用
を
要
す
る
山
笠
当
番
に
お
い
て
は
運
営
資
金
や
人
員
が
著

し
く
不
足
し
、
そ
の
実
施
が
困
難
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
藩
は
山
笠
当
番
町
に

は
山
笠
仕
立
銀
を
、
そ
し
て
能
当
番
町
に
は
能
料
銀
を
、
御
渡
り
銭
と
し
て
与
え
る

こ
と
に
し
た
。
山
笠
仕
立
銀
は
純
粋
に
山
笠
の
建
設
費
と
定
め
ら
れ
た
の
で
加
勢
人

雇
用
費
（
後
述
の
片
土
居
町
の
例
な
ど
か
ら
み
て
加
勢
人
に
直
接
金
銭
を
支
払
っ
た

の
で
は
な
く
、
酒
を
買
い
遣
わ
し
て
雇
用
し
た
の
だ
ろ
う
）
や
酒
肴
代
な
ど
は
含
ま

れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
山
笠
当
番
町
の
負
担
は
若
干
軽
減
さ
れ
た
。

し
か
し
そ
れ
で
も
、
御
渡
り
銭
の
山
笠
仕
立
銀
だ
け
で
享
保
の
大
飢
饉
以
前
の
規

模
の
山
笠
を
建
設
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
っ
た
。
額
が
足
り
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

山
笠
の
規
模
は
、
基
本
的
に
は
博
多
の
商
工
業
機
能
が
回
復
し
て
い
く
こ
と
で
徐
々

に
回
復
し
て
い
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

六
月
一
五
日
の
櫛
田
入
り
に
先
立
ち
、
同
社
近
く
の
社
家
町
の
出
発
点
に
各
流
が

そ
の
年
の
櫛
田
入
り
順
に
山
笠
を
並
べ
置
く
こ
と
を
「
山
揃
え
」
と
い
う
。
と
こ
ろ

が
享
保
一
〇
（
一
七
二
五
）
年
ご
ろ
か
ら
こ
れ
が
乱
れ
、
櫛
田
入
り
も
混
乱
す
る
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よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
ろ
か
ら
追
い
山
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
混

乱
を
避
け
る
た
め
、
寛
保
三
（
一
七
四
三
）
年
閏
四
月
、
町
奉
行
は
山
揃
え
の
位

置
を
厳
守
さ
せ
る
よ
う
年
行
司
に
命
じ
、
さ
ら
に
五
月
に
な
る
と
櫛
田
入
り
の
や

り
方
を
規
定
し
た
細
か
い
仕
組
書
を
年
行
司
に
作
ら
せ
た
〔
原
田
編　

一
九
七
六　

二
二
〇
、二
三
一
～
二
三
二
〕。
仕
組
書
は
そ
の
後
何
度
か
改
正
さ
れ
た
が
、
廃
藩
置

県
ま
で
毎
年
用
い
ら
れ
た
〔
山
崎
編　

一
九
一
〇
、二
六
～
二
八
〕。

一
方
、延
享
四
（
一
七
四
七
）
年
五
月
の
記
録
に
次
の
よ
う
な
話
が
み
え
る
。「
近

年
」、
周
辺
郡
部
の
「
百
性
」
が
山
舁
き
に
来
て
い
た
が
、
こ
れ
は
郡
奉
行
に
禁
止

さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
舁
き
手
不
足
に
な
っ
た
た
め
延
享
三
（
一
七
四
六
）
年

春
に
山
笠
当
番
諸
町
の
依
頼
を
受
け
た
町
奉
行
が
郡
奉
行
に
掛
け
合
い
、
相
対
で
加

勢
に
雇
う
許
可
を
得
た
。
し
か
し
解
禁
の
触
が
公
に
は
出
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
農

民
は
不
審
に
思
っ
て
加
勢
に
来
な
か
っ
た
。
よ
っ
て
当
年
は
福
岡
城
下
近
辺
四
郡
の

郡
代
衆
を
通
じ
て
大
庄
屋
へ
こ
の
旨
を
通
知
し
て
も
ら
い
、
再
び
農
民
を
相
対
で
雇

え
る
よ
う
に
な
っ
た
〔
原
田
編　

一
九
七
六　

四
四
〇
～
四
四
一
〕。

享
保
の
大
飢
饉
に
よ
っ
て
博
多
の
人
口
が
減
っ
た
た
め
、
追
い
山
の
舁
き
手
と
し

て
農
村
か
ら
加
勢
人
を
雇
う
必
要
性
が
増
し
て
い
た
。
し
か
し
飢
饉
に
よ
っ
て
人
口

が
減
っ
た
の
は
農
村
も
同
じ
で
あ
っ
た
。
大
飢
饉
後
、
農
民
は
減
少
し
た
労
働
人
口

で
農
作
業
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
理
由
で
郡
奉
行
が
農
民
の
山
舁
き

へ
の
加
勢
を
禁
じ
た
の
は
ま
ず
間
違
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
町
奉
行
と
郡
奉
行
の
話
し

合
い
で
加
勢
が
解
禁
さ
れ
た
。
町
奉
行
の
、
加
勢
人
を
増
や
し
て
追
い
山
を
振
興
さ

せ
よ
う
と
す
る
意
図
に
そ
っ
た
結
論
に
落
ち
着
い
た
の
で
あ
る
。

漁
村
に
つ
い
て
も
、
宮
浦
（
現
福
岡
市
西
区
）
の
三
所
神
社
や
奈
多
（
現
福
岡
市

東
区
）
の
志
式
神
社
に
加
勢
の
記
念
に
奉
納
さ
れ
た
江
戸
後
期
の
山
笠
絵
馬
が
残

さ
れ
て
い
る
の
で
、
加
勢
人
の
出
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
〔
博
多
山
笠
記
録
行

事
記
録
作
成
委
員
会
編　

一
九
七
五　

口
絵
〕。
ま
た
七
流
に
属
さ
な
い
博
多
の
町
々

は
「
加
勢
町
」
と
呼
ば
れ
、
こ
こ
か
ら
も
加
勢
人
が
雇
わ
れ
て
い
た
〔
山
崎
編　

一
九
一
〇　

三
六
〕。

❸
享
保
の
大
飢
饉
以
後
の
山
笠
の
復
興
と
祭
礼
収
益

　

1　

山
笠
の
衰
退
と
復
興

山
笠
の
発
展
は
享
保
の
大
飢
饉
に
よ
っ
て
一
時
的
に
頓
挫
し
た
。『
祇
園
祭
礼
山

笠
歳
代
記　

全
』の
享
保
一
七（
一
七
三
二
）年
条
に
は
秋
の
大
飢
饉
が
目
前
に
迫
っ

た
状
況
で
「
本
山
笠
例
年
よ
り
ふ
と
し
」
と
あ
る
が
、「
ふ
と
し
」
は
明
ら
か
に
「
ほ

そ
し
」
の
誤
記
な
い
し
誤
写
で
あ
る
。
翌
年
条
に
は
「
去
子
ノ
秋
大
変
に
よ
つ
て
今

年
之
山
は
悉
細
し
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
櫓
を
取
り
払
っ
た
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。

櫓
を
取
り
払
う
こ
と
で
、
も
っ
ぱ
ら
櫓
に
取
り
付
け
ら
れ
て
い
た
金
の
か
か
る
飾
り

物
を
減
ら
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
櫓
と
飾
り
物
の
衰
退
は
十
年
経
っ
て
も
ほ
と
ん

ど
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
寛
保
二
（
一
七
四
二
）
年
に
支
給
が
開
始
さ
れ
た
祇
園
山
笠

用
の
御
渡
り
銭
の
内
訳
が
能
料
銀
の
他
は
山
笠
仕
立
銀
で
あ
っ
た
の
は
、
藩
が
山
笠

の
櫓
と
飾
り
物
の
復
興
を
企
図
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

享
保
の
大
飢
饉
の
被
害
は
あ
ま
り
に
も
甚
大
だ
っ
た
た
め
、
し
ば
ら
く
は
山
笠
当

番
費
用
が
な
か
な
か
集
ま
ら
ず
、
粗
末
な
山
笠
が
作
ら
れ
続
け
た
。
御
渡
り
銭
の
支

給
が
開
始
さ
れ
て
か
ら
も
櫓
と
飾
り
物
の
復
興
は
な
か
な
か
進
ま
な
か
っ
た
。

延
享
五
（
一
七
四
八
）
年
六
月
一
五
日
に
は
、
と
き
の
福
岡
藩
主
黒
田
継
高
の
四

男
が
追
い
山
終
了
後
「
祇
薗
会
山
笠
餝
有
之
分
当
番
之
町
々
ヘ
御
入
込
御
上
覧
」
を

お
こ
な
っ
た
。
追
い
山
を
終
え
て
各
当
番
町
に
戻
さ
れ
て
い
た
山
笠
の
う
ち
、
飾
り

物
の
あ
る
分
に
つ
い
て
は
そ
の
当
番
町
を
残
ら
ず
訪
れ
、
上
覧
し
た
の
で
あ
る
〔
原

田
編　

一
九
七
六　

四
七
四
〕。
逆
に
い
え
ば
、
飾
り
物
の
再
製
作
を
ま
だ
本
格
的
に

実
行
で
き
て
い
な
い
町
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
宝
暦
年
間
（
一
七
五
一
～
六
三
）
も
後
半
に
な
る
と
、
博
多
の
商
工
業
も

多
少
は
回
復
し
た
ら
し
く
、
櫓
も
飾
り
物
も
回
復
し
た
。

宝
暦
九
（
一
七
五
九
）
年
の
六
山
笠
を
描
い
た
上
田
主
勝
の
「
山
笠
屏
風
」（
図
3
）
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か
ら
そ
れ
が
確
認
で
き
る
。
上
田
氏
は
尾
形
氏
・
衣
笠
氏
と
と
も
に
福
岡
藩
の
御
用

絵
師
を
世
襲
し
た
家
で
、
博
多
に
住
ん
で
い
た
。
そ
し
て
御
渡
り
銭
支
給
開
始
か
ら

廃
藩
置
県
に
至
る
ま
で
、
毎
年
祇
園
山
笠
開
始
直
前
に
山
笠
の
本
絵
図
（
彩
色
さ
れ

た
完
成
予
想
図
）
六
枚
一
組
を
町
役
所
を
通
じ
て
藩
主
に
献
上
し
た（

（
（

。「
山
笠
屏
風
」

は
本
絵
図
を
屏
風
に
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
描
か
れ
た
山
笠
は
い
ず
れ
も
高
さ

が
一
二
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
あ
り
、
二
、三
体
の
人
形
や
馬
の
ほ
か
、
城
、
館
、
橋
、
門

と
い
っ
た
人
工
物
の
模
型
や
、
岩
山
、
川
浪
と
い
っ
た
自
然
物
の
模
型
、
お
よ
び
昇

葺
が
み
え
る
。
人
形
の
数
は
「
山
笠
巡
行
図
屏
風
」
に
描
か
れ
た
山
笠
の
そ
れ
に
劣

る
が
、
高
さ
は
ほ
ぼ
回
復
し
、
模
型
の
数
と
種
類
は
増
え
て
い
る
。「
山
笠
巡
行
図

屏
風
」
に
描
か
れ
て
い
た
二
本
の
櫓
は
一
本
に
減
じ
て
い
る
。

宝
暦
一
二
（
一
七
六
二
）
年
の
あ
る
記
録
に
は
「
山
笠
地
上
十
六
尺
以
上
、
表
裏

に
二
個
以
上
の
人
形
あ
る
も
の
あ
り
」
と
記
さ
れ
て
い
る
〔
博
多
山
笠
行
事
記
録
作

成
委
員
会
編　

一
九
七
五　

四
六
〕。「
山
笠
屏
風
」か
ら
推
し
て「
十
六
尺
」は「
三
十
六

尺
」
の
誤
記
と
考
え
ら
れ
、「
表
裏
に
二
個
以
上
の
人
形
」
と
い
う
の
は
山
笠
の
表

側
と
裏
側
に
二
体
ず
つ
人
形
が
あ
る
と
い
う
意
味
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
明
和
二
（
一
七
六
五
）
年
ご
ろ
に
は
、
六
月
一
四
日
に
「
盛
ん
に
山
笠

を
飾
粧
ふ
。
…
…
今
宵
、
夜
も
す
が
ら
祇
園
社
に
詣
て
、
山
笠
を
見
歩
行
く
者
巷

に
群
集
し
て
錐
を
立
る
地
な
し
」
と
い
う
状
況
に
な
っ
て
お
り
〔
津
田
・
津
田　

一
九
七
七　

巻
之
六
〕、
山
笠
が
再
び
観
光
客
の
目
を
満
足
さ
せ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。『

石
城
志
』
に
は
ま
た
、
博
多
の
特
産
品
の
一
つ
で
あ
る
団
扇
に
か
ん
す
る
説
明

と
し
て
「
須
崎
町
に
是
を
作
る
家
あ
ま
た
あ
り
。
又
五
月
の
初
め
に
山
笠
の
番
附
を

団
扇
に
板
行
し
て
隣
国
ま
て
も
是
を
販
く
」
と
あ
る
〔
津
田
・
津
田　

一
九
七
七　

巻

之
七
〕。
こ
の
団
扇
は
山
笠
や
能
の
当
番
町
が
作
ら
せ
た
物
で
は
な
く
、
団
扇
屋
が

自
前
で
作
り
販
い
だ
物
で
あ
る
。
祭
礼
期
間
前
に
こ
れ
を
製
造
し
て
観
光
客
と
な
り

う
る
人
間
に
売
る
わ
け
で
、こ
れ
も
観
光
産
業
と
み
な
せ
る
。隣
国
に
も
需
要
が
あ
っ

た
と
い
う
点
か
ら
も
、
享
保
の
大
飢
饉
後
の
山
笠
の
復
興
ぶ
り
が
知
ら
れ
る
。

図 3　「山笠屏風」（1759年ごろ）
  　　　　　　　　　　　 ※〔福岡市役所編 196（ （4〕。
　　　　　　　　　　　　※原資料の所蔵者は不明。

洲崎町　中
（源頼光勲功）

北舟町
（為義武勇）

呉服町　上
（戸不園御代）

西門町・中小路町
（郁芳門合戦）

竪町　下
（羽衣石由来）

土居町　上
（粧坂合戦）
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と
こ
ろ
で
、
後
代
の
記
録
だ
が
、
大
正
一
三
（
一
九
二
四
）
年
に
六
代
目
三
苫
惣

吉
が
作
成
し
た
「
古
代
山
笠
由
来
之
巻（

9
（

」
に
「
安
永
三
年
よ
り
山
笠
の
高
サ
飾
り
附

け
等
一
定
シ
」
た
と
あ
る
。
安
永
三
年
は
一
七
七
四
年
で
あ
る
。
こ
の
記
録
に
よ
る

と
、三
苫
氏
の
初
代
惣
吉
は
、矢
倉
門（
上
祇
園
町
と
下
祇
園
町
に
跨
る
区
域
の
通
称
）

に
住
ん
で
い
た
上
田
家
の
主
房
の
も
と
で
絵
を
学
ん
だ
と
い
う
。
三
苫
氏
自
身
は

代
々
市
小
路
町
下
に
居
住
し
、
初
代
惣
吉
が
宝
暦
二
（
一
七
五
二
）
年
に
初
め
て
居

町
の
山
笠
建
設
に
か
か
わ
り
、
以
後
幕
末
ま
で
山
笠
下
絵
図
の
製
作
と
山
笠
建
設
の

指
揮
に
頻
繁
に
か
か
わ
っ
た
〔
山
崎
編　

一
九
一
〇　

三
二
、三
三
。
博
多
山
笠
行
事
記

録
作
成
委
員
会
編　

一
九
七
五　

四
二
、五
二
、六
二
、六
六
～
六
七
〕。
下
絵
図
は
二
部
作

ら
れ
た
。
山
笠
建
設
の
許
可
を
得
る
た
め
に
年
番
所
（
年
行
司
役
場
）
経
由
で
町
役

所
に
提
出
さ
れ
る
分
と
、
当
番
町
が
山
笠
建
設
の
設
計
図
と
し
て
利
用
す
る
分
で
あ

る
。
前
者
は
町
役
所
の
許
可
が
下
り
る
と
年
行
司
か
ら
上
田
氏
に
遣
わ
さ
れ
、
上
田

氏
の
本
絵
図
製
作
に
利
用
さ
れ
た
〔
博
多
山
笠
行
事
記
録
作
成
委
員
会
編　

一
九
七
五

　

五
六
、五
七
～
六
〇
、六
二
〕。

右
の
「
古
代
山
笠
由
来
之
巻
」
の
話
は
、
安
永
三
（
一
七
七
四
）
年
に
三
苫
氏
が

そ
の
後
の
山
笠
作
り
の
基
本
と
な
る
規
式
を
確
立
し
た
と
い
う
家
伝
で
あ
る
。
宝
暦

後
半
以
降
の
山
笠
の
復
興
が
、
ひ
と
ま
ず
頂
点
を
迎
え
た
と
い
う
意
味
に
な
る
。

そ
の
後
、
幕
末
ま
で
に
三
苫
氏
の
描
い
た
山
笠
の
屏
風
（
当
番
町
分
の
下
絵
図
を

も
と
に
描
き
直
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
）
や
そ
の
他
の
山
笠
の
絵
馬
は
多
数
現
存
し
て

い
る
〔
博
多
山
笠
行
事
記
録
作
成
委
員
会
編　

一
九
七
五　

口
絵
〕。
そ
れ
ら
を
み
る
と
、

人
馬
は
も
ち
ろ
ん
各
種
の
人
工
物
・
自
然
物
の
模
型
も
江
戸
後
期
に
は
大
量
に
作
ら

れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
人
形
や
多
く
の
模
型
が
櫓
に
取
り
付
け
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
た
め
、
櫓
を
覆
っ
て
い
る
昇
葺
は
目
立
た
な
く
な
っ
て
い
る
。

　

2　

幕
末
・
明
治
初
期
の
山
笠
の
基
本
構
造

本
項
で
は
幕
末
・
明
治
初
期
の
最
盛
期
の
山
笠
の
基
本
構
造
を
み
て
み
る
〔
山

崎
編　

一
九
一
〇　

三
〇
～
三
一
。
落
石　

一
九
六
一　

一
〇
六
～
一
一
〇
。
井
上　

一
九
八
四　

一
二
三
～
一
二
五
〕（
図
4
。
な
お
後
掲
の
図
5
も
参
照
）。
山
笠
の
主

要
部
位
は
山
笠
台
と
山
笠
棒
と
櫓
な
の
で
、
こ
れ
を
中
心
に
み
て
い
く
。
各
部
の
木

材
の
種
類
に
つ
い
て
は
ご
く
一
般
的
に
使
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
も
の
を
記
す
。
つ
ま

り
、
必
ず
し
も
左
の
と
お
り
の
種
類
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。

山
笠
台
は
立
方
体
に
近
い
木
組
で
あ
る
。
高
さ
は
六
尺
で
、
幅
と
奥
行
き
は
各
一

間
（
京
間
で
六
尺
五
寸
）
で
あ
る
。
檜
ま
た
は
松
で
で
き
た
長
さ
（
高
さ
）
六
尺
の

四
本
の
「
脚
」（
こ
れ
を
「
柱
」
と
も
い
う
が
、
ほ
ん
ら
い
の
柱
と
紛
ら
わ
し
い
の

で
脚
の
ほ
う
が
適
切
）
の
底
部
に
鉄
製
の
沓
（
銅ど
う
が
ね金
・
沓く
つ
が
ね金
）
を
嵌
め
る
。
そ
の
あ

と
四
本
脚
を
幅
と
奥
行
き
が
各
一
間
と
な
る
よ
う
に
立
て
る
。
前
二
本
と
後
二
本
の

脚
の
上
部
に
一
本
ず
つ
「
貫ぬ
き

」
と
い
う
樫
の
横
木
を
渡
す
。
ど
ち
ら
の
貫
も
や
や
長

く
、
両
端
は
前
後
の
脚
の
外
側
に
出
る
。
左
二
本
と
右
二
本
の
脚
の
中
央
部
に
は
一

本
ず
つ
六
尺
ほ
ど
の
樫
の
貫
を
填
め
込
む
。つ
ま
り
計
四
本
の
貫
で
四
本
脚
を
繋
ぐ
。

前
と
後
の
貫
の
上
に
は
そ
れ
と
同
じ
長
さ
の
「
棒
持
た
せ
」（
棒
ぐ
り
・
棒
受
け
）

と
い
う
樫
の
横
木
を
一
本
ず
つ
載
せ
る
。
棒
持
た
せ
の
上
辺
の
六
箇
所
は
あ
ら
か
じ

め
半
円
形
に
刳
り
抜
い
て
お
く
。
一
番
外
側
の
左
右
の
半
円
形
は
前
後
の
脚
の
外
側

　図 4　幕末・明治初期の山笠の基本構造
　※〔FUKUOKA STYLE 編集部 1994 6（〕を改変。
　※ 基本構造とは飾り物を全く付けていない状態を指

す。この状態の山笠を素山という。
　※ 当時の山笠棒の長さは京間で四間だったが、この

図では三間ほどに描かれている。

■旗

■十文字 ■枠

■矢切り
■キャタツ［脚立］

■柱

■お汐井箱

■［台より柱を苧縄にて
　からみつける］

■シオリ［枝折り］

■棒付け［苧縄］
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に
は
み
出
す
形
と
な
る
。
四
本
脚
の
下
部
の
前
後
左
右
に
「
へ
の
字
」
と
呼
ば
れ
る

「
へ
」
の
字
形
に
湾
曲
し
た
樫
の
木
を
一
本
ず
つ
填
め
て
四
本
脚
を
補
強
す
る
。
あ

る
脚
の
上
部
と
下
部
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
対
角
線
に
別
の
脚
の
下
部
と
上
部
に
「
八
つ
文

字
」
と
呼
ば
れ
る
縄
を
渡
し
て
両
端
を
結
ぶ
。
つ
ま
り
八
つ
文
字
は
全
部
で
四
本
と

な
る
。
四
本
脚
の
頂
部
に
は
「
枝
折
り
」
と
呼
ば
れ
る
一
間
半
四
方
の
天
板
を
置
く
。

枝
折
り
の
縁
は
木
製
（
種
類
は
不
明
）
で
、
中
に
数
本
の
割
り
竹
を
填
め
込
む
。

山
笠
棒
は
六
本
に
増
え
て
い
た
。
檜
（
ま
た
は
松
か
杉
）
製
で
、
長
さ
は
四
間
で

あ
る
。
こ
れ
を
山
笠
台
の
前
後
（
枝
折
り
の
下
）
に
通
し
、
二
本
の
棒
持
た
せ
の
半

円
形
の
部
分
に
填
め
込
み
載
せ
る
。
そ
れ
か
ら
六
本
と
も
苧
か
ら
む
し
な
わ
縄
で
山
笠
台
と
結
ぶ
。

枝
折
り
の
上
に
は
二
丈
六
、七
尺
か
ら
三
丈
の
長
さ
の
四
本
の
「
柱
」
を
内
側
に

少
し
傾
け
て
上
細
り
に
、
四
角
錐
状
に
組
み
上
げ
る
。
四
本
と
も
そ
の
下
部
を
苧
縄

で
山
笠
台
と
結
ぶ
。
四
本
柱
の
底
部
は
枝
折
り
の
空
隙
部
（
割
り
竹
の
な
い
部
分
）

に
通
す
。
四
本
柱
の
頂
部
に
「
脚
立
」
と
い
う
名
の
天
板
を
取
り
付
け
る
。
四
本
柱

と
脚
立
は
木
製
で
あ
る
が
種
類
は
不
明
で
あ
る
。
四
本
柱
の
中
央
部
か
ら
八
本
の
長

い
竹
を
上
方
へ
ま
っ
す
ぐ
に
立
て
る
。
横
に
も
数
箇
所
竹
を
入
れ
る
。
こ
の
竹
組
の
、

脚
立
よ
り
上
に
出
た
部
分
を
「
矢
切
り
」
と
い
う
。
竹
組
は
高
さ
を
稼
ぐ
の
に
有
効

だ
っ
た
。
柱
と
脚
立
と
竹
組
が
櫓
を
構
成
し
て
い
る
。「
山
笠
巡
行
図
屏
風
」
に
描

か
れ
た
櫓
（
図
2
下
段
）
と
は
か
な
り
構
造
が
変
わ
っ
て
い
る
。

ち
な
み
に
『
筑
前
櫛
田
社
鑑
』
坤
巻
に
よ
る
と
、
竹
組
は
明
和
二
（
一
七
六
五
）

年
の
二
番
山
笠
当
番
土
居
町
下
が
初
め
て
作
っ
た
も
の
で
、
こ
れ
に
昇
葺
を
縫
い
付

け
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
前
述
の
三
苫
家
の
家
伝
は
、
櫓
の
構
造
の
変
化
を
受

け
て
三
苫
家
が
山
笠
の
高
さ
や
飾
り
付
け
な
ど
の
規
式
を
一
定
さ
せ
た
の
が
安
永
三

（
一
七
七
四
）
年
だ
っ
た
と
い
う
意
味
に
解
せ
ば
、
べ
つ
に
不
自
然
で
は
な
い
。

話
を
戻
す
。
飾
り
物
の
ほ
と
ん
ど
は
櫓
に
取
り
付
け
ら
れ
、
一
部
は
枝
折
り
の
上

に
取
り
付
け
ら
れ
る
。
飾
り
物
は
表
（
前
側
）
と
見
送
り
（
後
側
）
を
中
心
に
取
り

付
け
ら
れ
る
の
で
、
左
右
側
に
生
ず
る
空
隙
は
矢
切
り
か
ら
枝
折
り
ま
で
茜
地
木
綿

の
昇
葺
を
垂
ら
し
て
こ
れ
を
塞
ぐ
。山
笠
の
建
設
に
は
釘
は
い
っ
さ
い
用
い
ら
れ
ず
、

込
栓
と
楔
と
縄
だ
け
で
組
み
立
て
ら
れ
た
（
こ
れ
は
今
日
で
も
同
様
）。

右
の
構
造
の
最
盛
期
の
山
笠
は
山
笠
台
上
か
ら
矢
切
り
の
先
端
ま
で
四
丈
と

六
、七
尺
を
数
え
た
。
つ
ま
り
鉄
沓
か
ら
頂
上
ま
で
は
五
丈
二
、三
尺
で
、
ほ
ぼ
一
六

メ
ー
ト
ル
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
多
く
の
高
価
な
飾
り
物
が
取
り
付
け
ら
れ
て
い
た
。

山
笠
の
作
り
が
さ
ら
に
複
雑
に
な
っ
た
た
め
、
幕
末
ま
で
に
山
笠
建
設
は
二
つ
の

職
務
に
大
別
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。山
笠
台
を
組
み
立
て
る
作
業
と
、山
笠
棒
・
櫓
・

飾
り
物
な
ど
を
山
笠
台
に
取
り
付
け
作
業
で
あ
る
。
文
久
元（
一
八
六
一
）年
に
成
っ

た
片
土
居
町
の
「
山
笠
銭
出
入
控
帳（

（（
（

」
を
み
る
と
、両
作
業
の
指
揮
者
が
と
も
に
「
山

笠
棟
梁
」
と
書
か
れ
て
い
る
箇
所
も
あ
る
が
、
前
者
が
「
請
方
棟
梁
」、
後
者
が
「
雇

方
棟
梁
」
と
書
か
れ
て
区
別
さ
れ
て
い
る
箇
所
も
あ
る
。
近
現
代
に
は
請
方
棟
梁
は

山
大
工
な
ど
と
、
雇
方
棟
梁
は
日ひ
よ
う
か
た

雇
方
棟
梁
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

な
お
享
和
元
（
一
八
〇
一
）
年
に
は
山
笠
の
建
設
作
業
場
兼
保
管
場
と
し
て
洲
崎

町
流
が
初
め
て
山
木
屋
を
作
り
〔
博
多
山
笠
行
事
記
録
作
成
委
員
会
編　

一
九
七
五　

五
二
〕、
他
の
流
に
も
広
ま
っ
た
。
詳
細
は
不
明
だ
が
、
こ
れ
を
作
る
作
業
は
山
笠

建
設
を
お
こ
な
う
者
が
兼
ね
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

3　

幕
末
の
山
笠
当
番
町
、祭
礼
収
益
、山
笠
建
設
費

本
項
で
は
文
久
元
（
一
八
六
一
）
年
に
土
居
町
流
の
山
笠
当
番
を
勤
め
た
片
土
居

町
の
支
出
記
録
「
山
笠
銭
出
入
控
帳
」
を
お
も
に
検
討
す
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
同
町

は
安
政
六（
一
八
五
九
）年
六
月
一
六
日
か
ら
本
格
的
に
当
番
の
準
備
を
始
め
た（
当

番
費
用
の
徴
収
は
一
八
五
四
年
か
ら
始
め
た
）。
費
目
に
よ
っ
て
は
支
出
先
の
書
か

れ
て
い
な
い
場
合
も
あ
る
し
、
書
か
れ
て
い
て
も
ど
こ
に
あ
っ
た
店
な
の
か
、
ど
こ

に
住
ん
で
い
た
者
な
の
か
わ
か
ら
な
い
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
確
認
・
比
定
で
き
た

か
ぎ
り
で
は
支
出
先
は
ほ
と
ん
ど
が
博
多
内
に
あ
っ
た
祭
礼
産
業
で
あ
る
。
具
体
的

に
み
て
い
こ
う
。

下
絵
図
師
に
は
古
小
路
町
の
卯
吉
と
い
う
人
物
を
八
五
〇
文
と
酒
一
升
（
二
〇
〇

文
）
の
手
付
け
で
雇
い
、
の
ち
に
六
〇
〇
文
を
、
さ
ら
に
の
ち
に
は
八
五
〇
文
を
支
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払
っ
た
。
請
方
棟
梁
に
つ
い
て
は
右
の
卯
吉
と
三
苫
惣
吉
の
ど
ち
ら
に
頼
む
か
町
内

で
入
札
を
お
こ
な
い
、
一
一
両
で
卯
吉
に
頼
ん
だ
。
雇
方
棟
梁
に
は
土
居
町
下
の
善

吉
を
二
両
一
歩
二
朱
で
雇
っ
た
。
善
吉
を
手
伝
う
者
と
し
て
、
当
番
年
の
五
月
一
〇

日
か
ら
六
月
一
〇
日
ま
で
二
四
人
も
の
人
間
を
雇
い
、
一
人
に
つ
き
四
三
四
文
を

支
出
し
た
。
ま
た
支
出
先
の
名
は
な
い
が
、「
江
戸
献
上
之
絵
図
料
」
と
し
て
四
貫

二
〇
〇
文
も
支
出
さ
れ
た
。
江
戸
の
福
岡
藩
藩
邸
に
送
る
本
絵
図
の
製
作
料
で
、
も

ち
ろ
ん
上
田
氏
に
支
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
山
笠
人
形
師
の
名
も
記
さ
れ
て
い
な

い
が
、
廃
藩
置
県
ま
で
小
堀
氏
以
外
に
山
笠
人
形
師
は
い
な
か
っ
た
の
で
小
堀
氏
で

間
違
い
な
い
。
同
氏
に
た
い
し
て
は
当
番
前
年
の
六
月
二
一
日
に
手
付
け
と
し
て
三

貫
四
〇
〇
文
を
支
払
い
、
当
番
年
の
お
そ
ら
く
五
月
に
人
形
二
体
を
一
九
〇
目
（
＝

一
一
貫
四
〇
〇
文
）
で
購
入
し
た
。
釜
惣
に
は
九
貫
六
〇
二
文
を
支
払
い
、
沓
金
の

ほ
か
針
金
・
釘
・
針
・
鎹
を
購
入
し
た
。
針
金
以
下
は
当
番
運
営
に
必
要
な
雑
務
に

用
い
ら
れ
た
品
で
あ
ろ
う
。
釜
惣
と
は
土
居
町
下
に
あ
っ
た
鋳
物
業
の
大
店
瀬
戸
家

の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
み
ら
れ
る
と
お
り
、
右
の
各
氏
は
い
ず
れ
も
博
多
に
住
ん
で
い

た
。野

吹
（
昇
葺
）
用
の
木
綿
九
反
は
九
貫
九
〇
〇
文
で
、台
幕
（
山
笠
台
を
覆
う
幕
）

用
の
「
極
上
」
の
木
綿
一
反
は
一
貫
四
〇
〇
文
で
購
入
し
て
い
る
が
、
店
名
は
書
か

れ
て
い
な
い
。
両
者
の
染
代
と
し
て
五
貫
八
二
〇
文
も
支
出
さ
れ
て
い
る
が
、
染
物

業
者
の
名
は
や
は
り
記
さ
れ
て
い
な
い
。
以
上
の
合
計
一
七
貫
一
二
〇
文
が
「
呉
服

太
物
代
」
と
し
て
計
上
さ
れ
て
い
る
。
木
綿
も
染
物
も
博
多
の
特
産
品
な
の
で
、
博

多
の
手
工
業
者
に
代
金
を
支
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
と
は
べ
つ
に
「
い
し
よ
ふ

着
せ
」
の
代
金
三
貫
文
が
「
荷
月
殿
」
に
、「
同
手
伝
」
の
代
金
一
貫
文
が
「
縫
屋

甚
七
殿
」
に
支
払
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
両
人
と
も
居
町
は
不
明
で
あ
る
。

人
形
は
毎
年
必
ず
作
り
替
え
る
慣
例
だ
っ
た
の
で
片
土
居
町
も
こ
れ
は
新
調
し
た

わ
け
だ
が
、
同
町
は
貧
し
い
町
だ
っ
た
た
め
か
、
模
型
類
は
一
つ
も
新
調
し
て
い
な

い
。
ど
う
し
た
か
と
い
う
と
、
万
延
元
（
一
八
六
〇
）
年
六
月
一
五
日
の
追
い
山
終

了
直
後
、
四
つ
の
町
に
出
向
い
て
中
古
品
を
購
入
し
て
い
る
。
土
居
町
流
の
浜
小
路

町
か
ら
は
丸
伽
藍
・
大
屋
形
・
橋
を
一
両
一
歩
で
、
洲
崎
町
流
の
川
端
町
か
ら
は
高

山
堂
・
人
形
台
・
橋
二
つ
を
二
歩
二
朱
で
、
東
町
流
の
東
町
下
か
ら
は
人
形
台
・
登

り
廊
下
・
輿
・
輿
の
屋
根
・
小
屋
形
・
橋
三
つ
・
風
鈴
を
三
歩
三
朱
で
、
土
居
町
流

の
土
居
町
中
か
ら
は
大
屋
形
・
橋
を
二
歩
で
購
入
し
た
。
最
初
の
三
町
は
当
年
の
山

笠
当
番
町
で
、
土
居
町
中
は
前
年
の
山
笠
当
番
町
で
あ
る
。
中
古
品
で
も
で
き
る
だ

け
新
し
い
物
を
購
入
し
た
わ
け
で
あ
る
。
新
調
の
人
形
と
中
古
品
の
模
型
類
を
巧
く

組
み
合
わ
せ
、全
体
と
し
て
は
標
題
に
そ
っ
た
新
し
い
飾
り
物
を
拵
え
た
の
で
あ
る
。

当
時
の
土
居
町
流
で
は
山
笠
台
と
そ
れ
に
付
け
る
細
か
い
諸
部
品
は
流
の
共
有
物

で
、
万
延
元
（
一
八
六
〇
）
年
の
追
い
山
終
了
直
後
、
浜
小
路
町
は
片
土
居
町
に
こ

れ
ら
を
送
り
届
け
て
い
る
。
し
か
し
山
笠
棒
や
柱
な
ど
は
共
有
物
で
は
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
片
土
居
町
は
の
ち
に
山
笠
棒
と
柱
以
下
の
山
笠
の
部
品
を
土
居
町
上
か
ら
借

り
受
け
た
。
さ
ら
に
山
笠
の
附
属
品
（
通
常
の
任
意
の
形
式
の
飾
り
物
で
は
な
く
、

旗
類
な
ど
決
ま
っ
た
形
式
の
品
物
）
の
ほ
と
ん
ど
も
綱
場
町
・
古
小
路
町
と
四
人
の

商
人
か
ら
借
り
受
け
た
。
商
人
の
う
ち
一
人
は
土
居
町
上
の
喜
平
と
明
記
さ
れ
て
お

り
、「
紅
宗
」
と
記
さ
れ
た
別
の
一
人
は
行
町
の
呉
服
商
の
大
店
、
紅
屋
宗
七
で
あ

ろ
う
。
他
の
二
人
（
肥
後
屋
次
右
衛
門
と
糀
屋
吉
平
）
は
居
町
の
比
定
が
で
き
な
い
。

こ
れ
ら
の
借
用
物
は
当
番
終
了
後
、
損
料
ま
た
は
酒
一
升
と
と
も
に
返
却
さ
れ
た
。

片
土
居
町
に
か
ぎ
ら
ず
、
中
古
品
の
模
型
類
を
購
入
し
た
り
山
笠
の
部
品
や
附
属

品
を
借
用
し
た
り
す
る
町
は
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
土
居
町
中
が
模
型
類
を
一
年

保
管
し
て
い
た
の
は
売
却
の
可
能
性
を
見
越
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う

に
す
れ
ば
当
番
町
は
多
少
は
支
出
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
売
却
す
る
側
や
貸

与
す
る
側
に
と
っ
て
は
か
つ
て
の
支
出
を
あ
る
程
度
は
補
え
る
こ
と
に
な
る
。

当
番
の
諸
作
業
に
必
要
な
細
か
い
諸
品
（
紙
糸
、
蝋
燭
、
食
器
、
縄
藁
、
な
ど
）

や
山
木
屋
の
設
置
に
必
要
な
細
か
い
諸
品
（
計
一
貫
〇
九
五
文
）
も
各
種
の
職
人
や

商
人
か
ら
購
入
し
た
。こ
れ
ら
の
品
々
の
購
入
先
は
ほ
と
ん
ど
書
か
れ
て
い
な
い
が
、

博
多
で
簡
単
に
購
入
で
き
る
物
ば
か
り
な
の
で
、
博
多
で
購
入
し
た
と
思
わ
れ
る
。

加
勢
人
の
雇
用
に
つ
い
て
は
安
政
六
（
一
八
五
九
）
年
六
月
二
三
日
、
御
笠
郡
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牛う
し
く
び頭
村
（
普
通
は
牛
頸
村
と
書
く
）
に
赴
き
、
こ
の
地
域
の
加
勢
人
雇
用
の
親
村
と

な
る
よ
う
頼
ん
で
い
る
。
こ
の
と
き
片
土
居
町
の
者
は
酒
五
升（
一
貫
文
）と
肴（
一

貫
文
）
を
手
付
け
に
持
っ
て
行
っ
た
が
、
牛
頭
村
に
着
く
と
酒
一
斗
（
二
貫
文
）
を

買
い
足
し
て
い
る
。
翌
年
六
月
一
六
日
に
は
片
土
居
町
の
若
者
中
が
牛
頭
村
と
そ
の

周
辺
の
枝
村
に
手
付
酒
五
斗
（
九
貫
文
）
を
持
参
し
た
。
同
町
は
ほ
か
に
六
つ
の
村

を
親
村
と
し
た
が
、
金
銭
を
渡
し
て
加
勢
人
を
雇
用
し
て
は
い
な
い
。
な
お
幕
末
・

明
治
初
期
の
祇
園
山
笠
を
克
明
に
回
顧
し
た
『
追
懐
松
山
遺
事
』
に
は
、
追
い
山
終

了
後
に
山
笠
当
番
町
が
加
勢
村
か
ら
来
た
者
一
人
に
つ
き
酒
三
合
と
若
干
の
食
料

（
帰
り
の
弁
当
か
）
を
報
酬
と
し
て
渡
し
た
と
あ
る
〔
山
崎
編　

一
九
一
〇　

三
六
〕。

や
は
り
加
勢
人
を
現
金
で
雇
用
す
る
慣
習
は
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
原
則

的
に
は
加
勢
人
に
遣
わ
す
酒
は
博
多
で
調
達
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

加
勢
人
用
の
分
も
含
め
た
酒
代
は
膨
大
で
、
安
政
六
（
一
八
五
九
）
年
か
ら
当
番

年
ま
で
一
〇
九
貫
七
八
〇
文
（
金
一
六
両
二
朱
と
一
三
〇
文
）
が
支
出
さ
れ
て
い
る
。

当
番
年
の
分
だ
け
は
博
多
の
「
掛
町
生
松
屋
よ
り
買
求
」
と
購
入
先
が
記
さ
れ
て
い

る
。
な
お
肴
代
も
し
ば
し
ば
計
上
さ
れ
て
お
り
、
祇
園
山
笠
に
伴
う
酒
肴
の
消
費
量

の
大
き
さ
が
窺
え
る
。
酒
肴
の
ほ
と
ん
ど
は
、
今
日
と
同
じ
く
町
内
の
寄
合
や
行
事

の
さ
い
に
消
費
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
「
山
笠
銭
出
入
控
帳
」
に
は
支
出
総
額
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。
支
出
額
の
記

さ
れ
て
い
な
い
費
目
も
散
見
さ
れ
る
し
理
解
し
が
た
い
記
述
も
あ
る
の
で
、
支
出
総

額
の
算
出
は
で
き
な
い
。
し
か
し
収
入
総
額
は
六
七
七
貫
六
五
六
文
、
金
に
直
し
て

九
九
両
二
歩
二
朱
と
二
〇
六
文
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
記
載
の
あ
る
支
出
額

の
合
計
額
な
ど
か
ら
み
て
、
収
入
総
額
に
近
い
額
を
支
出
し
た
の
は
間
違
い
な
い
。

ま
た
こ
の
記
録
か
ら
、
支
出
先
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
博
多
の
商
工
業
者
だ
っ
た
と

考
え
て
よ
い
。
当
番
年
の
四
年
後
、
慶
応
元
（
一
八
六
五
）
年
冬
の
片
土
居
町
の
運

上
銀
賦
課
額
は
博
多
九
八
町
の
う
ち
下
か
ら
二
七
番
目
だ
っ
た
〔
宇
野　

二
〇
〇
五

　

五
九
〕。
同
町
は
貧
し
い
町
だ
っ
た
と
い
え
る
が
、
そ
れ
で
も
一
〇
〇
両
近
く
の

当
番
費
用
を
集
め
、
支
出
し
て
い
る
。
当
番
町
の
貧
富
に
よ
っ
て
当
番
費
用
に
は
多

少
の
差
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
単
純
に
計
算
す
れ
ば
、
幕
末
に
は
毎
年
六
〇
〇

両
程
度
の
金
が
六
山
笠
当
番
町
か
ら
博
多
の
祭
礼
産
業
に
支
出
さ
れ
て
い
た
計
算
に

な
る
。
博
多
内
部
で
莫
大
な
金
銭
が
移
動
し
た
の
で
あ
る
。
祭
礼
産
業
は
、
祇
園
山

笠
で
得
ら
れ
た
収
益
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
部
は
の
ち
に
日
常
の
自
家
の
経
営
に
回

し
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
う
し
て
博
多
内
部
で
利
潤
が
循
環
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
支
出
費
目
の
う
ち
も
っ
と
も
高
額
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
山
笠
建
設
費

に
つ
い
て
は
土
居
町
流
の
行
町
が
記
録
を
残
し
て
い
る
。
天
保
九
（
一
八
三
八
）
年

九
月
、
行
町
は
今
後
の
（
直
接
に
は
お
そ
ら
く
十
年
後
の
）
山
笠
当
番
の
さ
い
の
山

笠
仕
立
銀
を
総
額
七
貫
三
〇
〇
目
（
＝
四
三
八
貫
文
）
と
見
積
も
っ
た
。
そ
の
う
ち

御
渡
り
銭
中
の
山
笠
仕
立
銀
に
つ
い
て
は
八
〇
〇
目
が
支
給
さ
れ
る
と
予
想
し
、
残

り
の
六
貫
五
〇
〇
目
は
町
内
で
集
め
る
こ
と
に
決
め
た（

（（
（

。
こ
れ
も
当
番
町
の
貧
富
に

よ
っ
て
多
少
の
差
は
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
山
笠
建
設
費
が
莫
大
な
額
に
な
っ
て

い
た
こ
と
は
わ
か
る
。
そ
れ
だ
け
山
笠
の
作
り
が
複
雑
に
な
り
、
飾
り
物
は
豪
華
に

な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

近
世
の
博
多
に
は
特
産
品
が
数
多
く
あ
っ
た
。
そ
の
多
く
は
中
世
以
来
の
伝
統
的

な
製
品
で
あ
っ
た
。『
石
城
志
』
巻
之
七
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
物
の
う
ち
主
要
な
物

を
挙
げ
て
み
る
〔
津
田
・
津
田　

一
九
七
七
〕。
い
く
つ
か
に
つ
い
て
は
津
田
親
子
の

評
言
も
要
約
し
て
付
し
て
お
く
。
刀
・
包
丁
・
剃
刀
・
錐
・
鑿
・
鋏
・
鋸
な
ど
の
鉄

器
類
、
鋤
・
鍬
・
鎌
な
ど
の
農
具
類
（
隣
国
か
ら
来
る
購
入
客
が
甚
だ
多
い
）、
鋳

物
類
、
瓦
、
素
焼
物
、
筑
紫
櫛
、
木
偶
、
綿
打
弓
、
秤
、
筆
、
博
多
独
楽
、
団
扇
、

博
多
織
、
木
綿
、
紅
絞
、
染
物
、
金
箔
・
銀
箔
（
寛
文
ご
ろ
衰
退
）、
博
多
練
酒
、

酒
、索そ
う
め
ん麺

、南
蛮
菓
子
類
（
他
国
で
は
製
せ
ず
）、和
菓
子
類
、酢
（
近
国
に
も
販
売
）、

醤
油
、
蝋
燭
、
鬢
付
（
多
く
は
他
国
に
販
売
）。

前
述
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
特
産
品
の
な
か
に
は
祇
園
山
笠
の
さ
い
に
山
笠
当
番

町
に
利
用
さ
れ
た
物
が
多
く
あ
っ
た
。
詳
細
は
不
明
だ
が
、
観
光
客
に
消
費
さ
れ
た

物
も
多
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
近
世
の
博
多
は
商
業
都
市
で
あ
っ
た
が
、
中
世
以
来

の
多
様
な
手
工
業
の
盛
ん
な
生
産
都
市
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
理
由
で
、
山
笠
当
番
町
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は
ほ
と
ん
ど
博
多
内
の
祭
礼
産
業
だ
け
で
当
番
運
営
に
必
要
な
諸
物
品
・
技
術
・
労

働
力
を
賄
え
た
。こ
う
し
て
山
笠
当
番
費
用
は
ほ
と
ん
ど
博
多
内
だ
け
で
流
通
し
た
。

つ
ま
り
ほ
と
ん
ど
外
部
に
は
流
出
し
な
か
っ
た
。
一
方
、
観
光
客
に
は
物
品
購
入
に

か
ん
し
て
多
く
の
選
択
肢
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。

❹�
享
保
の
大
飢
饉
以
後
の
観
光
収
益
と
博
多
の
内
と
外
で
の
利
潤
の

循
環

　

1　

利
潤
の
循
環
の
結
節
点
と
し
て
の
祇
園
山
笠

利
潤
の
循
環
に
は
も
う
一
つ
種
類
が
あ
っ
た
。
博
多
の
内
部
と
外
部
の
間
の
循
環

で
あ
る
。
本
節
で
は
こ
れ
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

宝
暦
年
間
（
一
七
五
一
～
六
三
）
に
は
全
国
的
に
不
作
が
続
い
た
。
と
り
わ
け
宝

暦
五
（
一
七
五
五
）
年
は
福
岡
藩
で
も
た
い
へ
ん
な
不
作
と
な
り
、
冬
に
な
る
と
米

が
払
底
し
て
飢
人
が
出
、
以
後
数
箇
月
に
わ
た
っ
て
藩
か
ら
の
御
救
銀
や
民
間
有
志

か
ら
の
救
援
米
が
た
び
た
び
供
出
さ
れ
た
〔
原
田
編　

一
九
七
八　

二
四
二
、二
五
一

～
二
五
三
、二
八
〇
～
二
八
一
、二
八
三
～
二
八
四
〕。
同
年
暮
れ
に
は
、
明
年
正
月
の
松

囃
子
の
さ
い
に
福
岡
湊
町
の
米
穀
商
と
博
多
西
町
下
の
米
穀
商
を
打
ち
壊
す
と
予

告
し
た
、
作
者
不
明
の
張
紙
が
市
小
路
町
下
の
空
き
家
で
み
つ
か
っ
た
〔
原
田
編　

一
九
七
八　

二
五
四
〕。
厳
重
な
警
備
を
し
た
た
め
か
実
際
に
は
宝
暦
六（
一
七
五
六
）

年
の
松
囃
子
で
は
何
も
な
か
っ
た
も
の
の
〔
原
田
編　

一
九
七
八　

二
五
四
〕、
四
月

に
な
っ
て
も
社
会
不
安
は
収
ま
ら
ず
、
年
番
所
の
職
員
が
博
多
の
夜
廻
り
を
す
る
こ

と
に
な
っ
た
〔
原
田
編　

一
九
七
八　

二
七
九
〕。

こ
の
よ
う
な
不
穏
な
状
況
の
な
か
、
宝
暦
六
（
一
七
五
六
）
年
の
二
月
か
ら
三
月

に
か
け
て
、
山
笠
当
番
諸
町
の
町
年
寄
・
組
頭
と
町
役
所
の
間
で
次
の
よ
う
な
遣
り

取
り
が
あ
っ
た
。
当
番
諸
町
は
、諸
物
価
が
高
騰
し
て
博
多
は
疲
弊
し
て
い
る
の
で
、

当
年
は
御
渡
り
銭
の
山
笠
仕
立
銀
だ
け
で
は
山
笠
は
建
設
し
が
た
い
、
し
か
し
増
額

を
願
う
わ
け
に
も
い
か
な
い
、
と
述
べ
た
。
さ
ら
に
続
け
て
、
近
年
は
加
勢
人
も
雇

い
に
く
く
な
っ
て
お
り
、そ
れ
た
め
雇
用
に
必
要
な
雑
用
銀
が
か
な
り
嵩
ん
で
い
る
、

と
述
べ
た
。
そ
こ
で
当
年
か
ら
は
加
勢
人
を
い
っ
さ
い
雇
わ
な
い
こ
と
と
し
、
浮
い

た
金
を
山
笠
仕
立
銀
に
加
え
た
い
、
と
伝
え
た
。
町
役
所
は
こ
れ
を
認
め
た
〔
原
田

編　

一
九
七
八　

二
六
六
、二
六
八
～
二
六
九
〕。
加
勢
人
を
雇
わ
な
い
こ
と
に
す
れ
ば

追
い
山
の
速
さ
は
鈍
る
が
、
当
番
町
は
苦
渋
の
決
断
を
下
し
た
と
い
え
る
（
た
だ
し

加
勢
人
雇
用
は
数
年
以
内
に
再
開
さ
れ
た
）。

一
方
、
こ
の
遣
り
取
り
の
あ
と
の
出
来
事
と
思
わ
れ
る
が
、
博
多
の
町
年
寄
た
ち

が
町
役
所
に
、
博
多
は
疲
弊
し
て
い
る
の
で
当
年
は
「
在
方
よ
り
祇
薗
参
不
仕
候
様

ニ
願
書
指
出
」
す
と
い
う
、
驚
く
べ
き
行
動
に
出
た
。
周
辺
郡
部
か
ら
祇
園
山
笠
見

物
に
来
る
の
を
禁
じ
て
ほ
し
い
と
願
い
出
た
の
で
あ
る
。
町
役
所
は
詮
議
の
う
え
こ

れ
を
差
し
戻
し
た
。
す
る
と
次
に
町
年
寄
た
ち
は
、
祇
園
山
笠
見
物
に
来
て
も
博
多

市
中
の
一
族
や
知
人
の
も
と
に
は
立
ち
寄
ら
ず
見
物
後
は
す
ぐ
帰
る
よ
う
に
仰
せ
付

け
て
ほ
し
い
と
願
い
出
た
。
二
度
に
わ
た
る
願
書
の
提
出
を
受
け
、
結
局
町
奉
行
は

郡
奉
行
に
依
頼
し
て
周
辺
郡
部
か
ら
祇
園
山
笠
見
物
に
来
る
の
を
禁
ず
る
旨
を
周
辺

郡
部
に
触
れ
出
し
て
も
ら
っ
た
〔
原
田
編　

一
九
七
八　

三
〇
一
、三
〇
三
〕。

物
価
高
騰
の
お
り
、
加
勢
人
雇
用
費
を
浮
か
せ
る
こ
と
と
観
光
客
を
歓
待
す
る
博

多
の
普
通
の
民
家
（
宿
泊
業
で
は
な
い
家
）
の
負
担
を
避
け
る
こ
と
は
重
要
で
あ
っ

た
。
加
え
て
、
当
年
の
世
上
で
は
加
勢
人
や
観
光
客
と
し
て
博
多
に
入
っ
た
周
辺
郡

部
の
住
民
が
暴
動
を
起
こ
す
虞
も
多
分
に
あ
っ
た
し
、
以
前
の
飢
饉
の
さ
い
に
み
ら

れ
た
よ
う
に
乞
食
と
な
っ
て
博
多
に
長
居
す
る（

（（
（

虞
も
多
分
に
あ
っ
た
の
で
、
町
年
寄

た
ち
が
こ
れ
を
避
け
よ
う
と
し
た
の
は
間
違
い
な
い
。
郡
奉
行
の
触
の
た
め
、
当
年

は
「
祇
薗
客
殊
外
少
ク
御
座
候
、
在
郷
よ
り
ハ
一
向
ニ
客
入
込
無
之
」、
寂
し
い
祭

礼
と
な
っ
た
〔
原
田
編　

一
九
七
八　

三
〇
一
〕。

と
こ
ろ
が
二
通
の
願
書
は
博
多
の
町
々
で
よ
く
協
議
さ
れ
た
う
え
で
出
さ
れ
た
も

の
で
は
な
く
、
町
年
寄
た
ち
の
独
断
で
出
さ
れ
た
も
の
で
、
博
多
に
は
こ
の
件
を

知
ら
な
い
者
も
い
た
。
そ
れ
が
祭
礼
終
了
後
に
わ
か
っ
た
。
よ
く
話
し
合
わ
ず
に

願
書
を
出
し
た
と
い
う
理
由
に
加
え
、「
商
売
す
し
何
廉
ニ
付
、
却
而
難
儀
ニ
存
候
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者
も
多
ク
有
之
と
相
聞
候
」
と
い
う
理
由
で
、
六
月
二
一
日
、
町
奉
行
は
年
行
司

に
書
付
を
送
り
、
町
年
寄
た
ち
を
厳
し
く
指
導
す
る
よ
う
に
と
伝
え
た
〔
原
田
編　

一
九
七
八　

三
〇
三
〕。
観
光
客
が
来
博
す
る
と
ば
か
り
思
っ
て
い
た
観
光
業
者
は
当

て
に
し
て
い
た
観
光
収
益
を
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
問
題
と
な
っ
た
わ
け
で
あ

る
。
残
念
な
が
ら
「
商
売
筋
」
が
ど
の
よ
う
な
職
業
を
指
す
の
か
は
書
か
れ
て
い
な

い
。
前
出
の
宿
泊
業
が
こ
れ
に
含
ま
れ
て
い
る
の
は
当
然
と
し
て
、
飲
食
業
や
、
土

産
と
し
て
持
ち
帰
る
こ
と
の
で
き
る
商
品
の
販
売
業
、
と
い
っ
た
も
の
が
考
え
ら
れ

よ
う
。

こ
の
話
に
は
さ
ら
に
続
き
が
あ
る
。
祭
礼
終
了
後
ほ
ど
な
く
、
盂
蘭
盆
会
を
ま
え

に
し
た
六
月
二
九
日
に
な
っ
て
、
年
行
司
宅
に
投
文
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は

当
祇
薗
会
之
節
田
舎
之
者
入
込
不
申
候
様
ニ
相
成
、
商
売
筋
ニ
相
障
リ
申
者
多

ク
有
之
、
其
上
盆
前
在
郷
之
者
諸
商
ひ
ニ
入
込
不
申
と
の
風
聞
有
之
ニ
付
、
何

と
そ
入
込
ミ
申
候
様
ニ
被
仰
付
被
下
候
様
ニ

と
い
う
訴
え
で
あ
っ
た
〔
原
田
編　

一
九
七
八　

三
〇
七
〕。

こ
の
投
文
か
ら
、
祇
園
山
笠
期
間
中
の
博
多
の
商
業
収
益
が
在
郷
か
ら
の
観
光
客

の
動
向
に
強
く
支
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
同
時
に
、
盂
蘭
盆
会
の
さ
い
に

は
在
郷
の
者
が
博
多
に
物
を
売
り
に
来
て
い
た
こ
と
も
わ
か
る
。
博
多
へ
入
る
こ
と

が
祇
園
山
笠
終
了
後
も
禁
じ
ら
れ
て
い
る
と
誤
解
し
た
の
か
ど
う
か
、
在
郷
の
者
が

盂
蘭
盆
会
の
さ
い
に
物
を
売
り
に
来
な
い
と
い
う
風
聞
が
あ
っ
た
。
彼
ら
が
来
な
い

と
博
多
で
は
盂
蘭
盆
会
の
準
備
も
ま
ま
な
ら
な
い
ほ
ど
そ
の
需
要
は
大
き
か
っ
た
。

と
こ
ろ
で
松
囃
子
に
つ
い
て
も
「
他
国
に
も
例
な
き
わ
ざ
な
れ
ば
、
国
中
は
さ
ら

也
、
遠
近
遊
客
来
り
見
る
も
の
巷
街
に
み
ち
み
て
り
」
と
い
う
説
明
が
な
さ
れ
て
い

る
の
で
〔
津
田
・
津
田　

一
九
七
七　

巻
之
六
〕、
祇
園
山
笠
と
同
じ
く
観
光
客
が
博

多
に
多
額
の
観
光
収
益
を
も
た
ら
し
た
の
は
間
違
い
な
い
。

二
大
祭
礼
の
さ
い
に
は
周
辺
郡
部
か
ら
博
多
へ
、
盂
蘭
盆
会
の
さ
い
に
は
博
多
か

ら
周
辺
郡
部
へ
金
銭
が
移
動
し
た
。
博
多
と
周
辺
郡
部
の
間
に
は
利
潤
の
循
環
が
存

在
し
た
の
で
あ
る
。
地
域
的
で
限
定
さ
れ
た
経
済
圏
の
中
で
お
こ
な
わ
れ
る
利
潤
の

循
環
は
藩
政
期
の
領
国
経
済
の
基
本
的
な
あ
り
方
で
あ
っ
た
が
、
一
年
の
う
ち
で
も

有
数
の
大
量
消
費
の
機
会
で
あ
る
二
大
祭
礼
と
盂
蘭
盆
会
の
さ
い
に
、
と
り
わ
け
顕

著
に
そ
れ
が
み
ら
れ
た
。
二
大
祭
礼
と
盂
蘭
盆
会
は
、
平
素
か
ら
な
さ
れ
て
い
た
博

多
内
に
設
け
ら
れ
た
市
場
で
の
農
産
物
の
売
買
や
博
多
へ
の
行
商
と
と
も
に
、
農
民

が
商
品
・
貨
幣
経
済
に
深
く
か
か
わ
れ
る
機
会
で
あ
っ
た
。
博
多
の
商
業
都
市
と
し

て
の
側
面
は
郡
方
の
農
村
に
よ
っ
て
も
支
え
ら
れ
て
い
た
。
博
多
と
浦
方
（
漁
村
）

の
間
に
も
、
二
大
祭
礼
や
海
産
物
な
ど
の
売
買
を
通
じ
て
同
様
の
関
係
が
あ
っ
た
。

　

2　

利
潤
の
循
環
が
機
能
不
全
に
陥
っ
た
諸
例

前
項
で
み
た
宝
暦
六
（
一
七
五
六
）
年
の
話
は
、
年
に
よ
っ
て
は
博
多
の
住
民
が

観
光
収
益
の
獲
得
を
あ
え
て
断
念
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
じ
つ

は
宝
暦
六
（
一
七
五
六
）
年
の
話
は
博
多
の
住
民
の
総
意
と
し
て
観
光
客
の
来
博
を

拒
ん
だ
わ
け
で
は
な
か
っ
た
た
め
に
混
乱
が
生
じ
た
点
が
問
題
に
な
っ
た
だ
け
で
、

観
光
客
の
来
博
を
拒
む
こ
と
自
体
は
問
題
視
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

と
い
う
の
は
、
そ
の
後
も
不
作
の
せ
い
で
物
価
が
高
騰
し
た
年
に
は
在
郷
か
ら
の

加
勢
人
の
雇
用
の
停
止
や
観
光
客
の
来
博
の
禁
止
が
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

以
下
、
四
つ
の
年
の
例
を
そ
れ
ぞ
れ
二
冊
の
書
物
か
ら
挙
げ
る
。
各
年
と
も
前
の
条

は
『
博
多
山
笠
記
録
』〔
博
多
山
笠
行
事
記
録
作
成
委
員
会
編　

一
九
七
五
〕、
後
の
条

は
『
祇
園
祭
礼
山
笠
歳
代
記　

全
』
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
引
用
文
中
、「
津
留
」

は
米
を
博
多
に
留
め
て
他
国
に
輸
送
し
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。

○
天
明
三
（
一
七
八
三
）
年

・ 
当
年
米
四
十
五
文
に
至
に
付
、
世
間
困
窮
在
郷
よ
り
山
舁
雇
わ
ざ
る
こ
と
に

相
成
り
流
中
に
て
舁
く
。

・
米
高
直
ニ
付
町
々
よ
り
山
笠
受
持
も
、
祇
遠
（
園
（参

り
少
々
有
。
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○
天
明
七
（
一
七
八
七
）
年

・ 

今
年
福
岡
郡
浦
へ
御
触
有
之
、
祇
園
会
入
込
少
く
御
役
人
ひ
そ
か
に
入
込
に

相
成
、
客
来
停
止
す
。
在
郷
よ
り
入
込
停
止
に
付
流
中
に
て
舁
く
。

・
米
高
直
ニ
付
祇
園
法
度
、
米
六
十
四
匁
也
。

○
文
政
九
（
一
八
二
六
）
年

・
祇
園
祭
礼
ば
か
り
に
て
客
事
は
一
切
御
法
度
の
事
。

・ 
当
春
よ
り
米
高
直
ニ
付
津
留
ニ
相
成
候
、
…
…
祇
園
客
御
停
止
ニ
相
成
候
、

米
壱
俵
五
十
三
、四
匁
也
。

○
天
保
二
（
一
八
三
一
）
年

・
当
年
津
留
め
、
其
上
米
価
騰
貴
ニ
付
、
客
来
御
法
度
な
り
。

・ 

当
度
米
高
直
ニ
付
、
郡
・
浦
・
福
岡
江
も
祇
園
参
り
客
御
停
止
ニ
相
成
候
御

触
れ
有
之
、
白
米
壱
斗
ニ
付
百
廿
八
文
。

前
二
例
で
は
、
天
明
の
大
飢
饉
（
一
七
八
二
～
八
八
）
に
よ
る
米
価
高
騰
の
た
め

加
勢
人
の
雇
用
の
停
止
と
観
光
客
の
来
博
の
禁
止
が
な
さ
れ
て
い
る
。
後
二
例
で

は
、
観
光
客
の
来
博
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
天
明
七
（
一
七
八
七
）
年
と
天
保

二
（
一
八
三
一
）
年
に
は
、
福
岡
藩
全
域
に
来
博
禁
止
の
触
が
出
さ
れ
て
い
る
。

米
不
足
で
物
価
が
高
騰
し
た
年
に
は
加
勢
人
の
雇
用
費
は
例
年
よ
り
増
大
し
、
観

光
客
を
歓
待
す
る
普
通
の
民
家
の
支
出
も
例
年
よ
り
増
大
す
る
。
そ
し
て
何
よ
り
、

在
郷
の
者
が
博
多
で
暴
動
を
起
こ
す
可
能
性
や
博
多
で
乞
食
を
し
つ
つ
長
居
す
る
可

能
性
が
高
ま
る
。
そ
こ
で
、
物
価
が
高
騰
し
た
年
に
は
博
多
側
の
希
望
で
在
郷
か
ら

の
加
勢
人
の
雇
用
の
停
止
と
観
光
客
の
来
博
の
禁
止
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
年

に
は
観
光
収
益
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も

非
常
時
に
お
け
る
臨
時
の
措
置
で
あ
っ
て
、
頻
繁
に
な
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。

な
お
前
二
例
で
は
在
郷
か
ら
の
加
勢
人
雇
用
と
観
光
客
来
博
の
両
方
が
取
り
止
め

に
な
っ
て
い
る
の
に
た
い
し
、
後
二
例
で
は
来
博
の
み
が
禁
止
さ
れ
て
お
り
、
雇
用

は
停
止
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
江
戸
後
期
に
山
舁
き
の
回
数
が
増
え
た
結

果
、
体
力
上
、
流
の
人
間
と
加
勢
町
の
人
間
だ
け
で
は
す
べ
て
の
山
舁
き
が
で
き
な

く
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
山
舁
き
の
回
数
を
減
ら
せ
ば
加
勢
村
の
人
間
抜
き

で
も
山
舁
き
は
で
き
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
選
択
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
七
流
の

人
々
の
、
山
舁
き
へ
の
熱
意
の
ほ
ど
が
知
ら
れ
る
。

❺
明
治
四
年
の
二
大
祭
礼
の
中
止

明
治
三
（
一
八
七
〇
）
年
七
月
、
こ
の
こ
ろ
藩
財
政
再
建
の
た
め
に
福
岡
藩
が
ひ

そ
か
に
お
こ
な
っ
て
い
た
紙
幣
贋
造
に
た
い
し
て
東
京
の
弾
正
台
が
検
挙
の
手
を
伸

ば
し
、
重
臣
多
数
が
検
挙
さ
れ
、
知
藩
事
黒
田
長
知
は
謹
慎
を
命
じ
ら
れ
た
。
長
知

の
謹
慎
の
た
め
、
明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
正
月
の
松
囃
子
は
中
止
と
な
っ
た（

（（
（

。
同

年
七
月
二
日
、
政
府
は
処
罰
を
決
定
し
、
長
知
は
免
官
、
そ
の
他
の
関
係
者
は
斬
処

な
ど
に
処
せ
ら
れ
た
。
直
後
の
一
四
日
に
は
廃
藩
置
県
が
断
行
さ
れ
た
。

政
府
に
よ
る
処
罰
の
決
定
に
先
立
ち
、
藩
は
当
年
の
山
笠
奉
納
と
能
奉
納
の
中

止
を
通
達
し
て
い
た
。
藩
庁
が
混
乱
し
て
い
た
時
期
で
も
あ
り
、
神
仏
分
離
令

（
一
八
六
八
年
布
告
）
に
も
と
づ
く
神
仏
分
離
政
策
が
急
激
に
進
め
ら
れ
て
い
た
時

期
で
も
あ
り
、
中
止
を
通
達
し
た
の
で
あ
る
（
祇
園
山
笠
に
は
神
仏
習
合
の
要
素
が

あ
る
）。
こ
れ
を
受
け
て
六
山
笠
当
番
町
は
連
名
で
「
市
井
方
御
役
所（

（（
（

」
宛
に
山
笠

奉
納
実
施
許
可
願
い
を
出
し
、
能
当
番
町
も
ど
こ
か
に
（
宛
名
な
し
）
能
奉
納
実
施

許
可
願
い
を
出
し
、通
達
の
再
考
を
求
め
た
。
両
文
書（

（（
（

と
も
月
日
の
記
載
は
な
い
が
、

五
月
ご
ろ
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

六
山
笠
当
番
町
の
願
書
だ
け
を
紹
介
す
る
と
、
紙
幣
贋
造
関
係
者
の
処
分
は
祭
礼

前
に
決
定
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
か
ら
山
笠
を
仕
立
て
た
の
で
は
祭
礼
開

始
に
間
に
合
わ
な
い
の
で
早
め
に
解
禁
し
て
く
だ
さ
る
よ
う
に
、と
記
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
年
若
の
者
な
ど
は
「
神
事
ニ
付
、
角
力
御
免
之
上
ハ
山
笠
迚
も
同
様
ニ
可
有

之
」
と
主
張
し
て
い
る
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
藩
は
神
事
と
い
う
こ
と
で
相
撲
奉
納

の
み
は
許
可
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
若
者
た
ち
は
相
撲
奉
納
が
神
事
な
ら



［祭礼観光経済序説］……宇野功一

293

ば
山
笠
奉
納
も
神
事
で
あ
る
か
ら
こ
れ
も
許
可
す
べ
き
だ
、
と
主
張
し
た（

（（
（

。

し
か
し
結
局
藩
は
山
笠
奉
納
も
能
奉
納
も
許
可
せ
ず
、
こ
の
年
の
祇
園
山
笠
は

事
実
上
中
止
と
な
っ
た
。
た
だ
し
き
ち
ん
と
飾
り
付
け
ら
れ
た
一
番
山
笠
（
当
番

は
魚
町
中
）
の
写
真
が
現
存
し
て
い
る
の
で
〔
博
多
山
笠
行
事
記
録
作
成
委
員
会
編　

一
九
七
五　

口
絵
〕、
山
笠
当
番
町
の
う
ち
、
少
な
く
と
も
一
町
は
山
笠
建
設
を
お
こ

な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
藩
の
翻
意
を
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
期
待
し
て
ひ
と
ま
ず
建
て
た

と
い
う
こ
と
な
の
か
、
追
い
山
は
無
理
と
し
て
も
流
舁
き
や
他
流
舁
き
は
な
ん
と
か

実
施
し
よ
う
と
し
て
建
て
た
と
い
う
こ
と
な
の
か
、
事
情
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

❻�

明
治
五
年
一
一
月
通
達
の
松
囃
子
・
山
笠
行
事
禁
止
令
と
そ
の
後

の
再
興

福
岡
藩
の
あ
と
を
継
い
だ
福
岡
県
は
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
、
松
囃
子
と
祇
園

山
笠
の
実
施
を
許
可
し
た
。
そ
こ
で
正
月
に
は
知
藩
事
有
栖
川
宮
熾
仁
親
王
を
奉
祝

す
る
形
で
松
囃
子
が
実
施
さ
れ
、
六
月
に
は
祇
園
山
笠
が
山
笠
奉
納
・
能
奉
納
と
も

に
実
施
さ
れ
た（

（（
（

。
た
だ
し
相
撲
奉
納
の
実
施
の
有
無
は
不
明
で
あ
る
。

し
か
し
同
年
一
一
月
に
至
り
、
明
治
政
府
の
意
向
を
汲
ん
だ
福
岡
県
は
翌
年
以
降

は
松
囃
子
と
、
祇
園
山
笠
の
う
ち
の
山
笠
行
事
を
禁
止
す
る
通
達
を
出
し
た
。
そ
れ

が
「
松
囃
子
山
笠
記
録　

肆
」
の
同
年
条
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

従
来
神
仏
之
祭
祀
其
外
例
日
等
、
無
謂
戯
技
ヲ
営
ミ
空
金
銭
ヲ
費
シ
候
様
ノ
悪  

弊
モ
不
少
、
右
ハ
破
産
衰
家
之
基
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
大
ニ
敬
神
ノ
首
意
ニ
も
戻
り
、

且
風
俗
之
損
害
ト
モ
相
成
而
、今
文
開
之
際
、別
而
不
都
合
之
事
ニ
候
、依
之
、

来
ル
癸
酉
ノ
年
ヨ
リ
正
月
松
囃
子
・
六
月
山
笠
ヲ
初
其
他
作
リ
物
之
類
大
小
ニ

不
拘
一
切
禁
止
、
盆
踊
之
義
モ
十
四
日
・
十
五
日
両
日
之
外
不
相
成
候
条
、
右

心
得
違
無
之
様
可
致
、
尤

天
長
節
等
有
限
祝
日
ハ
身
分
相
応
ニ
祝
賀
可
致
候
事

 　

壬
申
十
一
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

塩
谷　

参
事

北
野
権
参
事

団　
　

尚
静

こ
れ
に
は
、
①
近
代
的
な
資
本
主
義
経
済
を
確
立
す
る
う
え
で
は
祭
り
は
財
産
の

浪
費
に
過
ぎ
ず
、
②
国
家
が
一
元
的
に
神
道
を
統
制
し
て
い
く
う
え
で
は
地
方
ご
と

の
祭
り
は
障
害
と
な
り
、
③
祭
り
は
風
俗
を
乱
す
も
の
で
も
あ
る
、
と
い
う
政
府
の

判
断
が
明
確
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
翌
年
か
ら
、
祇
園
山
笠
の
諸
奉
納
の

う
ち
金
と
時
間
と
人
手
を
大
量
に
動
員
す
る
山
笠
行
事
を
、
松
囃
子
と
と
も
に
禁
止

す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。

近
代
的
な
資
本
主
義
経
済
と
は
、
多
額
の
資
本
の
蓄
積
や
募
集
、
投
資
、
生
産
の

拡
大
、
販
路
の
拡
大
、
利
潤
の
拡
大
、
そ
し
て
さ
ら
な
る
資
本
の
蓄
積
や
募
集
、
と

い
う
形
で
経
済
活
動
が
拡
大
再
生
産
さ
れ
る
構
造
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
可
能
に

す
る
技
術
と
設
備
の
導
入
お
よ
び
法
律
と
教
育
の
整
備
も
こ
の
構
造
に
含
ま
れ
る
。

右
の
通
達
に
よ
り
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
の
新
暦
正
月
―
―
こ
の
と
き
、
政
府

は
新
暦
（
太
陽
暦
）
を
採
用
し
た（

（（
（

―
―
の
松
囃
子
は
中
止
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
同
年

五
月
お
よ
び
翌
年
の
四
月
と
七
月
に
博
多
の
有
力
者
た
ち
は
山
笠
行
事
再
開
を
要
請

す
る
文
書
を
県
に
送
っ
た
。
し
か
し
両
年
と
も
実
施
の
許
可
は
下
り
な
か
っ
た
。

要
請
の
文
書
群
も
「
松
囃
子
山
笠
記
録　

肆
」
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ

で
は
、
山
笠
行
事
を
実
施
し
て
も
「
全
区
内
之
不
利
ヲ
醸
ス
訳
ニ
無
之
、
山
笠
奉
納

ニ
付
而
ハ
却
而
区
内
利
潤
融
通
ノ
筋
と
も
相
成
」
る
の
で
、
禁
止
令
を
取
り
消
し
て

ほ
し
い
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。「
区
」
と
い
う
の
は
当
時
の
行
政
区
画
の
福
岡
県
第

二
大
区
の
こ
と
で
、
藩
政
期
の
博
多
の
範
域
に
ほ
ぼ
相
当
す
る
。
別
の
文
書
で
は
、

山
笠
行
事
を
廃
止
す
れ
ば
「
大
ニ
津
中
之
人
気
ニ
関
係
仕
候
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

博
多
の「
人
気
」す
な
わ
ち
景
気
が
悪
く
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。右
の
二
文
書
か
ら
、

藩
政
期
の
祇
園
山
笠
（
お
よ
び
松
囃
子
）
の
実
施
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
て
い
た
博
多

内
部
で
の
金
銭
の
循
環
と
周
辺
郡
部
か
ら
博
多
へ
の
金
銭
の
流
入
と
が
、
博
多
の
住

民
に
自
覚
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
も
そ
も
明
治
初
期
の
日
本
で
は
近
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代
的
な
資
本
主
義
経
済
な
ど
ま
だ
確
立
さ
れ
て
お
ら
ず
、
県
の
主
張
す
る
①
は
博
多

の
実
情
に
そ
ぐ
わ
な
か
っ
た
。
祇
園
山
笠
の
中
心
た
る
山
笠
行
事
は
松
囃
子
と
と
も

に
祭
礼
観
光
経
済
の
中
核
で
あ
り
、博
多
の
経
済
活
動
に
不
可
欠
の
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
博
多
で
は
そ
の
再
開
を
望
む
声
が
根
強
か
っ
た
。

明
治
八
（
一
八
七
五
）
年
、
山
笠
行
事
の
実
施
が
許
可
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
の
許

可
が
福
岡
県
か
ら
博
多
に
通
知
さ
れ
た
の
は
旧
六
月
一
三
日
の
夕
方
で
あ
っ
た
。
そ

の
た
め
ほ
と
ん
ど
飾
り
物
も
取
り
付
け
な
い
ま
ま
一
五
日
の
追
い
山
の
み
が
お
こ
な

わ
れ
た
〔
橋
詰　

一
九
七
一　

五
五
。
落
石　

一
九
六
一　

二
五
五
～
二
五
六
〕。
き
わ

め
て
不
完
全
な
山
笠
行
事
だ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
と
き
許
可
の
下
り
た
理
由
は
史

料
が
乏
し
く
て
わ
か
ら
な
い
。
そ
し
て
翌
年
か
ら
は
な
ぜ
か
再
び
禁
止
さ
れ
た
。
な

お
松
囃
子
は
明
治
一
一
（
一
八
七
八
）
年
に
再
興
さ
れ
た
。

明
治
一
六
（
一
八
八
三
）
年
、
つ
い
に
福
岡
県
ま
た
は
福
岡
警
察
署
か
ら
許
可
が

下
り
、
本
格
的
に
山
笠
行
事
は
再
興
さ
れ
た
。
し
か
し
や
は
り
こ
の
と
き
も
許
可
の

下
り
た
理
由
は
史
料
が
乏
し
く
て
は
っ
き
り
し
な
い（

（（
（

。
と
も
か
く
事
実
上
、
山
笠
行

事
の
禁
止
は
一
〇
年
間
に
お
よ
ん
だ
。

さ
て
、
山
笠
行
事
再
興
か
ら
二
年
後
、
明
治
一
八
（
一
八
八
五
）
年
七
月
三
〇
日

付
の
『
福
岡
日
日
新
聞
』
に
次
の
記
事
が
載
っ
て
い
る
。

○
山
笠
の
必
要　

当
地
の
祇
園
祭
に
山
笠
を
出
す
ハ
種
々
の
主
説
あ
れ
共
、
要

す
る
に
此
二
様
の
説
に
外
な
ら
す
。
一
ハ
山
笠
を
建
て
る
ハ
之
が
需
要
の
諸
物

品
ハ
一
切
他
よ
り
買
ひ
求
め
ず
、
悉
皆
博
多
の
各
商
店
に
あ
る
も
の
を
以
て
用

に
充
て
、
聊
か
金
員
の
融
通
を
な
す
と
。
一
ハ
市
内
ハ
勿
論
近
在
近
郷
よ
り
山

笠
の
見
物
に
出
掛
け
し
者
が
諸
物
品
を
購
□
す
る
等
に
掛
引
し
た
る
も
の
ゝ
由

な
る
が
、
例
年
に
比
す
れ
ば
本
年
は
不
景
気
の
影
響
か
し
て
例
年
の
三
分
の
一

位
の
売
物
品
価
額
に
て
、
昨
年
に
較
ぶ
れ
バ
猶
ほ
二
割
を
減
ぜ
り
と
。
畢
竟
、

民
間
の
困
難
不
景
気
に
依
る
の
原
因
な
る
べ
し
。

藩
政
期
以
来
の
祇
園
山
笠
の
経
済
構
造
が
端
的
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
山
笠
行
事

は
金
と
時
間
と
労
力
を
大
量
に
消
費
す
る
。
福
岡
県
は
こ
れ
を
浪
費
と
み
な
し
て
山

笠
行
事
を
禁
ず
る
理
由
の
一
つ
と
し
た
わ
け
だ
が
、
明
治
一
〇
年
代
の
博
多
で
は
依

然
と
し
て
近
代
資
本
主
義
経
済
は
確
立
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
祭
礼
観
光

経
済
を
利
用
し
た
利
潤
の
獲
得
と
循
環
の
必
要
性
は
衰
え
て
い
な
か
っ
た（

（（
（

。

こ
の
年
は
不
景
気
だ
っ
た
の
で
商
品
価
格
は
例
年
の
三
分
の
一
に
ま
で
下
落
し
た

が
、
そ
れ
で
も
売
上
高
は
前
年
よ
り
二
割
も
減
少
し
た
と
い
う
。
し
か
し
こ
れ
は
逆

に
い
え
ば
、
八
割
の
売
上
高
は
確
保
で
き
た
と
い
う
意
味
に
な
る
。
深
刻
な
不
景
気

で
も
、祇
園
山
笠
を
実
施
す
れ
ば
あ
る
程
度
の
観
光
収
益
の
確
保
は
可
能
で
あ
っ
た
。

❼
明
治
一
六
年
か
ら
四
二
年
ま
で
の
祇
園
山
笠

本
節
で
は
山
笠
行
事
再
興
か
ら
明
治
四
二
（
一
九
〇
九
）
年
ま
で
の
祇
園
山
笠
に

つ
い
て
述
べ
る
。
こ
の
時
期
の
祇
園
山
笠
に
つ
い
て
は
別
稿
で
も
詳
述
し
た
が
〔
宇

野　

二
〇
〇
七　

五
九
～
七
四
〕、都
市
空
間
の
変
容
の
進
展
、山
笠
の
形
態
の
変
化
、

流
間
の
経
済
格
差
と
い
う
三
点
に
絞
っ
て
、
必
要
最
小
限
の
事
項
に
言
及
す
る
。

山
笠
は
幕
末
・
明
治
初
期
に
最
盛
期
を
迎
え
た
が
、
明
治
一
六
（
一
八
八
三
）
年

に
は
す
で
に
博
多
の
街
路
に
電
信
柱
が
建
て
ら
れ
電
信
線
が
架
設
さ
れ
て
い
た
た

め
、
こ
れ
を
切
断
し
な
い
よ
う
、
最
盛
期
の
よ
う
な
高
い
山
笠
を
建
て
る
こ
と
は
不

可
能
と
な
っ
て
い
た
。

こ
の
年
、
山
笠
行
事
再
興
の
許
可
を
出
し
た
の
が
福
岡
県
だ
っ
た
の
か
ど
う
か
は

不
明
だ
が
、
翌
年
、
福
岡
警
察
署
が
山
笠
取
締
方
中
宛
に
七
月
三
一
日
か
ら
八
月
五

日
ま
で
（
旧
六
月
一
〇
日
か
ら
一
五
日
ま
で
）
山
笠
行
事
を
実
施
し
て
よ
い
と
す
る

許
可
書
を
出
し
て
い
る
の
で
〔
橋
詰　

一
九
七
一　

一
一
四
所
引（

（（
（

〕、
再
興
年
に
も
福

岡
警
察
署
が
実
施
許
可
を
出
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。ち
な
み
に
右
の
許
可
書
中
に
、

祭
礼
期
間
中
は
「
電
信
柱
ハ
取
締
人
ヨ
リ
屹
度
守
護
可
致
候
事
」
と
あ
り
、
万
一
こ

れ
を
損
傷
し
た
さ
い
は
彼
ら
が
賠
償
を
引
き
受
け
る
よ
う
に
と
も
あ
る
。
警
察
署
が



［祭礼観光経済序説］……宇野功一

295

電
信
柱
の
保
護
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
都
市
空
間
の
変
容
が
祇
園
山
笠

の
実
施
に
影
響
を
及
ぼ
し
始
め
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
の
あ
と
明
治
二
三
（
一
八
九
〇
）
年
ま
で
「
団に
ぎ
り
め
し
や
ま

飯
山
」
と
揶
揄
さ
れ
る
ず
ん
ぐ

り
と
し
た
低
い
山
笠
が
建
て
ら
れ
た（

（（
（

。

明
治
一
六
（
一
八
八
三
）
年
の
旧
六
月
一
二
日
に
は
追
い
山
馴
ら
し
が
初
め
て
実

施
さ
れ
た（

（（
（

。
こ
れ
は
追
い
山
の
予
行
練
習
で
、
六
山
笠
が
追
い
山
と
同
じ
順
路
を
走

る
山
舁
き
だ
が
、
終
着
点
は
追
い
山
の
そ
れ
の
約
一
キ
ロ
手
前
に
定
め
ら
れ
た
。
翌

年
以
降
も
追
い
山
馴
ら
し
は
実
施
さ
れ
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

明
治
一
九
（
一
八
八
六
）
年
は
事
情
が
あ
っ
て
祇
園
山
笠
は
延
期
さ
れ
、
旧
九
月

二
八
日
、
二
九
日
（
一
〇
月
二
五
日
、
二
六
日
）
の
二
日
間
だ
け
実
施
さ
れ
た
。
翌

年
か
ら
三
年
間
は
新
暦
六
月
一
五
日
を
最
終
日
と
し
て
実
施
さ
れ
た（

（（
（

。

な
お
明
治
二
二
（
一
八
八
九
）
年
四
月
、
藩
政
期
の
福
岡
と
博
多
を
お
も
な
市

域
と
す
る
福
岡
市
が
誕
生
し
た
。
同
年
の
福
岡
市
の
人
口
は
五
万
〇
八
四
七
（
男
、

二
万
六
〇
三
五
。
女
、
二
万
四
八
一
二
）
で
、
戸
数
は
九
四
四
〇
で
あ
っ
た
。
こ
の

う
ち
博
多
の
人
口
は
二
万
八
六
八
九（
男
、一
万
四
六
二
一
。
女
、一
万
四
〇
六
八
）で
、

戸
数
は
五
三
三
〇
で
あ
っ
た
〔
福
岡
市
役
所
編　

一
八
九
一　

二
八
～
二
九
〕。

明
治
二
三
（
一
八
九
〇
）
年
か
ら
祇
園
山
笠
は
再
び
旧
暦
六
月
に
実
施
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
翌
二
四
（
一
八
九
一
）
年
、山
笠
の
高
さ
を
回
復
す
る
気
運
が
高
ま
っ

た
。
そ
こ
で
町
々
に
よ
る
電
信
柱
建
替
工
事
費
の
募
金
と
関
係
各
所
へ
の
陳
情
が
な

さ
れ
た
。
六
月
一
六
日
に
逓
信
大
臣
の
認
可
を
得
、
六
月
末
に
博
多
内
に
あ
っ
た
全

長
三
丈
五
尺
の
電
信
柱
二
一
本
を
五
丈
の
も
の
に
替
え
、
地
上
か
ら
四
丈
三
、四
尺

に
な
る
よ
う
に
埋
め
た
。
そ
の
結
果
、
山
笠
は
最
盛
期
の
六
分
近
く
（
約
九
メ
ー
ト

ル
）
ま
で
高
さ
を
回
復
し
た（

（（
（

。

し
か
し
明
治
二
九
（
一
八
九
六
）
年
五
月
に
博
多
電
燈
株
式
会
社
が
設
立
さ
れ
、

ま
も
な
く
東
中
洲
（
中
島
町
の
南
隣
）
に
そ
の
発
電
所
が
設
置
さ
れ
た
。
翌
三
〇

（
一
八
九
七
）
年
春
に
は
、
山
笠
が
引
っ
掛
か
ら
な
い
よ
う
に
高
い
電
燈
柱
を
建
て

て
電
燈
線
を
張
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
博
多
側
の
希
望
を
会
社
側
は
受
け
容
れ
ず
、
普

通
の
高
さ
の
電
燈
柱
が
建
て
ら
れ
電
燈
線
が
張
ら
れ
た（

（（
（

。
同
年
の
春
に
は
福
岡
警
察

署
が
使
う
警
察
電
話
線
も
架
設
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
を
保
護
す
る
た
め
に
福
岡
警
察
署

は
こ
の
年
の
山
笠
行
事
を
許
可
し
な
か
っ
た
の
で
、
六
山
笠
当
番
町
は
共
同
で
櫛
田

神
社
境
内
に
山
笠
を
一
本
観
賞
用
に
建
て
て
据
え
置
き
、
山
舁
き
は
お
こ
な
わ
な

か
っ
た
〔
落
石　

一
九
六
一　

二
七
三
～
二
七
四
〕。
そ
し
て
一
一
月
か
ら
博
多
電
燈

株
式
会
社
は
営
業
を
開
始
し
た
。

こ
こ
で
近
代
的
な
意
味
で
の
「
据
え
山
」
が
初
め
て
登
場
し
た
。
こ
れ
は
豪
華
絢

爛
た
る
飾
り
物
を
取
り
付
け
た
従
来
の
高
い
山
笠
と
形
態
的
に
は
同
じ
も
の
で
あ
る

が
、
し
か
し
山
舁
き
に
は
用
い
ら
れ
ず
、
初
め
か
ら
観
賞
用
と
し
て
建
て
ら
れ
特
定

の
場
所
に
据
え
置
か
れ
る
だ
け
の
山
笠
の
こ
と
で
あ
る
。
江
戸
後
期
に
は
路
上
に
留

め
置
か
れ
た
状
態
の
山
笠
を
「
据す
え
や
ま山

」
と
呼
ん
で
い
た
が
〔
博
多
山
笠
行
事
記
録
作

成
委
員
会
編　

一
九
七
五　

六
五
、六
六
〕、
当
年
以
降
は
右
の
観
賞
用
の
山
笠
を
据

え
山
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
「
飾
り
山
」
と
も
呼
ば
れ
た
。

翌
三
一
（
一
八
九
八
）
年
六
月
二
九
日
、
福
岡
警
察
署
は
櫛
田
神
社
世
話
人
を
呼

び
出
し
、昨
年
と
同
じ
く
櫛
田
神
社
境
内
へ
据
え
山
を
建
て
る
こ
と
は
許
可
す
る
が
、

路
上
を
舁
き
廻
す
こ
と
は
許
可
し
な
い
旨
を
伝
え
た（

（（
（

。
不
許
可
の
理
由
は
、
半
裸
の

男
が
街
中
を
練
り
歩
く
の
は
野
蛮
、
冷
酒
や
水
を
暴
飲
す
る
の
は
不
衛
生
、
山
笠
が

各
種
電
線
を
切
る
虞
が
あ
る
、と
い
っ
た
点
で
あ
る
。こ
の
批
判
に
対
抗
で
き
な
か
っ

た
祭
礼
集
団
の
側
で
は
『
九
州
日
報（

（（
（

』
に
頼
ん
で
山
笠
行
事
擁
護
の
論
陣
を
張
っ
て

も
ら
い
、
そ
の
結
果
、
中
止
命
令
は
撤
回
さ
れ
て
山
笠
行
事
は
実
施
さ
れ
た
〔
落
石

　

一
九
六
一　

二
七
五
～
二
七
七
〕。

し
か
し
こ
の
騒
動
で
山
笠
建
設
の
日
数
が
不
足
し
た
こ
と
と
、
電
燈
線
な
ど
を
切

断
し
な
い
と
い
う
制
約
の
た
め
、
山
笠
の
高
さ
は
台
上
九
尺
に
限
ら
れ
て
し
ま
っ

た
（
（（
（

。
山
笠
台
の
高
さ
は
六
尺
で
あ
る
た
め
、
こ
の
年
の
山
笠
全
体
の
高
さ
は
地
上
か

ら
一
五
尺
（
約
四
・
五
五
メ
ー
ト
ル
）
と
な
っ
た
。
こ
の
高
さ
か
ら
す
る
と
、
櫓
は

建
て
ず
、
人
形
な
ど
の
少
数
の
飾
り
物
を
枝
折
り
に
直
接
載
せ
た
の
は
明
ら
か
で
あ

る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
山
笠
の
豪
華
絢
爛
た
る
美
し
さ
は
損
な
わ
れ
た
。
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な
お
幕
末
に
は
舁
き
廻
さ
れ
て
い
る
状
態
の
山
笠
を
「
舁かき
や
ま山
」
と
呼
ん
で
い
た

が
（
（（
（

、
当
年
以
降
は
右
の
形
態
の
山
笠
を
舁
き
山
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。

明
治
三
二
（
一
八
九
九
）
年
五
月
、
東
中
洲
に
設
置
さ
れ
た
福
岡
電
話
交
換
局
が

営
業
を
開
始
し
た
。
こ
う
し
て
各
種
の
電
柱
が
博
多
各
所
に
増
え
た
た
め
に
道
路
幅

は
狭
く
な
り
、
山
舁
き
の
さ
い
の
不
都
合
が
大
き
く
な
っ
た
。
そ
こ
で
当
年
か
ら
山

笠
棒
は
従
来
の
四
間（
京
間
で
約
七
・
八
八
メ
ー
ト
ル
）か
ら
一
丈
八
尺（
約
五
・
四
五

メ
ー
ト
ル
）
に
短
縮
さ
れ
た
（
（（
（

。
道
路
の
曲
折
部
で
円
滑
に
進
行
で
き
る
よ
う
に
と
い

う
措
置
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
山
笠
は
い
っ
そ
う
小
型
化
し
た
（
図
（
）。
こ
れ
は

今
日
の
舁
き
山
と
同
じ
構
造
で
あ
る
。

さ
て
、
明
治
三
八
（
一
九
〇
五
）
年
の
追
い
山
馴
ら
し
の
さ
い
、
同
年
の
二
番
山

笠
担
当
の
魚
町
流
が
不
手
際
か
ら
他
の
五
つ
の
山
笠
担
当
流
と
激
し
い
紛
議
を
引
き

起
こ
し
、
追
い
山
へ
の
参
加
は
拒
否
し
た
。
そ
し
て
翌
年
か
ら
祇
園
山
笠
へ
の
参
加

を
拒
否
し
た
。
そ
の
た
め
し
ば
ら
く
山
笠
が
五
本
し
か
奉
納
さ
れ
な
い
と
い
う
異
常

事
態
が
続
い
た
。
明
治
四
二
（
一
九
〇
九
）
年
は
魚
町
流
が
能
奉
納
を
担
当
す
る
年

で
あ
っ
た
が
、魚
町
流
は
こ
れ
も
奉
納
し
な
か
っ
た
。そ
の
の
ち
大
正
二（
一
九
一
三
）

年
の
祇
園
山
笠
開
始
前
に
、
同
年
以
降
は
魚
町
流
は
山
笠
を
建
て
な
い
か
わ
り
に

能
当
番
に
専
任
す
る
と
い
う
条
件
で
、
魚
町
流
は
祇
園
山
笠
に
復
帰
し
た
〔
落
石　

一
九
六
一　

二
八
四
～
二
八
六
、二
九
三
～
二
九
四
〕。

魚
町
流
の
山
笠
奉
納
返
上
の
背
景
に
は
流
間
の
経
済
格
差
が
あ
っ
た
。
明
治
三
二

年
か
ら
四
四
年
（
一
八
九
九
～
一
九
一
一
）
ま
で
博
多
各
町
で
集
め
ら
れ
た
櫛
田
神

社
拡
張
の
た
め
の
寄
附
金
の
額
を
七
流
別
に
集
計
す
る
と（

（（
（

、
洲
崎
町
流
は
六
〇
四
三

円
八
四
銭
、
土
居
町
流
は
三
八
三
二
円
三
七
銭
〇
五
厘
、
西
町
流
は
三
三
四
〇
円

八
九
銭
、
呉
服
町
流
は
二
五
七
七
円
八
〇
銭
、
石
堂
町
流
は
二
二
四
一
円
〇
七
銭
、

東
町
流
は
一
五
三
一
円
七
二
銭
〇
五
厘
、
魚
町
流
は
一
〇
二
六
円
六
六
銭
で
あ
る
。

明
治
後
期
に
は
魚
町
流
は
七
流
中
で
も
っ
と
も
貧
し
か
っ
た
の
で
、
他
流
と
の
紛
議

が
生
じ
た
の
を
幸
い
に
祇
園
山
笠
か
ら
離
脱
し
、
や
が
て
山
笠
当
番
よ
り
は
る
か
に

少
額
で
済
む
能
当
番
の
専
任
と
な
る
こ
と
で
こ
れ
に
復
帰
し
た
の
で
あ
る
。

正
確
な
統
計
は
な
い
が
、
そ
も
そ
も
博
多
で
は
明
治
後
期
に
困
窮
者
が
増
加
し
て

い
た
。
そ
の
こ
と
は
博
多
財
産
区
の
運
営
規
定
の
改
正
に
示
さ
れ
て
い
る
。
博
多
財

産
区
の
前
身
は
文
政
一
三
（
一
八
三
〇
）
年
に
博
多
の
富
商
た
ち
に
よ
っ
て
櫛
田
神

社
に
寄
附
さ
れ
た
備
荒
貯
蓄
米
で
あ
る
。
こ
れ
が
市
制
施
行
に
伴
い
備
荒
貯
蓄
金
と

な
り
、
博
多
財
産
区
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
福
岡
市
参
事
会
の
管
理
下
に
置

か
れ
、
選
挙
で
選
ば
れ
た
財
産
区
会
議
員
が
実
際
の
運
営
に
当
た
り
、
運
営
資
金
は

寄
附
金
と
そ
の
利
子
で
あ
っ
た
。
当
初
、
資
金
の
利
用
は
飢
饉
や
災
害
救
援
に
限
ら

れ
て
い
た
が
、
明
治
三
八
（
一
九
〇
五
）
年
一
二
月
に
運
営
規
定
が
改
正
さ
れ
、
簡

単
な
手
続
き
で
博
多
居
住
の
困
窮
者
に
た
い
す
る
救
済
に
も
利
用
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
。
博
多
の
有
力
者
で
あ
る
財
産
区
会
議
員
に
と
っ
て
、
困
窮
者
の
存
在
が
無

視
で
き
な
い
ほ
ど
大
き
く
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る（

（（
（

。

■左肩一番棒
■左肩二番棒

■左肩三番棒

■鉄砲袋

■左巻き

■右肩一番棒

■右肩二番棒

■右肩三番棒
■杉壁
■シオリ[枝折り]

■鼻縄

■竹網代
■台幕

■胡瓜舁き
■曳上縄

■脚
■八ツ
　文字縄

■火打ち[燵]■への字
■胴がね[鉄沓]■棒受け

図 5　明治32（1899）年以降の舁き山の構造
※〔FUKUOKA STYLE編集部 1994 66〕を改変。
※ 素山に台幕・竹網代・杉壁（杉垣ともいう）・鉄砲

袋・左巻きを付けた状態。
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明
治
三
八
（
一
九
〇
五
）
年
九
月
に
日
露
戦
争
が
終
結
す
る
と
日
本
経
済
は
好
況

に
転
じ
た
が
、そ
れ
も
長
く
は
続
か
な
か
っ
た
。
と
り
わ
け
明
治
四
〇
（
一
九
〇
七
）

年
か
ら
は
慢
性
的
な
不
況
に
陥
っ
た
。
政
府
が
各
種
の
増
税
な
ど
を
お
こ
な
っ
て
も

財
政
状
況
は
依
然
厳
し
く
、
そ
の
回
復
に
は
第
一
次
世
界
大
戦
に
よ
る
、
い
わ
ゆ
る

「
大
戦
景
気
」
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

❽
明
治
四
三
年
の
山
笠
行
事
中
止
と
翌
年
の
再
開

　

1　

新
聞
連
載
記
事「
博
多
山
笠
問
題
」

明
治
四
二
（
一
九
〇
九
）
年
九
月
、
大
坂
資
本
を
中
心
に
福
博
電
気
軌
道
株
式
会

社
が
設
立
さ
れ
、
九
月
か
ら
軌
道
敷
設
工
事
を
始
め
た
。
五
箇
月
の
突
貫
工
事
で
博

多
内
の
呉
服
町
―
―
博
多
駅
間
と
、
博
多
の
中
央
部
を
東
西
に
貫
通
す
る
福
岡
医
科

大
学
前
（
箱
崎
）
―
―
西
公
園
間
（
福
岡
）
が
完
成
し
、
明
治
四
三
（
一
九
一
〇
）

年
三
月
九
日
に
営
業
を
開
始
し
た
（
図
1
の
Ｔ
字
形
の
軌
道
）。
こ
れ
は
九
州
初
の

路
面
電
車
で
福
岡
市
の
交
通
の
発
展
に
寄
与
し
た
。
し
か
し
そ
の
架
空
線
が
地
上
五

メ
ー
ト
ル
だ
っ
た
た
め
、
再
び
高
い
山
笠
を
舁
き
廻
す
と
い
う
博
多
の
住
民
の
望
み

は
決
定
的
に
絶
た
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
れ
は
そ
う
と
、
突
貫
工
事
が
な
さ
れ
た
の
は
第
一
三
回
九
州
沖
縄
八
県
連
合
共

進
会
の
開
会
に
営
業
の
開
始
を
間
に
合
わ
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
。
連
合
共
進
会
の
開

会
日
は
三
月
一
一
日
だ
っ
た
の
で
、
結
局
ぎ
り
ぎ
り
で
営
業
開
始
は
間
に
合
っ
た
。

連
合
共
進
会
の
主
催
者
は
福
岡
県
、
開
催
都
市
は
福
岡
市
で
、
会
場
は
福
岡
に
設
け

ら
れ
た
。
福
岡
城
址
外
堀
の
埋
立
地
と
そ
こ
に
近
い
因
幡
町
で
あ
る
。
開
催
期
間
は

五
月
九
日
ま
で
の
六
〇
日
間
で
あ
っ
た
。
共
進
会
と
は
明
治
政
府
の
進
め
た
殖
産
興

業
政
策
の
一
環
と
し
て
、
産
業
と
技
術
の
発
達
お
よ
び
普
及
を
企
図
し
て
各
地
で
催

さ
れ
た
大
規
模
な
物
産
展
で
あ
る
。

連
合
共
進
会
が
閉
会
し
て
ま
も
な
く
、
明
治
四
三
（
一
九
一
〇
）
年
六
月
一
九
日

付
の
『
福
岡
日
日
新
聞
』
に
福
岡
市
会
議
長
で
博
多
出
身
の
有
力
実
業
家
で
も
あ
っ

た
石
村
虎
吉
の
次
の
談
話
が
掲
載
さ
れ
た
。
連
合
共
進
会
の
準
備
を
し
て
い
た
昨
年

の
こ
と
、「
共
進
会
の
観
物
と
し
て
山
笠
を
舁
い
て
は
と
の
問
題
が
当
局
者
か
ら
山

笠
当
番
の
各
町
に
申
込
ま
れ
ま
し
た
時
に
電
車
が
開
通
し
な
か
つ
た
な
ら
ば
兎
も
角

だ
が
電
車
が
開
け
れ
ば
兎と

て
も
問
題
に
成
ら
な
い
と
云
ふ
結
論
」
に
至
っ
た
と
。
共

進
会
の
さ
い
に
山
舁
き
を
実
施
し
て
も
ら
お
う
と
共
進
会
関
係
者
は
考
え
た
が
、
路

面
電
車
が
開
通
す
る
と
山
舁
き
は
面
倒
に
な
る
の
で
わ
ざ
わ
ざ
共
進
会
の
余
興
で
山

舁
き
を
や
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
当
番
町
は
断
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
明
治
四
三
（
一
九
一
〇
）
年
二
月
二
四
日
に
至
り
、
電
車
開
通
の
目
途

が
立
っ
た
と
こ
ろ
で
、
共
進
会
の
事
務
方
が
今
度
は
櫛
田
神
社
に
た
い
し
「
餘
興
ト

シ
テ
櫛
田
神
社
内
ニ
据
ヘ
山
建
設
ノ
事
」
を
依
頼
し
た
。
そ
う
す
れ
ば
「
他
県
人
ノ

参
詣
多
カ
ル
ヘ
キ
」
と
の
予
測
も
共
進
会
側
は
神
社
側
に
伝
え
て
い
る
。
山
舁
き
が

無
理
な
ら
、
せ
め
て
豪
華
絢
爛
た
る
据
え
山
を
建
て
て
客
寄
せ
に
し
よ
う
と
し
た
の

で
あ
る
。
櫛
田
神
社
は
こ
の
依
頼
を
受
け
容
れ
、四
月
四
日
か
ら
五
月
九
日
ま
で（
つ

ま
り
祇
園
山
笠
の
期
間
で
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
）、
同
社
境
内
に
据
え
山
を
一
本

建
て
て
共
進
会
見
物
客
の
観
覧
に
供
し
た
。
建
設
費
の
う
ち
半
額
の
二
五
〇
円
は
共

進
会
よ
り
出
さ
れ
、
残
る
二
五
〇
円
は
櫛
田
神
社
持
ち
で
あ
っ
た（

（（
（

。

さ
て
、
共
進
会
が
閉
会
し
て
ま
も
な
く
、
山
笠
行
事
実
施
の
可
否
に
か
ん
す
る
議

論
が
起
こ
っ
た
。
こ
の
年
の
祇
園
山
笠
の
実
施
期
間
は
新
暦
の
七
月
一
五
日
を
最
終

日
と
す
る
も
の
だ
っ
た
が
、こ
れ
に
先
立
つ
六
月
一
二
日
、『
福
岡
日
日
新
聞
』
に
「
博

多
山
笠
問
題　

建
設
可
否
の
両
説
起
る
」
と
い
う
記
事
が
掲
載
さ
れ
た
。「
近
年
著

し
く
電
信
、
電
話
、
電
燈
、
瓦
斯
、
電
車
等
文
明
の
利
器
に
し
て
追
山
笠
の
障
碍
と

な
る
べ
き
も
の
増
加
し
」
た
こ
と
に
加
え
、
本
年
は
共
進
会
で
す
で
に
据
え
山
を
建

て
た
の
で
、
祇
園
山
笠
で
改
め
て
山
笠
を
建
設
す
る
か
ど
う
か
が
「
昨
今
寄
り

く

協
議
」
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
博
多
で
は
大
別
し
て
三
つ
の
意
見
が
あ
る
と
い
う
。

本
年
の
共
進
会
の
据
え
山
を
最
後
の
山
笠
と
し
、
今
後
い
っ
さ
い
山
笠
を
建
て
ず
、

か
わ
り
に
大
祭
典
（
内
容
は
書
か
れ
て
い
な
い
）
を
博
多
の
櫛
田
神
社
の
氏
子
全
員
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で
執
行
す
る
と
い
う
意
見
（
山
笠
行
事
廃
止
論
兼
新
行
事
実
施
論
）、
本
年
は
す
で

に
共
進
会
で
据
え
山
を
建
て
た
た
め
、
本
年
に
限
っ
て
祇
園
山
笠
で
は
山
笠
を
建
て

な
い
と
い
う
意
見
（
山
笠
行
事
中
止
論
）、
本
年
も
例
年
ど
お
り
山
笠
を
建
て
る
と

い
う
意
見
（
山
笠
行
事
存
続
論
）、
の
三
つ
で
あ
る
。

『
福
岡
日
日
新
聞
』
で
は
右
の
記
事
を
導
入
部
と
し
、
六
月
一
六
日
付
の
「
博
多

山
笠
問
題
（
一
）」
か
ら
六
月
二
四
日
付
の
「
博
多
山
笠
問
題
（
七
）」
ま
で
、
こ
の

件
に
つ
い
て
連
載
を
続
け
た
。
で
き
れ
ば
山
笠
行
事
は
廃
止
し
た
ほ
う
が
よ
い
と
す

る
地
方
官
（
福
岡
県
警
察
部
長
、
福
岡
市
長
、
福
岡
市
会
議
長
）
の
談
話
や
、
山
笠

行
事
の
あ
り
方
を
変
え
る
べ
き
だ
（
山
笠
行
事
変
形
論
）
と
す
る
地
元
財
界
人
の
談

話
な
ど
が
掲
載
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
主
張
の
背
景
に
あ
っ
た
の
は
、
山
笠
が
通
る
こ

と
に
よ
っ
て
電
車
の
架
空
線
が
切
断
さ
れ
る
と
い
う
虞
と
、
切
断
さ
れ
な
か
っ
た
と

し
て
も
や
は
り
電
車
の
運
行
が
阻
害
さ
れ
る
と
い
う
虞
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
風
俗
・

衛
生
の
問
題
も
再
燃
し
た
。

前
年
、
行
政
側
で
は
山
舁
き
を
共
進
会
用
の
観
光
物
品
と
し
て
利
用
し
よ
う
と
考

え
た
が
、
路
面
電
車
が
開
通
し
た
状
況
下
で
は
山
舁
き
を
継
続
す
る
価
値
は
な
い
と

の
判
断
が
大
勢
を
占
め
た
。
こ
の
こ
ろ
に
は
ま
だ
、
祇
園
山
笠
を
観
光
資
源
と
し
て

恒
常
的
に
利
用
し
て
い
く
と
い
う
発
想
は
行
政
側
に
は
芽
生
え
て
い
な
か
っ
た
。

六
月
一
九
日
付
の
（
三
）
に
は
前
述
し
た
石
村
虎
吉
の
談
話
が
載
っ
て
い
る
。

一
般
に
博
多
人
士
に
就
き
、各
戸
を
歴
訪
し
て
自
由
の
意
見
を
徴
し
た
な
ら
ば
、

建
設
論
者
極
め
て
少
数
で
あ
ら
う
と
思
い
ま
す
、
…
…
以
前
は
喜
ん
で
舁
き
に

出
た
の
で
せ
う
け
れ
ど
も
今
日
で
は
随
分
迷
惑
に
感
じ
て
居
る
家
が
多
い
の
で

す
、
其
で
山
笠
組
で
は
一
種
の
制
裁
を
設
け
ま
し
て
、
各
戸
必
ず
一
名
宛
は
出

る
事
と
し
若
し
女
戸
主
と
か
或
は
余
儀
な
く
出
ら
れ
な
い
事
情
で
も
あ
る
時
に

は
金
銭
を
出
さ
せ
る
と
か
人
を
雇
て
出
さ
せ
る
と
か
云
ふ
こ
と
に
し
て
居
る
の

で
す
、
其
位
の
制
裁
迄
も
設
け
る
必
要
が
あ
る
と
云
ふ
の
は
即
ち
喜
ん
で
舁
き

に
出
な
い
と
云
ふ
證
拠
で
す
、
…
…
山
一
本
を
建
て
る
に
は
何ど
う
し
て
も
千
円

位
は
掛
る
で
せ
う
が
其
他
多
数
の
青
年
等
が
前
後
数
十
日
間
不
生
産
的
に
騒
ぎ

廻
る
と
云
ふ
損
失
は
非
常
な
も
の
で
之
に
各
戸
に
客
を
す
る
と
か
何
と
か
云
ふ

表
面
に
見
え
な
い
雑
費
を
加
へ
た
ら
莫
大
な
者
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
ま
す
、

翌
二
〇
日
付
の（
四
）
―
―
紙
面
に
は
間
違
っ
て
（
三
）と
印
刷
さ
れ
て
い
る
―
―

に
は
福
博
電
気
軌
道
株
式
会
社
取
締
役
の
渡
辺
綱
三
郎（
博
多
出
身
）の
談
話
が
載
っ

て
い
る
。

悪
習
慣
と
云
つ
て
外
で
も
な
い
で
す
が
、
例
へ
ば
山
舁
き
に
出
な
け
れ
ば
金
銭

を
出
さ
せ
る
と
か
、
代
理
で
は
可い
け
な
い
是
非
主
人
が
出
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と

云
ふ
様
な
事
を
云
つ
て
、
何
と
云
へ
ば
流
れ
の
団
体
勢
力
を
濫
用
し
て
色
ん
な

圧
制
を
や
る
の
で
す
、

明
治
後
期
に
困
窮
者
が
増
加
し
た
こ
と
は
祇
園
山
笠
に
も
影
響
を
も
た
ら
し
た
。

一
つ
に
は
山
笠
当
番
費
用
が
集
ま
り
づ
ら
く
な
っ
た
。
も
う
一
つ
に
は
山
舁
き
に
自

発
的
に
参
加
す
る
者
が
減
っ
て
き
た
た
め
（
た
だ
し
青
年
の
参
加
は
多
か
っ
た
よ
う

で
あ
る
）、
流
に
よ
っ
て
は
参
加
者
を
出
さ
な
い
家
に
た
い
し
て
代
銭
ま
た
は
代
人

を
出
す
こ
と
を
課
す
よ
う
に
な
っ
た
。
困
窮
者
の
う
ち
、
と
り
わ
け
山
笠
当
番
町
の

困
窮
者
は
苦
労
し
た
は
ず
で
あ
る
。
当
番
町
は
祇
園
山
笠
期
間
中
だ
け
で
な
く
、
祇

園
山
笠
開
始
前
の
数
十
日
間
は
準
備
に
掛
か
り
切
り
に
な
る
た
め
、
彼
ら
に
と
っ
て

は
経
済
的
損
失
が
い
っ
そ
う
大
き
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

山
笠
行
事
実
施
に
伴
う
悪
習
慣
は
批
判
し
た
も
の
の
、
し
か
し
渡
辺
は
山
笠
行
事

の
実
施
そ
の
も
の
に
は
賛
成
し
て
い
た
。
山
舁
き
の
期
間
は
一
週
間
で
あ
る
が
、
実

際
に
電
車
の
営
業
に
支
障
が
出
る
の
は
一
二
日
の
追
い
山
馴
ら
し
と
一
五
日
の
追
い

山
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
さ
い
も
電
車
を
一
時
間
ぐ
ら
い
ず
つ
停
止
さ
せ
る
だ
け
で
よ

く
、
さ
ほ
ど
の
損
益
は
な
い
、
と
述
べ
て
い
る
。
山
笠
行
事
存
続
論
と
い
え
る
。

二
三
日
付
の
（
六
）
に
お
い
て
、
博
多
出
身
で
福
岡
市
屈
指
の
実
業
家
で
あ
っ
た
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渡
辺
与
八
郎
が
山
笠
行
事
変
形
論
を
展
開
し
て
い
る
。
彼
は
山
笠
行
事
を
「
従
来
よ

り
一
層
盛
大
に
や
り
た
い
」
と
考
え
て
お
り
、
そ
の
た
め
以
下
の
よ
う
に
行
事
内
容

を
変
形
す
べ
き
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。福
岡
城
址
の
大
堀（

（（
（

の
中
央
に
中
島
を
築
き
、

祇
園
山
笠
期
間
中
の
み
櫛
田
神
社
の
行
宮
を
そ
こ
に
設
け
る
。
そ
し
て
大
堀
に
沿
っ

て
道
路
を
造
る
。
こ
れ
を
一
周
ま
た
は
二
周
す
る
形
で
追
い
山
を
な
す
。
大
堀
に
は

路
面
電
車
の
架
空
線
を
始
め
各
種
の
電
線
が
な
い
の
で
昔
の
よ
う
な
高
く
壮
観
な
山

笠
を
作
っ
て
舁
け
る
し
、
観
光
客
も
博
多
の
狭
い
街
路
で
危
険
を
冒
し
て
こ
れ
を
観

る
の
で
は
な
く
、
安
全
に
観
ら
れ
る
。「
さ
う
な
る
と
他
地
方
か
ら
の
見
物
客
も
屹

度
雲
集
」
す
る
で
あ
ろ
う
。
博
多
の
人
間
も
福
岡
に
山
笠
を
持
ち
込
む
の
を
べ
つ
に

嫌
が
っ
た
り
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
見
物
客
が
増
え
れ
ば
「
博
多
に
入
込
む

客
足
と
て
も
決
し
て
減
じ
は
為し

ま
い
と
思
」
わ
れ
る
し
、「
無
論
福
岡
は
喜
ぶ
に
相

違
な
い
」
と
い
う
。

彼
の
私
案
に
し
た
が
え
ば
、
他
の
山
舁
き
は
実
施
さ
れ
ず
、
追
い
山
の
み
が
（
ま

た
は
追
い
山
馴
ら
し
と
追
い
山
の
み
が
）
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
山
笠
は
山
笠

台
と
山
笠
棒
を
結
ん
だ
状
態
で
大
堀
ま
で
舁
き
運
び
、
そ
こ
で
櫓
を
組
み
立
て
て
飾

り
物
を
取
り
付
け
、
追
い
山
を
お
こ
な
う
と
い
う
手
順
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
渡
辺

は
、
祇
園
山
笠
を
博
多
の
祭
礼
で
は
あ
る
が
同
時
に
福
岡
市
の
祭
礼
で
も
あ
る
と
位

置
づ
け
て
い
る
。
つ
ま
り
山
舁
き
を
お
こ
な
う
の
は
こ
れ
ま
で
と
同
じ
く
博
多
の
人

間
な
の
だ
か
ら
、
そ
の
場
所
が
福
岡
で
あ
っ
て
も
べ
つ
に
問
題
は
な
い
し
、
観
光
収

益
も
博
多
は
も
ち
ろ
ん
福
岡
に
も
落
ち
る
こ
と
に
な
る
の
で
都
合
が
よ
い
、
と
い
う

認
識
で
あ
る
。
行
為
と
場
と
の
伝
統
的
な
結
合
を
、
福
岡
市
と
い
う
、
よ
り
大
き
な

場
を
持
ち
出
す
こ
と
で
弛
緩
し
た
と
い
え
る
意
見
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
明
治
末
期
に
は
、
博
多
に
お
い
て
も
祇
園
山
笠
に
魅
力
を
感
じ
な
い
人

間
が
増
加
し
て
い
た
。
矮
小
化
し
た
山
笠
、
各
種
の
電
線
・
電
柱
に
注
意
し
て
お
こ

な
う
山
舁
き
、
祇
園
山
笠
の
実
施
に
さ
ほ
ど
好
意
的
で
は
な
い
福
岡
警
察
署
と
の
交

渉
、
な
ど
が
こ
の
祭
礼
の
魅
力
を
減
じ
さ
せ
た
。
困
窮
だ
け
で
な
く
、
こ
う
い
っ
た

理
由
に
よ
っ
て
山
舁
き
に
参
加
す
る
の
を
渋
る
人
間
も
増
え
て
い
た
と
想
像
さ
れ

る
。こ

と
に
幕
末
・
明
治
初
期
の
最
盛
期
の
山
笠
を
記
憶
し
て
い
る
人
間
に
と
っ
て
は

明
治
末
期
の
山
笠
は
み
る
に
堪
え
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
た
。二
四
日
付
の（
七
）に
、

櫛
田
神
社
氏
子
惣
代
委
員
長
の
山
崎
藤
四
郎
（
一
八
三
四
～
一
九
一
三
）
の
談
話
が

載
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
古
老
の
心
境
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

今
度
は
電
車
が
開
け
た
の
で
丁
度
よ
い
止
め
時
だ
、
こ
の
時
を
逸
す
る
と
又
容

易
に
止
め
る
機
会
は
来
な
い
と
思
ひ
ま
す
、
…
…
私
の
山
笠
廃
止
論
は
年
来
の

宿
論
で
す
、
昔
の
山
笠
な
ら
ば
そ
れ
は
随
分
壮
大
な
も
の
で
、
些
か
博
多
の
誇

り
と
す
る
こ
と
も
出
来
た
も
の
で
す
が
、
今
の
様
な
み
す
ぼ
ら
し
い
も
の
で
は

何
の
特
徴
も
見
出
さ
な
い
の
で
す
、

こ
こ
に
は
高
く
豪
華
な
山
笠
へ
の
愛
着
が
み
ら
れ
る
。
氏
子
の
代
表
と
も
い
う
べ

き
山
崎
の
廃
止
論
を
受
け
、
六
月
三
〇
日
の
寄
合
で
五
山
笠
当
番
町
（
魚
町
流
は
不

参
加
、
石
堂
町
流
は
当
年
は
能
奉
納
担
当
）
は
、
今
年
は
据
え
山
を
各
町
内
に
建
て

て
山
笠
行
事
は
中
止
す
る
と
最
終
的
に
決
議
し
た
。
翌
七
月
一
日
、
五
山
笠
当
番
町

は
据
え
山
建
設
願
い
（
設
置
期
間
は
七
月
一
〇
日
か
ら
一
五
日
ま
で
）
を
警
察
署
に

提
出
し
、
許
可
を
得
た
。
た
だ
し
翌
年
以
降
の
山
笠
行
事
を
ど
う
す
る
か
に
つ
い
て

は
正
式
に
は
決
ま
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る（

（（
（

。

　

2　

新
聞
連
載
記
事「
祇
園
会
を
如
何
す
べ
き
か
」

当
年
の
山
笠
行
事
の
中
止
が
濃
厚
に
な
っ
た
六
月
二
七
日
、『
福
岡
日
日
新
聞
』

に
「
祇
園
会
を
如
何
す
べ
き
か
（
一
）」
と
い
う
記
事
が
載
っ
た
。
同
紙
は
山
笠
行

事
が
永
続
的
に
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
早
合
点
し
た
た
め（

（（
（

、
こ
の
記
事
の
副

題
は
「
山
笠
廃
止
後
の
問
題
」
と
な
っ
て
い
る
。
山
笠
行
事
が
廃
止
に
な
っ
て
も
、

そ
れ
は
そ
れ
で
問
題
が
あ
る
と
同
紙
は
判
断
し
た
の
で
あ
る
。

山
笠
行
事
は
博
多
の
祇
園
会
の
大
部
分
を
占
め
る
行
事
な
の
で
、
こ
れ
を
廃
止
し
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た
だ
け
で
は
祇
園
会
の
構
成
行
事
は
櫛
田
神
社
で
の
祭
祀
と
能
奉
納
だ
け
に
な
っ
て

し
ま
う
。
こ
れ
で
は
観
光
客
が
呼
べ
ず
観
光
収
益
は
激
減
す
る
。
そ
こ
で
『
福
岡
日

日
新
聞
』
は
山
笠
行
事
の
廃
止
後
、
そ
れ
に
代
わ
る
行
事
を
案
出
し
実
施
す
る
必
要

が
あ
る
と
考
え
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
ど
の
よ
う
な
も
の
に
す
べ
き
か
と

問
題
を
提
起
し
、
こ
の
件
を
福
岡
市
長
や
、
博
多
出
身
者
も
含
め
た
地
元
の
有
力
実

業
家
に
取
材
し
た
。そ
の
談
話
は
七
月
一
日
ま
で
五
日
連
続
で
紙
面
に
掲
載
さ
れ
た
。

福
岡
市
長
佐
藤
平
太
郎
は
（
一
）
で
、
山
笠
行
事
は
「
以
前
か
ら
何
か
山
笠
に
代

は
る
べ
き
者
が
あ
れ
ば
止
む
と
云
ふ
事
で
し
た
」
と
博
多
の
祭
礼
集
団
の
雰
囲
気
を

述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
祭
礼
集
団
の
一
部
が
唱
え
て
い
た
、
山
笠
行
事
を
廃
止
し
代

わ
り
に
大
祭
典
を
お
こ
な
う
べ
き
と
い
う
意
見
を
指
し
て
い
る
。
佐
藤
は
続
け
て
、

自
分
も
「
段
々
妙
案
を
立
て
ゝ
見
ま
し
た
が
、
ど
う
も
是
な
ら
ば
博
多
人
が
満
足
す

る
だ
ら
う
と
云
ふ
妙
案
が
出
な
い
の
で
す
」
と
述
べ
て
い
る
。
福
博
電
気
軌
道
株
式

会
社
専
務
取
締
役
の
松
永
安
左
衛
門
は
（
二
）
に
お
い
て
、「
山
笠
が
一
旦
止
む
と

云
ふ
事
に
成
つ
た
ら
多
少
市
の
景
気
に
も
関
係
す
る
だ
ら
う
と
思
は
れ
ま
す
か
ら
、

此
際
何
か
之
に
代
る
べ
き
新
趣
向
を
考
へ
て
み
た
い
と
思
ふ
の
で
す
」
と
述
べ
て
い

る
。
博
多
出
身
の
実
業
家
太
田
大
次
郎
は
（
三
）
に
お
い
て
、
山
笠
行
事
に
代
わ
る

行
事
は
「
祇
園
会
を
無
意
味
に
せ
ぬ
こ
と
、
…
…
従
来
通
り
他
よ
り
の
来
客
を
博
多

に
吸
収
す
る
こ
と
」
と
い
う
条
件
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
。

連
載
記
事
に
は
い
く
つ
か
代
替
行
事
の
私
案
も
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
お
も

な
も
の
を
左
に
三
つ
紹
介
す
る
。

松
永
は
大
阪
天
満
宮
の
天
神
祭
の
神
輿
の
水
上
渡
御
を
参
考
に
し
て
、
神
輿
の
か

わ
り
に
山
笠
を
和
船
に
載
せ
て
競
漕
さ
せ
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
大
き
な
山
笠

を
作
っ
て
博
多
港
湾
で
競
漕
さ
せ
る
も
よ
し
、
小
さ
な
山
笠
を
作
っ
て
櫛
田
神
社
か

ら
那
珂
川
に
出
し
て
か
ら
川
を
下
る
形
で
競
漕
さ
せ
る
も
よ
し
、
と
述
べ
て
い
る
。

太
田
も
博
多
港
湾
で
競
漕
を
お
こ
な
う
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
が
、
し
か
し
山
笠

は
作
ら
ず
、
か
つ
和
船
で
は
な
く
ボ
ー
ト
で
競
漕
さ
せ
る
と
し
て
い
る
。
七
月
一
三

日
か
ら
一
五
日
ま
で
三
日
間
、
昼
に
競
漕
を
お
こ
な
う
。
各
当
番
町
で
ボ
ー
ト
を
一

隻
ず
つ
建
造
し
て
も
よ
い
し
（
競
漕
が
終
わ
っ
た
ら
次
の
当
番
町
に
ボ
ー
ト
を
順
送

り
に
す
る
と
い
う
意
味
）、
各
町
で
自
前
の
ボ
ー
ト
を
建
造
し
て
も
よ
い
。
そ
う
す

れ
ば
「
山
笠
を
立
る
に
比
し
少
額
の
出
費
で
済
む
こ
と
で
は
あ
る
し
、
…
…
一
度
作

れ
ば
年
々
其
れ
を
使
用
し
て
更
に
改
造
す
る
手
間
も
要
せ
ん
で
せ
う
」。
彼
は
さ
ら

に
祇
園
会
の
さ
い
に
神
幸
を
お
こ
な
う
こ
と
も
提
案
し
て
い
る
。
大
阪
天
満
宮
の
天

神
祭
の
神
輿
の
水
上
渡
御
に
倣
い
、
七
月
一
二
日
の
夜
に
櫛
田
神
社
の
神
輿
を
船
に

乗
せ
て
博
多
川
（
那
珂
川
の
こ
と
）
を
下
ら
せ
、
博
多
港
に
設
け
た
屯
宮
（
行
宮
）

に
行
幸
さ
せ
る
。
こ
の
と
き
各
流
よ
り
数
百
の
人
形
舟
（
小
舟
の
意
か
）
を
出
す
。

一
五
日
の
夜
に
は
川
を
上
ら
せ
還
幸
さ
せ
る
。

博
多
出
身
の
実
業
家
井
上
良
助
は
（
四
）
で
松
永
案
と
太
田
案
を
批
判
し
、
博
多

港
湾
も
那
珂
川
も
競
漕
に
は
適
さ
な
い
環
境
だ
と
し
て
い
る
。
渡
辺
与
八
郎
の
提
案

に
つ
い
て
も
博
多
の
者
が
納
得
し
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
神
幸
と
時
代

行
列
を
提
案
し
て
い
る
。
後
者
は
明
治
二
八
（
一
八
九
五
）
年
に
始
ま
っ
た
京
都

の
時
代
祭
に
出
さ
れ
て
い
る
行
列
に
倣
う
と
い
う
。
祭
礼
期
間
は
七
月
一
二
日
か
ら

一
五
日
ぐ
ら
い
ま
で
と
す
る
。
櫛
田
神
社
の
屯
宮
を
福
岡
の
西
公
園
か
大
堀
に
設
け

る
。
各
流
に
異
な
る
時
代
の
装
束
を
振
り
分
け
る
。
行
幸
の
さ
い
も
還
幸
の
さ
い
も

当
番
町
が
時
代
行
列
を
出
し
て
神
輿
に
供
奉
し
、
博
多
と
福
岡
を
往
復
す
る
。「
装

束
に
就
て
は
当
初
相
応
の
価
格
は
掛
り
ま
せ
う
が
、
一
度
調
製
し
て
置
け
ば
年
々
之

れ
を
使
用
さ
れ
る
訳
で
す
か
ら
、
後
年
に
至
ら
ば
出
費
を
要
せ
ぬ
こ
と
と
な
り
ま

す
」。
さ
ら
に
櫛
田
神
社
で
も
大
々
的
に
祭
典
を
お
こ
な
う
こ
と
と
す
る
。
こ
の
よ

う
に
す
れ
ば
福
岡
・
博
多
と
も
賑
わ
う
。
従
来
の
祇
園
山
笠
と
異
な
り
、
当
番
町
が

準
備
や
後
始
末
で
一
箇
月
も
費
や
し
た
り
、
そ
の
間
に
多
大
な
飲
食
費
を
費
や
す
こ

と
も
な
く
な
る
は
ず
で
あ
る
。
以
上
が
井
上
の
提
案
で
あ
る
が
、
渡
辺
与
八
郎
と
同

様
、
福
岡
市
の
祭
礼
と
し
て
祇
園
山
笠
を
再
編
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

以
上
の
私
案
は
、
時
間
・
労
力
・
金
銭
の
負
担
が
大
き
く
、
か
つ
各
種
電
線
お
よ

び
路
面
電
車
通
行
の
障
害
と
な
る
山
笠
行
事
は
廃
止
す
る
が
、
山
笠
行
事
の
も
た
ら

し
て
い
た
観
光
収
益
の
確
保
は
維
持
し
た
い
、
そ
こ
で
、
負
担
が
少
な
く
安
全
で
あ
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り
観
光
客
も
集
め
ら
れ
る
行
事
を
新
た
に
お
こ
な
う
べ
き
だ
、
と
要
約
で
き
る
。

石
村
と
山
崎
は
山
笠
行
事
廃
止
論
の
み
を
唱
え
て
新
行
事
実
施
論
は
唱
え
て
い
な

か
っ
た
が
、
市
長
、
博
多
出
身
者
を
含
む
実
業
家
、
祭
礼
集
団
の
一
部
は
、
そ
し
て

お
そ
ら
く
『
福
岡
日
日
新
聞
』
も
、
山
笠
行
事
廃
止
論
兼
新
行
事
実
施
論
を
唱
え
て

い
た
。
そ
し
て
渡
辺
綱
三
郎
は
山
笠
行
事
存
続
論
を
、
渡
辺
与
八
郎
は
山
笠
行
事
変

形
論
を
唱
え
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
明
治
末
期
に
な
っ
て
も
、
博
多
に
は
祭
礼
を

中
核
と
す
る
経
済
構
造
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
広
く
み
ら
れ
た
と
い
え
る
。

明
治
四
四
（
一
九
一
一
）
年
、
存
続
派
の
努
力
で
山
笠
行
事
は
再
開
さ
れ
た
。
い

ろ
い
ろ
私
案
は
出
さ
れ
た
が
、
結
局
山
笠
行
事
に
代
わ
る
だ
け
の
適
当
な
行
事
は
案

出
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
山
笠
行
事
存
続
派
の
巻
き
返
し
が
成
功

し
、
山
笠
行
事
が
一
年
で
再
開
さ
れ
た
一
因
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
明
治
四
三
（
一
九
一
〇
）
年
に
山
笠
行
事
は
中
止
さ
れ
た
が
、
洲
崎
町

流
（
当
番
中
対
馬
小
路
）
だ
け
は
福
岡
警
察
署
の
許
可
を
得
て
七
月
一
五
日
に
櫛
田

入
り
を
お
こ
な
っ
た（

（（
（

。
一
本
だ
け
の
山
舁
き
な
の
で
追
い
山
は
お
こ
な
え
な
か
っ
た

が
、
そ
れ
は
そ
う
と
、
そ
の
飾
り
物
は
ほ
ん
ら
い
次
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。

征
韓
功
勲
に
て
、
表
は
、
下
手
に
神
功
皇
后
立
た
せ
玉
へ
ば
、
宮
殿
・
朱
橋
を

隔
て
た
る
上
手
雲
上
に
志
賀
大
明
神
、
皇
后
に
捧
げ
ん
と
す
る
満
珠
・
干
珠
を

携
へ
て
出
現
せ
る
と
こ
ろ
に
て
、
見
送
り
は
武
内
大
臣
が
大（
マ
マ
（

臣
が
敵て
き
か
ん船

の
浮
べ

る
海
中
、
中
ち
ゅ
う
ぎ
ょ
く
玉
を
投
げ
ん
と
す
る（

（（
（

場
面
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
櫛
田
入
り
の
さ
い
の
飾
り
物
は
「
台
ノ
上
ニ
堂
ト
岩
波

ヲ
上
ケ
タ
ル
マ
テ
ニ
テ
山
笠
ノ
形
容
ナ
カ
リ
シ（

（（
（

」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
高
い
据

え
山
を
そ
の
ま
ま
舁
く
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
据
え
山
か
ら
櫓
を
取
り
外
し
、
し

た
が
っ
て
そ
こ
に
取
り
付
け
ら
れ
て
い
た
飾
り
物
も
取
り
外
し
、
堂
と
岩
波
を
枝
折

り
に
直
接
載
せ
て
山
笠
を
舁
い
た
の
で
あ
る
。
据
え
山
か
ら
櫓
を
取
り
外
し
て
高
さ

を
低
め
れ
ば
そ
の
ま
ま
舁
き
山
に
転
用
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
点
で
、
こ
の

と
き
の
櫛
田
入
り
は
重
要
だ
っ
た
。
こ
の
と
き
の
山
笠
の
用
い
方
も
翌
年
に
山
笠
行

事
を
再
開
さ
せ
る
一
因
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
翌
年
の
山
笠
行
事
再
開
以
降
、
あ
ら
か
じ
め
多
数
の
飾
り
物
（
高
い
櫓

付
き
）
と
、
人
形
を
中
心
と
し
た
少
数
の
飾
り
物
（
櫓
は
な
い
か
、
低
い
も
の
）
と
、

両
方
を
用
意
し
て
お
き
、
据
え
置
き
時
と
山
舁
き
時
に
二
つ
の
飾
り
物
を
起
重
機
で

釣
り
上
げ
釣
り
下
げ
し
て
交
換
す
る
山
笠
（
釣
り
山
）
や
、
高
い
飾
り
物
の
上
部
を

横
に
開
く
よ
う
に
作
っ
て
山
舁
き
時
に
高
さ
を
減
ず
る
山
笠
（
開
き
山
）
が
作
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
〔
落
石　

一
九
六
一　

二
八
八
～
二
八
九
〕。
釣
り
山
も
開
き
山
も
、

据
え
山
と
舁
き
山
を
兼
ね
合
わ
せ
た
山
笠
で
あ
る
。
祭
礼
集
団
は
こ
れ
ら
を
用
い
る

こ
と
で
各
種
電
線
の
保
護
に
概
ね
成
功
し
、
山
笠
の
高
さ
と
飾
り
物
の
豪
華
さ
の
維

持
に
も
あ
る
程
度
は
成
功
し
た
。
た
だ
し
開
き
山
は
技
術
的
に
難
し
か
っ
た
の
か
、

史
料
か
ら
み
て
も
聞
き
取
り
調
査
か
ら
み
て
も
、
ほ
と
ん
ど
作
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う

で
あ
る
。
そ
れ
に
た
い
し
て
釣
り
山
は
昭
和
一
九
（
一
九
四
四
）
年
ま
で
し
ば
し
ば

作
ら
れ
、「
飾
り
付
き
舁
き
山
」
な
ど
と
も
呼
ば
れ
た（

（（
（

。
し
か
し
飾
り
物
を
二
つ
用

意
す
る
以
上
、
釣
り
山
は
据
え
山
以
上
に
建
設
費
を
要
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

な
お
明
治
四
四
（
一
九
一
一
）
年
の
祭
礼
前
に
、
本
年
以
降
は
新
暦
七
月
一
日
か

ら
一
五
日
ま
で
を
祭
礼
期
間
と
す
る
と
決
議
さ
れ（

（（
（

、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

さ
て
、
明
治
三
〇
年
と
四
三
年
（
一
八
九
七
、一
九
一
〇
）
の
山
笠
行
事
中
止
騒

動
は
、
そ
れ
ぞ
れ
電
力
と
電
車
の
登
場
と
い
う
博
多
に
お
け
る
画
期
的
変
化
を
示
す

事
象
を
受
け
て
起
こ
っ
た
事
件
で
あ
る
。
祭
礼
集
団
は
山
舁
き
に
舁
き
山
な
い
し
舁

き
山
状
態
の
釣
り
山
を
用
い
る
こ
と
で
、
祭
礼
に
お
け
る
伝
統
の
維
持
よ
り
も
、
各

種
電
線
と
電
車
軌
道
に
よ
っ
て
変
貌
し
た
都
市
空
間
の
保
護
を
優
先
さ
せ
る
こ
と
を

明
示
し
た
。

両
中
止
騒
動
は
衣
装
の
面
で
も
祇
園
山
笠
を
変
容
せ
し
め
た
。
政
府
が
明
治
四

（
一
八
七
一
）
年
か
ら
裸
体
歩
行
を
禁
止
し
て
い
た
た
め
、
明
治
一
六
（
一
八
八
三
）

年
の
山
笠
行
事
再
興
の
こ
ろ
か
ら
山
舁
き
の
さ
い
に
は
町
ご
と
に
水
法
被（

（（
（

が
ぼ
つ
ぼ

つ
着
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
両
中
止
騒
動
を
通
じ
て
各
町
が
そ



国立歴史民俗博物館研究報告
第145集　2008年11月

302

の
着
用
を
山
舁
き
参
加
者
に
義
務
づ
け
る
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
。
締
め
込
み
だ
け

を
着
け
た
半
裸
の
状
態
か
ら
水
法
被
の
着
用
へ
と
い
う
形
で
、
風
俗
の
矯
正
と
近
代

都
市
の
景
観
へ
の
適
合
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る（

（（
（

。
こ
こ
に
、
水
法
被
の
製
造
者
な
い

し
販
売
者
も
祭
礼
産
業
に
加
わ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

❾�
大
正
・
昭
和
前
期
に
お
け
る
祇
園
山
笠
の
衰
退
と
補
助
金
交
付
の

開
始

　

1　

時
代
遅
れ
と
な
っ
た
山
笠
当
番
割
当

第
一
次
世
界
大
戦
（
一
九
一
四
～
一
八
）
に
よ
る
大
戦
景
気
に
よ
っ
て
日
本
は
一

時
的
に
好
況
と
な
っ
た
が
、
し
か
し
そ
の
後
は
大
正
九
（
一
九
二
〇
）
年
の
戦
後
恐

慌
を
始
め
と
し
て
た
び
た
び
恐
慌
が
起
こ
り
、
再
び
慢
性
的
な
不
況
に
陥
っ
た
。
そ

の
た
め
山
笠
当
番
費
用
の
工
面
は
再
び
困
難
と
な
っ
た
。

大
正
九
（
一
九
二
〇
）
年
に
つ
い
て
述
べ
る
と
、
呉
服
町
流
の
山
笠
当
番
廿
家
町

は
戸
数
が
八
戸
し
か
な
か
っ
た
た
め
、
据
え
山
は
建
て
る
が
山
舁
き
は
お
こ
な
わ
な

い
と
決
め
た（

（（
（

。
町
内
に
金
持
ち
が
い
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
の
で
、
八
戸
で
山
舁
き

に
伴
う
諸
々
の
費
用
を
賄
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
不
況
の
お
り
か
ら
他
の
五

当
番
町
も
こ
れ
に
倣
う
こ
と
に
決
め
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
後
洲
崎
町
流
の
町
総
代
会（

（（
（

が
こ
れ
に
異
を
唱
え
、
山
舁
き
を
お
こ
な
う
べ
き
を
説
い
た（

（（
（

。
そ
の
結
果
、
呉
服
町

流
と
西
町
流
（
当
番
下
西
町
）
を
除
く
四
流
は
釣
り
山
を
建
て
、
追
い
山
は
こ
の
四

本
で
お
こ
な
わ
れ
た
〔
中
西
編
著　

二
〇
〇
一　

一
一
〕。

翌
年
か
ら
昭
和
五
（
一
九
三
〇
）
年
ま
で
は
六
本
の
山
笠
で
追
い
山
は
お
こ
な
わ

れ
た
。
し
か
し
右
の
廿
家
町
の
件
は
重
要
な
問
題
を
孕
ん
で
い
た
。
ど
の
流
も
一
七

世
紀
末
期
ま
で
に
定
ま
っ
た
山
笠
当
番
の
割
当
（
順
番
と
頻
度
）
を
大
き
く
変
え
ず

に
継
承
し
て
い
た
の
で
〔
宇
野　

二
〇
〇
五　

四
九
〕、
明
治
維
新
以
降
の
町
々
の
戸

数
・
人
口
・
経
済
力
の
増
減
に
と
も
な
い
、
割
当
が
町
々
の
実
際
の
勢
力
に
そ
ぐ
わ

な
く
な
っ
て
い
た
。
廿
家
町
の
件
は
そ
れ
を
明
示
し
た
。
た
ん
に
不
況
の
せ
い
だ
け

で
な
く
、
こ
の
理
由
に
よ
っ
て
も
山
笠
当
番
費
用
は
集
ま
り
づ
ら
く
な
っ
て
い
た
。

大
正
一
五
（
一
九
二
六
）
年
に
は
、
近
年
、
山
笠
当
番
町
に
「
当
番
ヲ
喜
バ
ザ
ル

ヤ
ノ
風
潮
ヲ
見
ル
事
」
と
な
っ
た
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
「
山
笠
当
番
割
当
ノ
不
公
平
ナ

ル
ニ
ア
ル
」
と
当
年
の
六
山
笠
当
番
町
の
委
員
た
ち
は
断
定
し
た
。
そ
こ
で
彼
ら
は

そ
の
改
革
に
乗
り
出
し
た
。
し
か
し
こ
れ
は
大
問
題
で
協
議
は
難
航
し
た
。
そ
こ
で

こ
の
件
は
ひ
と
ま
ず
断
念
し
、「
切せ

メ
テ
山
笠
建
設
経
費
の
内
幾
分
ニ
テ
モ
捻
出
ス

ル
方
法
ヲ
協
議
」
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
と
き
に
、
大
正
時
代
に
は
福
岡
市
の
社
会

事
業
や
緊
急
救
済
策
な
ど
が
整
備
さ
れ
始
め
た
た
め
博
多
財
産
区
は
次
第
に
利
用
さ

れ
な
く
な
り
、
大
正
一
五
（
一
九
二
六
）
年
に
至
っ
て
解
散
の
議
が
起
こ
っ
た
。
そ

こ
で
委
員
は
資
産
の
一
部
を
山
笠
建
設
補
助
金
と
し
て
交
付
し
て
く
れ
る
よ
う
財
産

区
会
に
求
め
た
。
こ
れ
を
容
れ
て
財
産
区
会
は
櫛
田
神
社
に
二
万
円
を
寄
附
し
、
残

り
の
資
産
も
処
分
し
て
五
月
に
解
散
し
た
。
寄
附
の
条
件
は
、
櫛
田
神
社
が
寄
附
金

の
「
利
子
金
ノ
内
ヨ
リ
未
来
永
遠
毎
年
金
八
百
円
也
ヲ
六
当
番
町
ヘ
山
笠
建
設
補
助

費
ト
シ
テ
交
付
」
す
る
こ
と
で
、
神
社
は
早
速
同
年
か
ら
交
付
を
開
始
し
た（

（（
（

。

六
当
番
町
に
合
わ
せ
て
八
〇
〇
円
、
各
当
番
町
に
は
一
三
三
円
三
三
銭
の
交
付
と

な
る
が
、
端
数
が
出
る
の
で
実
際
の
交
付
額
は
毎
年
微
妙
に
変
わ
っ
た（

（（
（

。

当
番
割
当
が
不
合
理
な
も
の
と
な
っ
た
背
景
に
は
、
明
治
末
期
か
ら
大
正
時
代
に

か
け
て
の
都
市
空
間
の
変
容
が
存
在
す
る
。
福
博
電
気
軌
道
株
式
会
社
に
続
き
、
渡

辺
与
八
郎
を
中
心
と
す
る
地
元
資
本
に
よ
っ
て
創
ら
れ
た
博
多
電
気
軌
道
株
式
会
社

が
明
治
四
四
（
一
九
一
一
）
年
一
〇
月
一
日
に
路
面
電
車
の
営
業
を
開
始
し
た
。
こ

れ
は
福
岡
市
と
隣
接
町
村
を
一
周
す
る
循
環
線
で
あ
っ
た
（
図
1
の
北
部
と
南
部

の
軌
道
）。
こ
れ
に
よ
っ
て
福
岡
市
内
の
交
通
網
は
さ
ら
に
発
達
し
た
。
大
正
時
代

に
入
る
と
、
と
り
わ
け
交
通
の
便
の
良
か
っ
た
福
博
電
気
軌
道
の
東
西
路
線
（
蓮
池

町
か
ら
下
新
川
端
町
）
は
電
車
通
り
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
博
多
の
中
心
街
と

な
っ
た
。
こ
の
時
期
、
銀
行
・
保
険
会
社
・
商
社
（
い
ず
れ
も
支
店
が
多
い
）
な
ど

の
各
種
の
会
社
が
相
次
い
で
こ
こ
に
立
派
な
洋
風
建
築
物
を
構
え
て
洋
館
街
・
銀
行

街
（
金
融
街
）
を
形
成
し
、
地
価
も
暴
騰
し
た（

（（
（

。
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そ
の
結
果
、
電
車
通
り
に
沿
っ
た
町
々
の
住
民
は
減
少
し
た
。
た
と
え
ば
上
西
町

の
戸
数
は
明
治
二
三
（
一
八
九
〇
）
年
末
に
は
二
六
で
あ
っ
た
が
〔
福
岡
市
役
所
編

　

一
八
九
一　

一
九
〕、
昭
和
四
（
一
九
二
九
）
年
に
は
一
二
と
な
っ
て
お
り
、
当
時

の
博
多
で
最
小
の
町
と
な
っ
て
い
る
〔
遠
城　

一
九
九
二　

二
七
〕。
戦
後
顕
著
に
な

る
、
博
多
に
お
け
る
職
住
分
離
と
ド
ー
ナ
ツ
化
現
象
の
始
ま
り
で
あ
る
。
町
に
よ
っ

て
は
居
住
者
が
減
少
し
た
た
め
、
祇
園
山
笠
の
さ
い
に
加
勢
人
を
増
加
せ
ざ
る
を
え

な
く
な
り
、
そ
の
雇
用
費
（
酒
代
な
ど
）
も
増
加
し
た
。
一
方
、
博
多
に
転
入
し
て

来
る
者
も
い
た
が
、
そ
の
全
員
が
祇
園
山
笠
に
協
力
的
で
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
も

あ
る
ま
い
。
そ
の
た
め
山
笠
当
番
運
営
は
ま
す
ま
す
困
難
に
な
っ
て
い
っ
た
。

昭
和
に
入
っ
て
も
右
の
傾
向
は
続
い
た
た
め
、
山
笠
行
事
を
廃
止
す
べ
き
だ
と
い

う
意
見
が
博
多
に
お
い
て
も
さ
ら
に
強
ま
っ
た
。
第
二
項
で
は
こ
の
点
を
、
昭
和
三

（
一
九
二
八
）
年
と
昭
和
六
（
一
九
三
一
）
年
の
新
聞
記
事
か
ら
確
認
し
て
み
よ
う
。

2　

町
々
の
衰
退
と
祇
園
山
笠
の
衰
退

ま
ず
『
九
州
日
報
』
昭
和
三
（
一
九
二
八
）
年
七
月
九
日
付
の
「
博
多
山
笠
存
続

の
是
非　

各
方
面
の
意
見
」
と
い
う
記
事
を
み
る
。
記
者
は
、
最
近
に
な
っ
て
「
山

笠
廃
止
論
が
何
処
か
ら
と
も
無
く
起
つ
て
可
な
り
力
強
く
主
張
さ
れ
て
居
る
様
で
あ

る
が
、
大
体
に
於
て
山
笠
賛
美
論
が
勝
を
制
し
て
当
分
廃
止
と
な
り
さ
う
に
も
思
は

れ
な
い
」
と
述
べ
た
う
え
で
、
廃
止
論
と
存
続
論
を
そ
れ
ぞ
れ
要
約
し
て
い
る
。

廃
止
論
と
し
て
は
「
三
千
円
乃
至
五
千
円
を
も
越
ゆ
る
巨
費
を
要
し
年
々
積
立
を

為
す
上
少
か
ら
ず
一
時
出
金
を
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
こ
と
や
、
戸
数
の
少
な
い
小
町
が

五
年
ご
と
に
山
笠
当
番
町
を
勤
め
る
一
方
で
、
大
町
が
一
七
、八
年
ご
と
に
こ
れ
を

勤
め
る
と
い
っ
た
、
当
番
割
当
の
不
公
平
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。
存
続
論
と
し
て

は
、
積
立
は
し
て
い
る
が
各
世
帯
の
収
入
に
見
合
っ
た
適
当
な
賦
課
額
で
あ
り
、
町

に
よ
っ
て
は
町
有
の
貸
家
も
あ
っ
て
家
賃
収
入
を
当
番
費
用
に
回
し
て
い
る
こ
と
、

当
番
割
当
の
不
公
平
は
現
状
に
照
ら
し
て
改
め
れ
ば
よ
い
こ
と
、
な
ど
が
記
さ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
祇
園
山
笠
の
経
済
構
造
に
つ
い
て
は
「
夏
枯
時
の
博
多
の
繁
昌
は
祇

園
で
助
か
る
。
殊
に
大
き
な
所
に
は
利
益
は
無
い
と
し
て
も
小
商
人
は
大
に
儲
か
つ

て
居
る
」
と
の
、
注
目
す
べ
き
言
葉
が
記
さ
れ
て
い
る
。
大
規
模
な
事
業
所
に
と
っ

て
は
祇
園
山
笠
に
よ
る
収
益
が
そ
の
年
の
全
収
益
に
た
い
し
て
占
め
る
割
合
な
ど

微
々
た
る
も
の
だ
が
、小
規
模
な
事
業
所
に
と
っ
て
は
そ
の
割
合
は
大
き
い
と
い
う
。

博
多
全
体
の
観
光
収
益
の
額
に
つ
い
て
は
、
近
世
と
同
じ
く
史
料
に
言
及
が
な
い

の
で
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
祭
礼
収
益
の
額
に
つ
い
て
は
推
測
で
き
る
。
こ
の
記
事

か
ら
山
笠
当
番
費
用
の
平
均
は
四
〇
〇
〇
円
前
後
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て

六
当
番
で
約
二
万
四
〇
〇
〇
円
の
費
用
が
集
め
ら
れ
た
計
算
に
な
る
。
聞
き
取
り
調

査
な
ど
か
ら
昭
和
前
期
の
祭
礼
産
業
も
ほ
と
ん
ど
博
多
に
限
ら
れ
て
い
た
の
は
確
実

な
の
で
（
今
日
で
も
同
様
）、
二
万
円
強
が
そ
の
収
益
に
な
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

要
約
に
続
き
、具
体
的
な
意
見
と
し
て
何
人
か
の
談
話
や
投
書
が
引
か
れ
て
い
る
。

福
岡
地
方
裁
判
所
検
事
正
の
寺
島
久
松
は
、
祇
園
山
笠
を
実
施
す
る
こ
と
で
「
景

気
を
付
け
る
の
だ
か
ら
商
売
不
況
の
折
柄
心
機
一
転
し
一
時
的
で
も
刺
戟
を
与
え

る
」
点
を
評
価
し
て
い
る
。
櫛
田
神
社
社
司
の
宇
佐
元
緒
は
、
最
近
福
岡
警
察
署
長

に
会
っ
た
お
り
、
署
長
が
山
笠
行
事
の
存
続
に
理
解
を
示
し
て
く
れ
た
う
え
、
電
話

線
や
電
燈
線
な
ど
を
地
下
線
に
す
れ
ば
昔
の
よ
う
に
高
い
山
笠
を
舁
け
る
の
で
は
な

い
か
と
さ
え
い
っ
て
く
れ
た
、
と
い
う
話
を
披
露
し
て
い
る
。
こ
の
こ
ろ
に
は
、
安

全
に
注
意
を
払
い
さ
え
す
れ
ば
山
笠
行
事
の
存
続
に
問
題
は
な
い
と
考
え
る
者
が
検

察
・
警
察
の
高
官
の
な
か
に
も
珍
し
く
な
く
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

櫛
田
神
社
宮
世
話
人
の
深
見
平
治
郎
は
「
山
笠
廃
止
論
も
聞
く
様
で
す
が
そ
れ
は

以
前
に
は
な
く
博
多
に
地
方
の
人
が
多
く
入
込
む
様
に
な
つ
て
此
の
か
た
の
も
の
で

す
」
と
述
べ
て
い
る
。
博
多
へ
近
年
転
入
し
て
き
た
者
が
山
笠
廃
止
論
を
唱
え
て
い

る
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
転
出
入
が
激
し
く
な
っ
て
、
町
に
よ
っ
て
は
そ
の
顔
触
れ

に
大
き
な
変
化
の
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
彼
は
「
多
額
の
金
を
か
け
て
作

つ
た
」
山
笠
を
「
一
週
間
余
り
で
取
壊
す
事
は
不
経
済
と
も
云
へ
ま
せ
う
が
、
其
の

半
面
に
郡
部
の
人
々
が
博
多
に
入
込
ん
で
落
し
て
行
く
金
も
又
大
し
た
も
の
で
す
」

と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
当
番
割
当
の
改
革
に
つ
い
て
は
「
昔
か
ら
の
習
慣
で
今
急



国立歴史民俗博物館研究報告
第145集　2008年11月

304

に
そ
う
す
る
事
は
困
難
な
問
題
で
せ
う
」
と
悲
観
し
て
い
る
。

御
供
所
町
の
一
住
民
は
投
書
の
な
か
で
、
山
笠
行
事
は
存
続
す
べ
き
だ
が
、
山
舁

き
に
人
を
出
さ
な
い
家
に
罰
金
を
科
す
悪
弊
は
改
善
す
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
。

な
ぜ
な
ら
若
者
の
い
な
い
家
で
は
老
人
が
山
舁
き
に
出
る
ほ
か
な
く
、
彼
ら
を
虐
げ

る
形
に
な
っ
て
い
る
か
ら
と
い
う
。
こ
れ
は
明
治
四
三
（
一
九
一
〇
）
年
に
石
村
虎

吉
と
渡
辺
綱
三
郎
が
批
判
し
て
い
た
悪
弊
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。
藩
政
期
に
比
べ
れ

ば
仕
事
・
学
業
・
徴
兵
な
ど
の
理
由
で
博
多
を
離
れ
る
若
者
は
多
く
な
っ
て
い
た
は

ず
で
、
そ
の
た
め
老
人
に
皺
寄
せ
が
来
た
の
で
あ
ろ
う（

（（
（

。

昭
和
四
（
一
九
二
九
）
年
一
〇
月
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
は
ウ
ォ
ー
ル
街
で
の
株
価
の

暴
落
を
き
っ
か
け
に
世
界
恐
慌
が
起
こ
り
、
不
況
は
さ
ら
に
激
し
く
な
っ
た
。
そ
の

た
め
昭
和
六
（
一
九
三
一
）
年
の
祇
園
山
笠
は
末
期
的
な
症
状
を
呈
し
た
。
第
二
の

記
事
、
同
年
五
月
九
日
付
の
『
福
岡
日
日
新
聞
』
の
「
寂
れ
ゆ
く
博
多
山
笠
」
を
み

て
み
よ
う
。

古
き
伝
統
を
持
つ
山
笠
も
財
界
不
況
つ
ゞ
き
の
時
勢
に
抗
し
難
く
、
経
費
と
時

の
流
れ
で
今
年
は
六
当
番
町
に
て
六
本
の
山
笠
を
建
て
ぬ
舁
つ
が
ぬ
で
早
く
か

ら
話
題
と
な
り
、
山
笠
当
番
町
委
員
と
櫛
田
神
社
氏
子
惣
代
等
が
寄
り

く
数

回
に
協
議
を
重
ね
た
結
果
、
今
年
は
三
本
の
飾
山
笠
を
建
設
す
る
当
番
町
と
三

本
の
舁
（
×
山
舁
き
（

山
を
行
ふ
当
番
町
に
分
れ
、
結
局
飾
山
笠
を
建
て
る
当
番
町
は
舁
（
×
山
舁
き
（

山
を

行
は
ず
、
舁
（
×
山
舁
き
（

山
を
行
う
当
番
町
は
飾
山
笠
を
建
て
ぬ
事
に
殆
ど
決
定
し
た
。

例
年
六
本
の
飾
山
笠
と
舁
山
が
今
年
は
飾
山
笠
も
舁
山
も
半
減
し
て
三
本
つ（マ
マ
（ゞ

に
な
り
て
…
…
祇
園
山
笠
も
寂
れ
ゆ
く
も
の
と
思
は
れ
る
。
…
…
元
来
博
多
の

町
家
は
今
で
は
銀
行
・
会
社
の
建
物
が
櫛
比
し
、
文
化
の
進
む
と
共
に
生
粋
の

博
多
ツ
児
は
他
に
転
じ
、
山
舁
き
連
を
他
よ
り
雇
ふ
に
郡
部
か
ら
の
加
勢
其
他

経
費
の
点
か
ら
見
て
も
、
舁
（
×
山
舁
き
（

山
を
行
ふ
に
少
く
と
も
三
千
円
、
多
き
は
五
千
円

位
を
要
す
る
が
、
一
方
、
飾
山
笠
だ
け
な
ら
ば
一
、二
千
円
で
よ
い
と
か
で
、

舁（×
山
舁
き
（

山
を
な
す
当
番
町
の
悩
み
が
こ
ゝ
に
あ
る

「
例
年
六
本
の
飾
山
笠
と
舁
山
」
と
い
う
の
は
釣
り
山
の
こ
と
で
、
こ
の
こ
ろ
釣

り
山
を
建
て
る
の
が
常
態
だ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ド
ー
ナ
ツ
化
減
少
で
居
住
者

が
減
少
し
た
町
で
は
郡
部
か
ら
の
加
勢
人
を
増
や
し
た
の
で
、
そ
の
雇
用
費
の
負
担

に
苦
し
ん
で
い
る
。
こ
れ
に
釣
り
山
の
建
設
費
が
加
わ
る
の
で
、
山
舁
き
を
す
る
に

は
多
額
の
金
が
か
か
る
。
し
か
し
据
え
山
を
作
っ
て
街
路
に
据
え
置
く
だ
け
な
ら
比

較
的
少
額
で
済
む
。
そ
こ
で
当
年
は
釣
り
山
は
建
て
ら
れ
ず
、
据
え
山
と
舁
き
山
の

分
離
が
な
さ
れ
た
。
据
え
山
を
建
て
た
の
は
西
町
流
（
竹
若
町
当
番
）・
東
町
流
（
中

浜
口
町
当
番
）・
呉
服
町
流
（
上
市
小
路
当
番
）
で
、
舁
き
山
を
建
て
た
の
は
石
堂

町
流
（
上
金
屋
町
当
番
）・
土
居
町
流
（
こ
の
年
は
流
全
体
で
当
番
を
勤
め
た
）、
洲

崎
町
流
（
妙
楽
寺
新
町
当
番
）
で
あ
っ
た
。
当
年
の
追
い
山
は
、
記
事
に
あ
る
と
お

り
右
の
三
本
の
舁
き
山
だ
け
で
お
こ
な
わ
れ
た
。

話
は
遡
る
が
、
こ
の
年
三
月
二
三
日
に
櫛
田
神
社
で
開
か
れ
た
山
笠
当
番
町
の
寄

合
で
、
各
当
番
町
は
山
笠
建
設
に
か
ん
す
る
町
内
の
決
定
事
項
に
つ
い
て
報
告
し
て

い
る（

（（
（

。「
竹
若
町
ハ
流
評
議
ニ
ヨ
リ
山
笠
、
建
設
中
ノ
舁
山
ヲ
撥
（
廃
カ
（シ
据
山
」「
中
浜
口

町
ハ
若
者
不
足
ト
時
代
適
応
ノ
為
メ
据
山
」「
上
市
小
路
町
ハ
町
内
ニ
新
入
居
住
者

多
ク
山
笠
建
設
中
止
論
ノ
処
、
町
役
員
・
流
山
友
会
ノ
評
議
ニ
ヨ
リ
据
山
」。
妙
楽

寺
新
町
は
最
終
的
に
は
舁
き
山
を
建
て
た
が
、
こ
の
時
点
で
は
「
小
戸
数
ノ
為
メ
流

評
議
中
、
未
定
」
で
あ
っ
た
。
竹
若
町
の
事
情
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
他
の
三
町

は
そ
れ
ぞ
れ
若
者
不
足
、
山
笠
建
設
に
協
力
的
で
な
い
転
入
者
の
増
加
、
戸
数
不
足

と
い
う
問
題
を
抱
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
以
前
か
ら
存
在
し
て

い
た
問
題
で
あ
る
が
、
世
界
恐
慌
に
よ
る
大
不
況
と
相
俟
っ
て
、
三
本
だ
け
で
追
い

山
を
せ
ざ
る
を
え
な
い
ほ
ど
山
笠
当
番
町
を
苦
し
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。

昭
和
七
（
一
九
三
二
）
年
に
は
、
前
年
と
同
じ
三
流
が
据
え
山
を
建
て
、
残

り
の
三
流
が
釣
り
山
（
土
居
町
流
と
洲
崎
町
流
）
な
い
し
舁
き
山
（
石
堂
町
流
）

を
建
て
、
追
い
山
は
や
は
り
後
者
の
三
流
の
み
が
お
こ
な
っ
た
。
昭
和
八
、九

（
一
九
三
三
、三
四
）
年
に
は
、
流
舁
き
を
お
こ
な
っ
た
流
は
あ
っ
た
が
追
い
山
は
中
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止
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
昭
和
九
（
一
九
三
四
）
年
の
東
町
流
に
至
っ
て
は
、
据
え
山

ど
こ
ろ
か
い
か
な
る
形
式
の
山
笠
も
建
設
し
な
か
っ
た
。
追
い
山
の
中
止
に
留
ま
ら

ず
、
山
笠
行
事
に
ま
っ
た
く
参
加
で
き
な
い
流
も
出
る
ほ
ど
事
態
は
悪
化
し
た（

（（
（

。

と
こ
ろ
で
博
多
港
の
整
備
・
拡
張
を
目
指
し
て
明
治
三
三
（
一
九
〇
〇
）
年
五
月

に
着
工
し
た
博
多
湾
の
埋
立
は
明
治
四
一
（
一
九
〇
八
）
年
一
〇
月
に
竣
工
し
た

が
、
こ
れ
は
不
充
分
な
も
の
だ
っ
た
。
そ
こ
で
昭
和
初
期
に
な
る
と
こ
れ
を
さ
ら
に

継
続
す
べ
く
三
期
に
分
け
て
修
築
工
事
が
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
に
決
ま
っ
た
。
昭
和

六
（
一
九
三
一
）
年
五
月
、
六
年
後
の
竣
工
を
目
指
し
て
第
一
期
修
築
事
業
が
起
工

さ
れ
た
。
工
事
も
終
盤
を
迎
え
た
昭
和
一
一
（
一
九
三
六
）
年
三
月
二
五
日
か
ら
五

月
一
三
日
ま
で
、
博
多
築
港
記
念
大
博
覧
会
が
福
岡
の
海
岸
の
埋
立
地
（
現
在
の
長

浜
）
で
開
催
さ
れ
た
。
主
催
者
は
福
岡
市
で
あ
る
。

こ
の
前
年
の
昭
和
一
〇
（
一
九
三
五
）
年
に
は
三
年
ぶ
り
に
追
い
山
が
お
こ
な
わ

れ
た
が（

（（
（

、
東
町
流
と
石
堂
町
流
は
据
え
山
を
建
て
た
だ
け
で
追
い
山
に
は
参
加
し
な

か
っ
た
。
こ
の
と
き
石
堂
町
流
の
山
笠
当
番
綱
場
町
は
、
明
年
の
博
覧
会
に
自
町
の

据
え
山
を
寄
附
し
た
い
と
福
岡
市
長
久
世
庸
夫
に
申
し
入
れ
、「
快
諾
」
を
得
た
。

そ
し
て
四
流
が
追
い
山
を
終
え
た
あ
と
、
石
堂
町
流
は
据
え
山
を
櫛
田
神
社
に
奉
納

し
た
う
え
で
中
島
橋
か
ら
福
岡
に
舁
き
入
れ
（
櫓
と
飾
り
物
は
取
り
外
し
た
状
態
で

舁
い
た
）、
因
幡
町
の
福
岡
市
役
所
前
ま
で
運
ん
で
市
長
に
引
き
渡
し
た
。
山
笠
が

那
珂
川
を
渡
っ
て
福
岡
に
入
っ
た
の
は
こ
れ
が
初
め
て
の
こ
と
で（

（（
（

、「
博
多
山
笠
の

歴
史
的
福
岡
入
」
と
呼
ば
れ
た
〔
福
岡
市
役
所　

一
九
三
九　

口
絵
〕。
翌
春
、
こ
の

山
笠
は
飾
り
付
け
ら
れ
、
博
覧
会
会
場
に
展
示
さ
れ
た
。
綱
場
町
の
寄
付
の
意
図
に

つ
い
て
は
史
料
に
説
明
が
な
い
の
で
わ
か
ら
な
い
が
、
明
治
四
三
（
一
九
一
〇
）
年

の
共
進
会
の
と
き
と
異
な
り
山
笠
当
番
町
か
ら
福
岡
市
に
話
が
持
ち
込
ま
れ
て
い

る
。
そ
し
て
市
長
は
こ
れ
を
快
諾
し
て
い
る
。
伝
統
工
芸
品
と
し
て
の
据
え
山
の
高

評
価
が
両
者
に
共
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
し
て
祇
園
山
笠
は
博
多

の
祭
礼
で
あ
る
と
い
う
意
識
の
ほ
か
に
福
岡
市
の
祭
礼
で
も
あ
る
と
い
う
意
識
が
、

博
多
の
祭
礼
集
団
の
な
か
に
も
現
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

昭
和
一
一
（
一
九
三
六
）
年
に
は
、
洲
崎
町
流
と
西
町
流
は
舁
き
山
を
、
土
居
町

流
は
釣
り
山
を
建
て
た
も
の
の
、
石
堂
町
流
は
据
え
山
を
建
て
た
の
み
で
山
舁
き
は

お
こ
な
わ
ず
、
東
町
流
と
呉
服
町
流
は
山
笠
を
建
て
な
か
っ
た（

（（
（

。

　

3　

福
岡
市
と
博
多
商
工
会
議
所
か
ら
の
山
笠
当
番
町
へ
の
補
助
金
交
付

明
治
末
期
以
降
、
長
引
く
不
況
の
影
響
で
費
用
面
を
中
心
に
山
笠
当
番
町
の
負
担

が
大
き
く
な
っ
た
。
当
番
割
当
の
改
革
も
進
ま
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
事
態
に
有
効

な
手
が
打
て
な
い
ま
ま
、
祇
園
山
笠
は
衰
退
の
度
を
深
め
て
い
っ
た
。

昭
和
一
二
（
一
九
三
七
）
年
に
至
り
、
当
年
の
西
町
流
山
笠
当
番
釜
屋
町
の
前
町

総
代
柴
藤
柳
多
が
祇
園
山
笠
の
衰
退
に
危
機
感
を
募
ら
せ
、
事
態
の
打
開
に
乗
り
出

し
た（

（（
（

。
柴
藤
の
活
動
に
つ
い
て
は
別
稿
で
も
簡
単
に
触
れ
た
が
〔
宇
野　

二
〇
〇
六

　

三
九
〕、
こ
こ
で
は
さ
ら
に
詳
し
く
み
て
い
く
。

彼
は
ま
ず
、
福
岡
市
会
議
員
た
ち
を
相
手
に
福
岡
市
が
祇
園
山
笠
を
援
助
す
る
よ

う
に
と
猛
運
動
を
展
開
し
た
。
そ
の
結
果
、
博
多
部
選
出
議
員
八
名
の
連
名
で
三
月

八
日
の
市
会
に
「
山
笠
建
設
補
助
ニ
関
ス
ル
建
議
案
」
が
提
出
さ
れ
た
〔
福
岡
市
役

所　

一
九
三
九　

九
八
～
九
九
〕。

こ
れ
を
要
約
す
る
と
、
①
山
笠
当
番
を
勤
め
る
に
は
平
均
四
〇
〇
〇
円
内
外
の
費

用
が
か
か
る
が
、
町
々
の
経
済
力
の
低
下
に
よ
っ
て
そ
の
調
達
が
困
難
に
な
っ
て
い

る
。
②
山
笠
行
事
の
隆
盛
は
観
光
客
の
誘
致
に
繋
が
る
。
③
市
に
よ
っ
て
は
観
光
客

の
誘
致
の
た
め
に
伝
統
的
な
祭
礼
に
た
い
し
て
多
額
の
補
助
金
を
交
付
し
て
い
る
所

も
あ
る
。
④
こ
れ
に
倣
い
、
福
岡
市
は
一
当
番
町
に
五
〇
〇
円
、
計
三
〇
〇
〇
円
の

補
助
金
を
毎
年
交
付
す
べ
き
で
あ
る
。
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。

建
議
案
は
二
五
日
に
満
場
一
致
で
原
案
ど
お
り
可
決
さ
れ
た
。
た
だ
し
こ
れ
が
最

終
決
定
で
は
な
く
、
こ
の
あ
と
「
委
員
附
託
」
と
な
っ
た
。
ど
う
や
ら
そ
こ
で
額
の

見
直
し
が
な
さ
れ
た
ら
し
く
、
実
際
に
交
付
さ
れ
た
の
は
一
八
〇
〇
円
（
一
当
番
町

に
三
〇
〇
円
）
で
あ
っ
た
。
一
方
、「
向
後
モ
毎
年
補
助
金
ノ
交
附
ヲ
受
ク
ル
事
ト

ナ
リ
タ
レ
共
市
ノ
財
源
ノ
関
係
モ
ア
ル
事
故
予
算
編
成
前
ニ
補
助
金
申
請
書
提
出
ノ
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必
要
」
が
あ
る
と
の
指
示
も
出
さ
れ
た
。
こ
こ
に
、
福
岡
市
が
祇
園
山
笠
を
公
的
に

援
助
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
。

次
に
柴
藤
は
博
多
商
工
会
議
所
に
た
い
し
「
山
笠
ハ
観
光
及
産
業
奨
励
、
大
都
市

繁
栄
増
長
ニ
重
大
ナ
ル
意
義
ト
関
聯
ア
ル
ヲ
力
説
シ
、
ソ
ノ
援
助
方
ヲ
申
請
シ
タ
」

結
果
、
商
工
会
議
所
は
六
〇
〇
円
（
一
当
番
町
に
一
〇
〇
円
）
の
補
助
金
を
交
付
す

る
こ
と
に
同
意
し
た
。
こ
の
と
き
商
工
会
議
所
は
「
山
笠
宣
伝
費
」
と
し
て
四
〇
〇

円
を
充
て
る
こ
と
も
決
め
た
。
こ
の
決
定
に
従
い
、
商
工
会
議
所
は
山
笠
当
番
町
の

地
図
な
ど
を
付
し
た
「
宣
伝
ポ
ス
タ
ー
二
千
枚
ヲ
印
刷
シ
市
内
外
郊
外
沿
線
各
地
方

ニ
掲
ゲ
…
…
山
笠
復
興
ヲ
喚
起
シ
観
光
ノ
便
ニ
資
」
し
た
。
こ
の
こ
ろ
に
は
福
岡
市

か
ら
四
方
に
鉄
道
が
延
び
て
お
り
、
福
岡
市
へ
の
観
光
が
容
易
に
な
っ
て
い
た
の

で
、
沿
線
の
住
民
を
観
光
客
と
し
て
今
ま
で
以
上
に
動
員
し
よ
う
と
企
て
た
わ
け
で

あ
る
。

さ
ら
に
柴
藤
は
櫛
田
神
社
か
ら
の
補
助
金
が
有
名
無
実
と
化
し
て
い
る
現
状
（
同

社
か
ら
受
領
し
た
補
助
金
を
、
山
笠
当
番
町
が
同
社
へ
修
繕
費
や
奉
納
金
と
し
て
返

却
す
る
の
が
慣
例
と
な
っ
て
い
た
）
を
批
判
し
、
こ
の
補
助
金
は
当
番
町
が
山
笠
建

設
の
た
め
に
当
然
使
う
べ
き
こ
と
を
六
当
番
町
へ
説
い
た
。
そ
し
て
彼
は
櫛
田
神
社

と
「
数
度
交
渉
ノ
末
、
今
後
ハ
一
番
山
笠
当
番
ガ
交
附
金
八
百
円
ヲ
受
取
リ
各
六
当

番
へ
交
附
ス
ル
事
」
を
再
確
認
し
た
（
一
当
番
町
に
原
則
一
三
三
円
三
三
銭
）。

路
面
電
車
の
営
業
が
始
ま
っ
て
も
実
際
に
山
舁
き
が
そ
の
妨
げ
と
な
る
こ
と
は
あ

ま
り
な
か
っ
た
ら
し
い
。
山
笠
が
時
折
架
空
線
を
切
っ
た
と
い
う
口
頭
伝
承
を
聞
い

た
こ
と
は
あ
る
が
、
大
き
な
事
故
や
混
乱
が
あ
っ
た
と
す
る
文
字
資
料
は
管
見
の
か

ぎ
り
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
前
年
の
博
多
築
港
記
念
大
博
覧
会
に
お
い

て
は
据
え
山
が
展
示
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
流
れ
を
経
て
、
福
岡
市
は
祇
園
山
笠
そ
の

も
の
を
盛
り
立
て
る
べ
く
山
笠
当
番
町
に
補
助
金
を
交
付
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ

る
。
博
多
商
工
会
議
所
も
こ
れ
に
倣
っ
た
。
翌
年
以
降
も
福
岡
市
と
博
多
商
工
会
議

所
お
よ
び
櫛
田
神
社
は
そ
れ
ぞ
れ
同
額
の
補
助
金
を
交
付
し
た（

（（
（

。

明
治
維
新
以
来
、
行
政
は
祇
園
山
笠
に
た
い
し
て
、
近
代
資
本
主
義
に
も
と
づ
く

経
済
構
造
に
反
す
る
と
い
っ
た
批
判
や
、
電
燈
・
電
車
の
登
場
に
よ
っ
て
近
代
化
さ

れ
た
都
市
空
間
の
秩
序
を
乱
す
と
い
っ
た
批
判
を
寄
せ
て
い
た
。
し
か
し
こ
こ
に
至

り
、
福
岡
市
お
よ
び
商
工
会
議
所
は
祇
園
山
笠
が
観
光
資
源
と
し
て
有
益
で
あ
る
と

公
式
に
認
知
し
た
。
負
か
ら
正
へ
と
意
味
づ
け
が
変
化
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て

祇
園
山
笠
は
福
岡
市
か
ら
そ
の
存
続
を
保
証
さ
れ
た
。

し
か
し
福
岡
市
が
祇
園
山
笠
の
存
続
を
保
証
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
実
際
に
存
続

が
可
能
か
ど
う
か
は
別
問
題
で
あ
っ
た
。
昭
和
一
二
（
一
九
三
七
）
年
ご
ろ
の
山

笠
当
番
費
用
の
平
均
が
四
〇
〇
〇
円
前
後
で
あ
っ
た
か
ら
、
三
種
の
補
助
金
の
合
計

五
三
三
円
三
三
銭
は
こ
の
う
ち
一
三
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
た
に
す
ぎ
な
い
。
山

笠
当
番
町
に
と
っ
て
と
う
て
い
充
分
な
額
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
山
笠
当
番
町
は
費

用
徴
収
に
引
き
続
き
苦
し
む
こ
と
に
な
り
、
祇
園
山
笠
の
存
続
は
危
ぶ
ま
れ
た
。

た
だ
し
昭
和
一
二
（
一
九
三
七
）
年
の
祇
園
山
笠
で
は
、
た
ま
た
ま
費
用
徴
収
の

う
ま
く
い
っ
た
当
番
町
が
多
か
っ
た
の
か
、
石
堂
町
流
の
当
番
町
の
み
は
据
え
山
を

建
て
た
が
、
残
る
五
当
番
町
で
は
「
飾
付
舁
山
」
す
な
わ
ち
釣
り
山
を
建
て
ら
れ
た

の
で
本
格
的
な
追
い
山
を
実
施
で
き
た（

（（
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
が
近
代
祇
園
山
笠

の
最
後
の
雄
姿
で
あ
っ
た
。
同
年
七
月
に
始
ま
っ
た
日
中
戦
争
は
長
期
化
し
、
昭
和

一
六
（
一
九
四
一
）
年
一
二
月
に
は
太
平
洋
戦
争
も
始
ま
っ
た
。
戦
時
体
制
下
で

国
民
は
耐
乏
生
活
を
強
い
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
補
助
金
交
付
開
始
後
も
山
笠
当
番
町

は
当
番
費
用
の
調
達
に
苦
し
み
、
据
え
山
し
か
建
て
ら
れ
な
い
町
も
珍
し
く
な
か
っ

た（
（（
（

。そ
れ
で
も
費
用
の
調
達
に
全
力
を
尽
く
し
、
釣
り
山
な
い
し
舁
き
山
を
建
て
て
追

い
山
に
参
加
し
た
当
番
町
も
多
か
っ
た
。
昭
和
一
四
（
一
九
三
九
）
年
に
洲
崎
町
流

の
妙
楽
寺
町
は
三
七
三
三
円
三
〇
銭
の
当
番
費
用
を
集
め
、
三
四
五
八
円
〇
三
銭
を

支
出
し
た（

（（
（

。
昭
和
一
八
（
一
九
四
三
）
年
に
西
町
流
の
古
溪
町
は
三
七
六
二
円
五
二

銭
の
当
番
費
用
を
集
め
、
三
三
九
四
円
七
八
銭
を
支
出
し
た（

（（
（

。
両
町
と
も
追
い
山
に

参
加
し
た
。
戦
時
体
制
下
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
昭
和
一
二
（
一
九
三
七
）
年
以
前
の

当
番
費
用
の
平
均
額
を
大
き
く
下
回
っ
て
い
な
い
の
は
驚
き
で
あ
る
。
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昭
和
一
九
（
一
九
四
四
）
年
ま
で
は
祇
園
山
笠
は
中
止
を
命
ぜ
ら
れ
る
こ
と
も
な

く
、
熱
意
あ
る
当
番
町
の
努
力
も
あ
っ
て
追
い
山
も
か
ろ
う
じ
て
継
続
さ
れ
、
三
種

の
補
助
金
も
交
付
さ
れ
続
け
た
。
し
か
し
昭
和
二
〇
（
一
九
四
五
）
年
六
月
一
九
日

の
ア
メ
リ
カ
軍
に
よ
る
福
岡
市
に
た
い
す
る
空
襲
で
博
多
は
そ
の
六
割
を
焼
失
し
、

祇
園
山
笠
は
中
止
さ
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
補
助
金
の
交
付
も
中
止
さ
れ
た
。

�
祇
園
山
笠
を
存
続
さ
せ
た
、近
代
博
多
に
お
け
る
商
工
業
の
停
滞

近
代
に
は
祇
園
山
笠
の
存
続
に
と
っ
て
危
機
的
な
状
況
が
し
ば
し
ば
生
じ
た
が
、

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
か
ろ
う
じ
て
で
は
あ
る
が
祇
園
山
笠
は
存
続
し
た
。
そ
の

最
大
の
理
由
は
博
多
の
商
工
業
が
近
代
を
通
じ
て
発
展
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

明
治
時
代
を
み
る
と
、
日
清
戦
争
後
の
明
治
二
八
年
か
ら
三
二
年
（
一
八
九
五
～

九
九
）
ご
ろ
が
福
岡
市
の
最
初
の
企
業
勃
興
期
だ
っ
た
。
こ
の
時
期
に
多
数
の
銀
行

や
会
社
が
設
立
さ
れ
た
が
〔
村
瀬
編　

一
九
六
一　

二
二
六
〕、
し
か
し
明
治
三
四
、五

年
（
一
九
〇
一
、〇
二
）
年
の
恐
慌
で
そ
の
多
く
が
整
理
さ
れ
た
。

日
露
戦
争
後
の
短
い
好
況
期
に
再
び
企
業
の
勃
興
を
み
た
が
、
そ
れ
も
長
く
は
続

か
な
か
っ
た
。
明
治
四
五
（
一
九
一
二
）
年
末
の
福
岡
市
と
そ
の
近
接
地
に
あ
っ

た
業
態
別
会
社
数
は
工
業
六
、
商
業
（
銀
行
を
含
む
）
二
七
、
水
陸
運
輸
一
と
、
計

三
四
に
す
ぎ
な
か
っ
た
〔
福
岡
市
役
所
編　

一
九
五
九　

七
〇
四
〕。
会
社
組
織
を
取

る
事
業
者
が
甚
だ
少
な
く
、
個
人
経
営
が
ほ
と
ん
ど
を
占
め
て
い
た
。

同
年
末
の
福
岡
市
と
そ
の
近
接
地
に
あ
っ
た
工
場
の
う
ち
職
工
一
〇
人
以
上
を
有

す
る
も
の
は
計
四
二
で
、
業
態
別
に
み
る
と
絹
織
物
九
、
綿
織
物
一
、
機
械
四
、
鋳

物
二
、
醸
造
八
、
印
刷
七
、
そ
の
他
一
一
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
原
動
機
を
有
す
る

工
場
と
有
さ
な
い
工
場
が
二
一
ず
つ
あ
っ
た
。
こ
の
四
二
の
工
場
に
属
す
る
職
工
は

計
七
五
〇
人
、
職
工
以
外
の
工
場
従
業
員
は
計
二
〇
三
人
で
あ
っ
た
〔
福
岡
市
役
所

編　

一
九
五
九　

七
四
四
～
七
四
五
、八
一
四
。
同
編　

一
九
六
三　

六
八
七
〕。
工
業
会

社
が
六
で
原
動
機
付
き
工
場
が
二
一
と
い
う
の
は
、
会
社
組
織
と
工
場
制
機
械
工
業

が
ま
だ
主
流
と
な
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
よ
り
正
確
に
い
え
ば
、

地
元
の
消
費
を
目
的
と
す
る
製
品
を
手
工
業
か
つ
家
内
工
業
と
い
う
形
で
生
産
す
る

の
が
主
流
で
あ
っ
た
〔
福
岡
市
役
所
編　

一
九
五
九　

七
四
三
〕。

右
に
い
う
絹
織
物
と
は
博
多
織
の
こ
と
で
あ
る
。
博
多
織
は
廃
藩
置
県
に
と
も

な
っ
て
藩
に
よ
る
軒
数
制
限
が
な
く
な
り
、
多
数
の
業
者
の
出
現
を
み
た
。
そ
し
て

製
糸
機
や
織
機
の
導
入
に
よ
っ
て
技
術
革
新
・
品
質
向
上
・
増
産
を
成
し
遂
げ
た
が
、

そ
れ
で
も
職
人
の
技
術
に
頼
る
余
地
が
か
な
り
残
さ
れ
て
お
り
、
大
量
生
産
と
い
う

わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
〔
福
岡
市
役
所
編　

一
九
五
九　

七
五
七
～
七
八
三
〕。
し
か

し
そ
の
後
も
博
多
織
は
福
岡
市
の
主
要
工
業
製
品
の
一
つ
で
あ
り
続
け
た
。

右
の
会
社
数
か
ら
考
え
て
、
明
治
末
期
の
博
多
で
は
依
然
と
し
て
会
社
員
（
工
業

会
社
の
従
業
員
を
含
む
）
が
少
な
く
、
個
人
経
営
の
商
工
業
者
と
、
彼
ら
の
も
と
で

働
く
店
員
・
奉
公
人
・
見
習
い
職
人
が
多
か
っ
た
と
判
断
で
き
る
。
そ
の
た
め
、
祇

園
山
笠
に
参
加
す
る
と
い
う
理
由
で
仕
事
を
容
易
に
休
め
る
者
が
多
か
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
明
治
四
三
（
一
九
一
〇
）
年
に
石
村
虎
吉
は
博
多
の
「
多
数
の
青
年
等
が
」

祇
園
山
笠
の
「
前
後
数
十
日
間
不
生
産
的
に
騒
ぎ
廻
る
」
と
述
べ
て
い
た
が
、
こ
の

よ
う
な
事
態
は
会
社
員
が
少
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
生
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

遠
城
明
雄
は
大
正
一
五
（
一
九
二
六
）
年
度
の
博
多
に
事
業
所
を
置
く
事
業
者

の
営
業
規
模
を
営
業
税
納
額
か
ら
考
察
し
て
い
る
。
該
当
事
業
者
で
営
業
税
納
額

が
二
〇
円
以
上
の
者
は
一
二
五
七
を
数
え
る
が
、
そ
の
う
ち
一
〇
〇
円
以
下
の
者

は
七
四
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。
こ
れ
を
二
〇
円
以
上
三
〇
円
以
下
の
者
に
限
れ

ば
二
五
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
に
も
及
ぶ
。
よ
っ
て
「
零
細
な
経
営
が
多
か
っ
た
と
推
測

さ
れ
る
」。
彼
が
典
拠
と
し
た
の
は
『
福
岡
市
商
工
人
名
録　

第
四
版
』〔
長
田
編　

一
九
二
七
〕
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
そ
も
そ
も
二
〇
円
未
満
の
営
業
税
の
事
業
者
は

掲
載
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
右
に
述
べ
た
の
よ
り
も
さ
ら
に
零
細
な
経
営
を
お
こ

な
っ
て
い
た
事
業
者
は
多
数
存
在
し
た
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
「
営
業
種
別
で
は
食

料
品
、
米
雑
穀
、
魚
類
、
織
物
類
な
ど
が
多
か
っ
た
」
と
い
う
〔
遠
城　

一
九
九
二

　

二
五
～
二
六
〕。
織
物
類
を
除
け
ば
、
食
料
関
係
の
品
々
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
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こ
れ
ら
は
日
持
ち
が
し
な
い
の
で
、博
多
と
そ
の
周
辺
で
消
費
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。

第
四
版
に
続
い
て
出
版
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
『
福
岡
市
商
工
人
名
録
』〔
長
田
編

　

一
九
三
二
。
同
編　

一
九
三
五
。
吉
富
編　

一
九
四
〇
〕を
み
て
も
、昭
和
前
期
に
な
っ

て
も
博
多
の
事
業
者
の
営
業
規
模
と
営
業
種
別
の
特
徴
は
右
記
の
も
の
か
ら
大
き
く

変
化
は
し
て
い
な
い
。

こ
の
特
徴
は
福
岡
市
全
体
に
も
該
当
す
る
。『
福
岡
市
史
』の「
第
二
巻　

大
正
編
」

と
「
第
四
巻　

昭
和
編
前
編
（
下
）」
そ
れ
ぞ
れ
の
「
産
業
」
編
か
ら
〔
福
岡
市
役
所

編　

一
九
六
三　

六
二
九
～
七
六
七
。
同
編　

一
九
六
六　

一
～
二
七
六
〕、
そ
の
こ
と

が
確
認
で
き
る
。
い
ず
れ
の
「
産
業
」
編
に
も
多
数
の
統
計
資
料
が
収
め
ら
れ
て
い

る
の
で
詳
細
は
そ
ち
ら
に
譲
り
、
こ
こ
で
は
主
要
産
業
で
あ
っ
た
商
業
と
工
業
に
つ

い
て
簡
単
に
ま
と
め
て
み
よ
う
。

大
正
時
代
の
福
岡
市
の
商
業
に
つ
い
て
は
「
依
然
市
内
消
費
を
目
的
と
す
る
物
品

販
売
が
主
で
あ
つ
て
、
九
州
な
い
し
本
土
を
舞
台
と
す
る
卸
売
業
に
至
つ
て
は
、
特

産
品
と
一
部
の
日
用
品
を
除
き
、
微
々
と
し
て
振
る
わ
な
か
っ
た
」
と
総
括
さ
れ
て

い
る
〔
福
岡
市
役
所
編　

一
九
六
三　

六
四
三
〕。

工
業
に
つ
い
て
は
大
正
一
五
（
一
九
二
六
）
年
六
月
の
新
聞
記
事
が
引
用
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
工
業
製
品
と
し
て
は
従
来
か
ら
、
博
多
織
、
博
多
人
形
、
博

多
絞
（
紅
絞
）、
清
酒
、
醤
油
、
素
焼
物
、
菓
子
、
農
具
、
文
具
、
刃
物
類
、
人
力

車
な
ど
が
著
名
で
あ
る
が
、
近
年
鉄
工
業
も
勃
興
し
た
と
い
う
。
し
か
し
こ
れ
ら
の

事
業
者
の
「
大
部
分
は
矢
張
り
一
種
の
家
内
工
業
で
、
…
…
所
謂
工
場
組
織
に
よ
る

大
工
場
の
存
在
は
誇
る
に
は
足
り
な
い
。
…
…
本
市
に
は
僅
か
に
数
個
の
大
煙
突
を

見
る
位
で
、
純
然
た
る
工
業
会
社
も
現
在
で
は
、
二
、三
に
止
ま
」
る
と
い
う
〔
福

岡
市
役
所
編　

一
九
六
三　

六
四
〇
〕。
人
力
車
と
鉄
製
品
（
従
来
の
手
工
業
で
は
な

く
機
械
工
業
に
よ
る
生
産
）
を
除
け
ば
、『
石
城
志
』
に
記
さ
れ
て
い
た
江
戸
時
代

の
博
多
の
特
産
品
が
そ
の
ま
ま
福
岡
市
全
体
の
工
業
製
品
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い

る
。
伝
統
的
な
手
工
業
が
工
業
の
中
心
だ
っ
た
と
い
え
る
。
水
上
運
輸
に
つ
い
て
は
、

博
多
港
の
本
格
的
な
修
築
が
進
ま
な
か
っ
た
た
め
に
大
型
船
の
収
容
が
で
き
ず
、
不

振
だ
っ
た
。

昭
和
前
期
に
な
っ
て
も
右
の
様
態
は
さ
ほ
ど
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
福
岡
市
は
大
正

元
（
一
九
二
二
）
年
か
ら
周
辺
町
村
の
合
併
を
開
始
し
、
昭
和
前
期
に
も
こ
れ
を
継

続
し
た
。
そ
の
た
め
市
域
と
人
口
・
戸
数
は
飛
躍
的
に
増
え
た
。
昭
和
八（
一
九
三
三
）

年
末
の
福
岡
市
の
人
口
は
二
七
万
六
五
八
四
で
、
戸
数
は
四
万
九
七
二
一
を
数
え
た

〔
福
岡
市
役
所　

一
九
三
九　

一
二
七
〕。
こ
の
戸
数
を
職
業
別
に
み
る
と
商
業
戸
数
が

一
万
二
八
八
八
と
も
っ
と
も
多
く
、
工
業
戸
数
が
一
万
二
〇
九
三
で
こ
れ
に
続
き
、

公
務
員
と
自
由
業
を
合
わ
せ
た
戸
数
が
七
〇
三
八
と
な
っ
て
い
る
〔
福
岡
市
役
所
編

　

一
九
六
六　

五
〕。

同
じ
く
昭
和
八
（
一
九
三
三
）
年
末
に
お
け
る
会
社
組
織
は
銀
行
も
含
め
て

三
四
六
社
し
か
な
か
っ
た
〔
福
岡
市
役
所
編　

一
九
六
六　

三
〇
〕。
人
口
か
ら
考
え

て
こ
れ
は
か
な
り
少
な
い
数
で
あ
り
、
相
変
わ
ら
ず
個
人
経
営
が
多
か
っ
た
と
い
え

る
。経

済
圏
は
九
州
と
く
に
福
岡
県
内
に
限
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
最
大
の
理
由
は
、
昭

和
一
二
（
一
九
三
七
）
年
三
月
に
博
多
港
の
第
一
期
修
築
事
業
は
成
っ
た
が
、
そ
の

あ
と
大
工
場
が
誘
致
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
「
港
が
で
き
て
も
、
送
る
べ
き
「
物
」

が
な
か
っ
た
」
か
ら
で
あ
る
〔
福
岡
市
役
所
編　

一
九
六
六　

七
七
〕。
そ
の
「
物
」

に
つ
い
て
は
「
近
代
工
業
製
品
よ
り
も
む
し
ろ
特
産
物
に
特
色
が
あ
り
…
…
、
生
産

形
態
か
ら
類
別
す
れ
ば
、
中
・
小
工
業
が
な
お
そ
の
大
部
分
を
占
め
、
用
途
の
類
別

に
従
え
ば
工
芸
品
が
最
も
多
い
」
と
総
括
さ
れ
て
い
る
〔
福
岡
市
役
所
編　

一
九
六
六

　

一
一
五
〕。
製
品
の
ほ
と
ん
ど
が
地
元
向
け
で
あ
っ
た
た
め
、「
福
岡
市
は
い
わ
ゆ

る
生
産
都
市
で
は
な
く
、
む
し
ろ
消
費
都
市
で
あ
」
っ
た
と
結
論
さ
れ
て
い
る
〔
福

岡
市
役
所
編　

一
九
六
六　

一
〕。

市
域
と
人
口
が
増
え
た
た
め
工
場
な
ら
び
に
職
工
な
ど
の
工
場
従
業
員
も
増
え

た
。
昭
和
八
（
一
九
三
三
）
年
末
の
工
場
数
は
二
三
四
、職
工
数
は
八
五
六
四
で
あ
っ

た
〔
福
岡
市
役
所
編　

一
九
六
六　

三
一
〕。
平
均
す
る
と
一
工
場
に
三
六
・
五
九
人
の

職
工
が
い
た
。
し
か
し
市
域
は
増
え
て
も
工
業
用
地
と
工
業
用
水
に
は
充
分
恵
ま
れ
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な
か
っ
た
た
め
、
大
工
場
は
相
変
わ
ら
ず
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
か
っ
た
。
昭
和
一
二

（
一
九
三
七
）
年
一
月
の
時
点
で
市
会
調
査
委
員
が
福
岡
市
所
在
の
工
場
の
う
ち
「
比

較
的
大
工
場
」（
大
工
場
の
定
義
は
無
記
）
で
あ
る
と
認
め
て
い
た
の
は
、
日
本
足

袋
株
式
会
社
福
岡
工
場（

（（
（

と
鐘
淵
紡
績
株
式
会
社
博
多
支
店（

（（
（

の
み
で
あ
っ
た
〔
福
岡
市

役
所
編　

一
九
六
六　

四
八
〕。
両
工
場
が
立
っ
て
い
た
住
吉
町
（
博
多
の
南
隣
）
は

未
開
発
地
が
多
く
、
福
岡
市
の
中
で
は
工
業
用
地
が
比
較
的
豊
富
で
あ
っ
た
。

昭
和
一
〇
（
一
九
三
五
）
年
度
の
福
岡
市
の
工
業
製
品
生
産
高
の
上
位
八

種
を
挙
げ
る
と
、
ゴ
ム
底
靴
が
約
六
一
八
万
二
〇
〇
〇
円
、
印
刷
工
業
が
約

五
五
九
万
一
〇
〇
〇
円
、絹
織
物
お
よ
び
絹
綿
交
織
物
が
約
三
六
八
万
八
〇
〇
〇
円
、

製
綿
お
よ
び
晒
綿
が
約
三
二
九
万
八
〇
〇
〇
円
、
菓
子
類
が
約
二
八
八
万
五
〇
〇
〇

円
、
鉄
製
品
が
約
二
八
〇
万
円
、
綿
製
品
が
約
一
八
五
万
六
〇
〇
〇
円
、
木
工
品

が
約
一
二
六
万
七
〇
〇
〇
円
と
な
っ
て
い
る
〔
福
岡
市
役
所
編　

一
九
六
六　

四
七
～

四
八
〕。
伝
統
工
業
製
品
の
生
産
高
だ
け
が
上
位
を
占
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

鉄
製
品
を
除
け
ば
い
ず
れ
も
軽
工
業
に
属
す
る
製
品
で
あ
る
の
が
目
を
引
く
。
こ
れ

は
、全
国
的
に
は
日
露
戦
争
前
後
に
重
工
業
が
発
達
し
た
（
第
二
次
産
業
革
命
）
が
、

福
岡
市
で
は
昭
和
前
期
に
な
っ
て
も
未
発
達
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
。よ

う
す
る
に
、近
代
を
通
じ
て
、博
多
に
限
っ
て
も
福
岡
市
全
体
で
み
て
も
、商
業
・

工
業
と
も
に
小
規
模
な
経
営
を
お
こ
な
う
事
業
者
が
多
か
っ
た
。
博
多
な
い
し
福
岡

市
と
そ
の
周
辺
地
域
の
消
費
だ
け
で
一
定
の
利
益
は
獲
得
で
き
た
こ
と
、
博
多
港
の

修
築
が
な
か
な
か
進
ま
な
か
っ
た
こ
と
。
こ
の
二
点
に
よ
り
、
近
代
を
通
じ
て
博
多

お
よ
び
福
岡
市
の
多
く
の
商
工
業
者
は
共
同
出
資
や
株
式
発
行
な
ど
に
よ
る
会
社
組

織
の
設
立
に
積
極
的
で
は
な
く
、
販
路
の
拡
大
に
も
熱
心
で
は
な
か
っ
た
。
さ
ら
に

福
岡
市
で
は
工
業
用
地
と
工
業
用
水
が
不
足
し
て
い
た
た
め
、
大
量
生
産
を
お
こ
な

え
る
近
代
的
な
工
業
（
と
り
わ
け
重
工
業
）
の
発
達
も
妨
げ
ら
れ
た
。
一
方
、
博
多

織
に
代
表
さ
れ
る
伝
統
的
な
手
工
業
は
多
少
の
機
械
化
を
伴
い
つ
つ
存
続
し
た
。

近
代
資
本
主
義
経
済
は
近
代
を
通
じ
て
博
多
お
よ
び
福
岡
市
で
は
脆
弱
だ
っ
た
。

そ
の
た
め
博
多
で
は
祇
園
山
笠
に
よ
る
昔
な
が
ら
の
祭
礼
観
光
経
済
の
必
要
性
が
衰

え
な
か
っ
た
。
大
規
模
な
会
社
や
工
場
に
と
っ
て
祭
礼
観
光
経
済
で
得
ら
れ
る
利
潤

の
割
合
は
相
対
的
に
小
さ
か
っ
た
が
、
博
多
で
多
数
を
占
め
た
小
規
模
商
工
業
者
に

と
っ
て
そ
の
割
合
は
大
き
く
、
自
家
の
年
間
経
営
の
一
基
盤
と
な
っ
て
い
た
。
商
工

業
の
近
代
化
・
大
規
模
化
の
停
滞
は
近
代
博
多
の
経
済
的
発
展
を
妨
げ
た
が
、
し
か

し
そ
の
停
滞
こ
そ
が
前
近
代
の
商
工
業
と
結
び
つ
い
て
発
展
し
た
祇
園
山
笠
の
経
済

構
造
を
維
持
し
、
祇
園
山
笠
を
存
続
さ
せ
る
最
大
の
要
因
と
な
っ
た
。

政
府
お
よ
び
福
岡
県
と
福
岡
市
が
望
ん
だ
よ
う
な
商
工
業
の
近
代
化
は
近
代
の
博

多
や
福
岡
市
で
は
進
展
し
な
か
っ
た
。
結
局
、
本
州
に
た
い
す
る
九
州
の
玄
関
口
に

位
置
す
る
県
庁
所
在
地
と
い
う
地
理
的
要
因
と
鉄
道
網
の
発
達
に
よ
っ
て
、
福
岡
市

は
明
治
末
期
ご
ろ
か
ら
九
州
地
方
の
行
政
・
金
融
・
交
通
の
中
心
都
市
と
し
て
発
展

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
明
治
三
六
（
一
九
〇
三
）
年
の
京
都
帝
国
大
学
福
岡
医

科
大
学
の
設
置
（
一
九
一
一
年
、
九
州
帝
国
大
学
と
な
る
）
に
よ
っ
て
、
文
教
都
市

と
し
て
も
発
展
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

お
わ
り
に

近
世
の
祇
園
山
笠
、
と
く
に
山
笠
行
事
は
博
多
の
商
工
業
と
結
び
付
い
て
発
展
し

た
。
博
多
が
中
世
以
来
、
手
工
業
の
盛
ん
な
都
市
で
あ
っ
た
こ
と
が
祭
礼
産
業
と
観

光
産
業
の
基
盤
と
な
っ
た
。
近
世
祇
園
山
笠
の
特
徴
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
山
笠

当
番
町
は
お
も
に
町
内
各
家
か
ら
当
番
費
用
を
調
達
し
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
を
博
多
内

の
祭
礼
産
業
に
支
出
し
た
。
博
多
外
か
ら
来
る
観
光
客
は
博
多
内
の
観
光
産
業
に
金

銭
を
支
出
し
た
。
右
の
祭
礼
観
光
経
済
は
祭
礼
観
光
経
済
と
し
て
完
結
し
て
い
た
わ

け
で
は
な
く
、
博
多
内
部
で
、
そ
し
て
博
多
の
内
部
と
外
部
の
間
で
一
年
を
と
お
し

て
遣
り
取
り
さ
れ
た
利
潤
の
大
き
な
循
環
の
一
部
を
構
成
し
て
い
た
。
福
岡
藩
が
享

保
の
大
飢
饉
後
に
祇
園
山
笠
の
復
興
に
尽
力
し
た
の
は
、
こ
の
循
環
を
再
び
活
性
化

さ
せ
、
も
っ
て
領
国
経
済
を
安
定
さ
せ
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
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し
か
し
明
治
末
期
以
降
は
不
況
が
続
き
、
山
笠
当
番
町
の
当
番
費
用
の
調
達
は
苦

し
く
な
っ
た
。
祭
礼
観
光
経
済
の
最
初
の
段
階
に
動
揺
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

で
も
、
近
代
資
本
主
義
経
済
の
停
滞
に
よ
り
、
祇
園
山
笠
に
頼
ら
ず
と
も
一
年
を
順

調
に
過
ご
せ
る
商
工
業
者
は
博
多
に
は
少
数
し
か
い
な
か
っ
た
た
め
、
博
多
の
町
々

は
山
笠
行
事
を
中
心
と
す
る
祇
園
山
笠
を
続
け
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
こ
れ
が
、
多

く
の
問
題
を
抱
え
な
が
ら
も
近
代
に
祇
園
山
笠
が
存
続
で
き
た
（
山
笠
行
事
を
失
わ

ず
に
存
続
で
き
た
）
最
大
の
要
因
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
や
め
る
に
や
め
ら
れ
な

い
、
自
転
車
操
業
の
状
態
だ
っ
た
。
長
引
く
不
況
の
せ
い
で
観
光
収
益
も
減
少
し
た

は
ず
だ
が
、
祇
園
山
笠
を
や
め
る
よ
り
は
続
け
た
ほ
う
が
多
少
の
利
益
が
得
ら
れ
る

だ
け
ま
し
で
、
そ
こ
で
こ
れ
を
続
け
た
、
と
い
う
話
で
あ
る
。

明
治
三
〇
年
と
四
三
年
（
一
八
九
七
、一
九
一
〇
）
に
は
そ
れ
ぞ
れ
電
力
と
電
車

の
登
場
と
い
う
、
博
多
の
都
市
空
間
を
大
き
く
変
容
さ
せ
る
出
来
事
が
あ
っ
た
。
両

年
と
も
山
笠
行
事
は
中
止
さ
れ
た
が
、
博
多
の
住
民
は
い
ず
れ
も
翌
年
に
は
山
笠
の

形
態
を
変
え
る
こ
と
で
こ
の
騒
動
を
乗
り
切
っ
た
。

明
治
四
三
（
一
九
一
〇
）
年
の
場
合
、
山
笠
行
事
変
形
論
や
山
笠
行
事
廃
止
論
兼

新
行
事
実
施
論
が
新
聞
紙
上
で
展
開
さ
れ
た
。
博
多
出
身
の
有
力
実
業
家
を
含
む
提

案
者
た
ち
は
山
笠
行
事
は
批
判
し
た
が
、
祭
礼
観
光
経
済
そ
の
も
の
を
否
定
し
た
わ

け
で
は
な
い
。山
笠
当
番
町
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
に
当
番
費
用
が
少
額
で
済
む
、

各
種
電
線
の
保
護
と
路
面
電
車
の
運
行
に
支
障
を
来
さ
な
い
、
博
多
の
手
に
す
る
観

光
収
益
が
減
少
し
な
い
、
そ
の
よ
う
に
山
笠
行
事
を
変
形
す
る
、
ま
た
は
そ
の
よ
う

な
新
行
事
を
実
施
す
る
、
と
い
う
議
論
が
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
山
笠
当
番
町
の

負
担
を
軽
減
し
、
近
代
的
に
再
編
さ
れ
た
都
市
空
間
を
保
護
す
る
、
と
い
う
形
で
祇

園
山
笠
を
存
続
さ
せ
、祭
礼
観
光
経
済
を
維
持
し
よ
う
と
彼
ら
は
考
え
た
の
で
あ
る
。

彼
ら
は
祭
礼
観
光
経
済
が
博
多
に
は
ま
だ
な
お
必
要
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
。

竹
沢
尚
一
郎
は
、
同
年
の
山
笠
行
事
が
中
止
さ
れ
た
の
は
、
こ
の
こ
ろ
日
本
に
お

い
て
重
工
業
が
発
達
し
た
た
め
大
量
の
労
働
者
や
技
術
者
が
出
現
し
「
彼
ら
の
居
住

に
適
す
る
よ
う
に
都
市
を
作
り
か
え
る
こ
と
、
都
市
の
新
し
い
管
理
シ
ス
テ
ム
を
作

り
出
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
」
結
果
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
続
け
て
「
博
多

の
内
部
に
、
旧
来
の
都
市
管
理
ソ
フ
ト
と
し
て
の
祭
礼
を
信
奉
す
る
グ
ル
ー
プ
と
」、

渡
辺
与
八
郎
な
ど
の
「
西
欧
近
代
的
な
都
市
管
理
シ
ス
テ
ム
を
尊
重
す
る
グ
ル
ー
プ

と
の
対
立
が
生
ま
れ
て
い
た
」
と
も
述
べ
て
い
る
〔
竹
沢　

一
九
九
八　

九
八
〕。

こ
の
見
解
は
根
本
的
に
誤
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
博
多
で
重
工
業
が
発
達
し
た
と
い

う
事
実
は
な
い
。
次
に
、
渡
辺
与
八
郎
ら
の
主
張
は
大
量
の
労
働
者
や
技
術
者
の
居

住
に
適
す
る
よ
う
な
新
し
い
都
市
管
理
制
度
を
博
多
に
導
入
し
よ
う
と
い
う
も
の
で

は
な
い
。
そ
も
そ
も
当
時
の
博
多
に
は
大
量
の
労
働
者
や
技
術
者
は
い
な
か
っ
た
の

だ
か
ら
。
祇
園
山
笠
は
「
近
代
化
を
急
ぐ
政
府
の
政
策
と
何
ら
か
の
整
合
性
を
も
っ

て
い
た
」
か
ら
存
続
で
き
た
〔
竹
沢　

一
九
九
八　

九
九
〕
の
で
は
な
く
、
商
工
業

の
面
で
博
多
の
近
代
化
が
成
功
し
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
存
続
で
き
た
の
で
あ
る
。

大
正
時
代
か
ら
昭
和
前
期
に
か
け
て
は
、
不
況
に
加
え
て
当
番
割
当
が
町
々
の
現

状
に
そ
ぐ
わ
な
く
な
っ
た
こ
と
、
町
内
戸
数
の
減
少
、
祇
園
山
笠
の
実
施
に
否
定
的

な
転
入
者
が
町
内
に
増
加
し
た
こ
と
、
と
い
っ
た
現
象
が
生
じ
た
町
々
も
あ
り
、
山

笠
当
番
費
用
の
調
達
は
さ
ら
に
困
難
に
な
り
、
祇
園
山
笠
の
存
続
は
危
機
に
瀕
し

た
。
そ
こ
で
福
岡
市
と
博
多
商
工
会
議
所
は
山
笠
当
番
町
に
補
助
金
の
交
付
を
開
始

し
た
が
、
そ
の
額
は
小
さ
く
、
さ
ほ
ど
役
に
は
立
た
な
か
っ
た
。
結
局
、
昭
和
二
〇

（
一
九
四
五
）
年
六
月
の
空
襲
に
よ
り
、
近
代
の
祇
園
山
笠
は
終
焉
を
迎
え
た
。

と
こ
ろ
で
、
祇
園
山
笠
を
実
施
す
る
こ
と
で
博
多
全
体
に
ど
の
程
度
の
観
光
収
益

が
も
た
ら
さ
れ
た
の
か
、
具
体
的
な
額
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
ひ
と
え
に

当
該
事
項
に
言
及
し
た
史
料
が
近
世
に
も
近
代
に
も
見
当
た
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

一
五
日
間
に
お
よ
ぶ
祇
園
山
笠
の
実
施
期
間
中
に
博
多
を
訪
れ
た
観
光
客
の
概
数
が

わ
か
れ
ば
観
光
収
益
の
試
算
も
で
き
る
が
、
そ
れ
を
記
し
た
近
世
史
料
・
近
代
史
料

も
見
当
た
ら
な
い
。

し
か
し
明
治
初
期
か
ら
昭
和
前
期
ま
で
、
博
多
の
居
住
者
・
出
身
者
を
始
め
と
す

る
多
く
の
者
が
そ
の
収
益
の
大
き
さ
と
博
多
の
経
済
活
動
に
お
け
る
重
要
性
を
説
い

て
い
た
。
し
た
が
っ
て
具
体
的
な
金
額
を
記
し
た
史
料
が
見
当
た
ら
な
い
と
い
う
こ
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（
（
）
戦
後
の
山
笠
台
の
新
調
の
頻
度
は
、
聞
き
取
り
調
査
に
よ
れ
ば
概
ね
一
〇
年
に
一
度
だ
そ
う

で
あ
る
。
こ
の
ぐ
ら
い
で
消
耗
が
限
界
に
来
る
と
い
う
。
山
笠
台
に
付
け
る
山
笠
棒
の
ほ
う
は

寿
命
が
長
く
、
新
調
の
頻
度
は
五
、六
〇
年
に
一
度
が
普
通
と
い
う
。
明
治
三
二
（
一
八
九
九
）

年
に
今
日
と
ほ
ぼ
同
じ
構
造
の
山
笠
が
作
ら
れ
山
舁
き
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
（
後

述
）、
こ
の
こ
ろ
か
ら
山
笠
台
と
山
笠
棒
の
新
調
の
頻
度
は
右
の
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
し
か
し
江
戸
時
代
や
明
治
前
期
の
山
笠
は
こ
れ
と
は
構
造
が
違
う
た
め
、
新
調
の
頻
度
も

異
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
に
か
ん
す
る
当
時
の
史
料
が
な
い
た
め
、
詳
細

は
不
明
で
あ
る
。

（
（
）
屏
風
中
の
二
本
の
山
笠
（
図
2
中
段
）
に
は
、「
三
浦
北
条
軍
」
と
「
東
山
」
と
い
う
標
題 

を
記
し
た
札
が
そ
れ
ぞ
れ
立
て
ら
れ
て
い
る
。
毎
年
の
山
笠
番
付
を
検
め
る
と
、
延
宝
二

（
一
六
七
四
）
年
の
山
笠
に
「
三
浦
北
条
軍
法
記
」
と
「
と
う
く
し
山
」
と
い
う
標
題
が
あ
る
〔
落

石　

一
九
六
一　

一
四
九
〕。
こ
の
組
み
合
わ
せ
が
屏
風
の
標
題
の
組
み
合
わ
せ
に
一
番
近
い
。

ま
た
描
か
れ
て
い
る
建
物
の
造
作
は
一
七
世
紀
後
期
ご
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
屏

風
が
同
年
の
祇
園
山
笠
を
同
年
中
か
そ
の
少
し
あ
と
に
描
い
た
も
の
で
あ
る
の
は
明
ら
か
で

あ
る
。

（
（
）
福
岡
県
立
図
書
館
蔵
写
真
版
。

（
（
）
福
岡
藩
で
用
い
ら
れ
た
間
法
は
一
間
を
六
尺
五
寸
と
す
る
京
間
な
の
で
、
一
間
は
約
一
・
九
七

註 と
が
、
本
稿
の
分
析
結
果
を
否
定
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

以
上
、
祭
礼
観
光
経
済
と
い
う
概
念
を
案
出
し
た
う
え
で
、
博
多
の
祇
園
山
笠
を

例
に
そ
の
発
現
の
一
例
を
分
析
し
た
。
も
と
よ
り
こ
れ
と
は
異
な
る
発
現
の
例
も

あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
た
と
え
ば
祭
礼
資
金
が
都
市
外
に
流
出
す
る
度
合
い
が
祇
園

山
笠
よ
り
も
高
か
っ
た
祭
礼
は
あ
り
う
る
。
具
体
的
に
は
手
工
業
の
種
類
や
技
術
の

限
ら
れ
て
い
た
中
小
都
市
が
祭
具
の
製
作
の
一
部
を
近
く
の
大
都
市
の
手
工
業
者
に

注
文
し
た
と
か
、
多
く
の
芸
能
が
出
さ
れ
る
祭
礼
で
他
所
か
ら
芸
能
者
を
大
量
に

雇
っ
た
と
か
、
そ
う
い
っ
た
例
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
明
治
維
新
後
、
商
工
業
の

近
代
化
が
順
調
に
進
ん
で
祭
礼
が
寂
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
例
も
あ
り
う
る
。
今
後

は
ほ
か
の
都
市
祭
礼
を
対
象
に
事
例
研
究
を
重
ね
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、

祭
礼
観
光
経
済
と
い
う
概
念
が
都
市
祭
礼
の
特
徴
と
歴
史
的
変
遷
を
抽
出
す
る
の
に

有
効
で
あ
る
こ
と
は
、
本
稿
で
示
し
え
た
も
の
と
信
ず
る
。

メ
ー
ト
ル
と
な
る
。

（
（
）
飾
り
物
は
常
に
、
以
前
の
飾
り
物
や
同
じ
年
の
他
の
山
笠
の
飾
り
物
と
比
べ
ら
れ
た
か
ら
で

あ
る
。『
祇
園
祭
礼
山
笠
歳
代
記　

全
』（
福
岡
市
総
合
図
書
館
蔵
写
本
）の
安
永
九（
一
七
八
〇
）

年
条
に
は
一
番
山
笠
に
つ
い
て「
此
山
笠
、出
来
、当
代
ニ
不
聞
」と
あ
り
、天
保
五（
一
八
三
四
）

年
の
あ
る
記
録
に
は
「
五
番
山
中
小
路
・
西
門
町
美
麗
な
る
こ
と
限
り
な
し
」
と
あ
る
〔
博
多

山
笠
行
事
記
録
作
成
委
員
会
編　

一
九
七
五　

六
六
〕。

（
（
）
当
時
は
ま
だ
山
木
屋
を
当
番
町
内
の
路
上
に
建
て
て
山
笠
を
保
管
し
て
お
く
と
い
う
慣
習
が

な
か
っ
た
の
で
、
長
雨
で
飾
り
物
が
傷
む
の
を
恐
れ
、
山
舁
き
の
と
き
以
外
は
で
き
る
だ
け
こ

れ
を
取
り
外
し
て
い
た
と
い
う
意
味
。

（
（
）
町
人
が
勤
め
る
町
役
の
最
高
位
を
福
岡
で
は
月
行
司
、
博
多
で
は
年
行
司
と
い
っ
た
。
の
ち

に
福
岡
の
月
行
司
も
年
行
司
と
改
称
さ
れ
た
。

（
（
）
上
田
氏
と
祇
園
山
笠
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
『
博
多
津
要
録
』
所
収
の
宝
暦
四
（
一
七
五
四
）

年
三
月
の
史
料
に
初
見
す
る
〔
原
田
編　

一
九
七
八　

一
一
八
〕。
こ
こ
に
上
田
権
之
丞
と
い

う
人
物
が
出
て
い
る
。
こ
れ
が
あ
る
い
は
主
勝
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

（
（
）「
櫛
田
神
社
文
書
」
一
〇
五
六
。「
櫛
田
神
社
文
書
」
と
「
櫛
田
神
社
文
書
（
2
）」
は
櫛
田
神

社
蔵
だ
が
、
本
稿
で
は
両
者
に
属
す
る
史
料
に
つ
い
て
は
す
べ
て
、
福
岡
市
総
合
図
書
館
蔵
の

写
真
版
を
用
い
る
。

（
10
）「
中
西
毅
藏
資
料
」
五
、
福
岡
市
博
物
館
蔵
。

（
11
）「
祇
園
山
笠
・
松
囃
子　

筑
前
国
博
多
津
行
町
宝
永
録
」（「
石
橋
源
一
郎
資
料
（
追
加
分
）」

二
〇
二
八
、
福
岡
市
博
物
館
蔵
）。

（
12
）
延
宝
二
（
一
六
七
四
）
年
の
飢
饉
の
さ
い
に
は
、
お
そ
ら
く
春
ご
ろ
か
ら
、
遠
賀
郡
と
鞍
手

郡
よ
り
多
く
の
農
民
が
福
岡
と
博
多
に
入
り
込
ん
で
乞
食
を
し
、
秋
ま
で
留
ま
っ
た
（
鶴
田
自

反
著
『
博
多
之
記
』、
九
州
大
学
文
学
部
蔵
写
本
）。
享
保
一
七
（
一
七
三
二
）
年
の
大
飢
饉
の

さ
い
に
は
、
七
月
中
旬
か
ら
早
良
郡
な
ど
近
郷
よ
り
多
く
の
農
民
が
博
多
に
乞
食
に
来
、
一
〇

月
下
旬
に
も
ま
だ
留
ま
っ
て
い
た
〔
津
田
・
津
田　

一
九
七
七　

巻
之
一
二
〕。

（
13
）
明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
に
松
囃
子
を
実
施
し
た
と
い
う
記
事
は
「
松
囃
子
山
笠
記
録　

肆
」

（「
櫛
田
神
社
文
書
」
一
〇
〇
四
―
四
―
一
）
の
同
年
条
に
は
み
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
「
松
囃
子

稚
児
記
録
」（「
石
橋
源
一
郎
資
料
（
追
加
分
）」
二
〇
五
二
、
福
岡
市
博
物
館
蔵
）
で
は
明
治

三
（
一
八
七
〇
）
年
条
の
次
に
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
条
が
来
て
い
る
。
そ
し
て
後
者
の
条

に
は
、
ほ
ん
ら
い
明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
に
児
当
番
と
い
う
役
を
勤
め
る
は
ず
だ
っ
た
金
屋

小
路
町
が
児
当
番
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
以
上
か
ら
、
明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
の
松
囃
子

は
中
止
と
な
っ
た
と
断
定
で
き
る
。

（
14
）
明
治
二
（
一
八
六
九
）
年
一
二
月
に
町
役
所
は
「
司
民
局
司
市
曹
」
と
名
を
変
え
て
い
た
〔
石

瀧　

一
九
八
九　

五
〇
～
五
二
〕。
市
井
方
御
役
所
と
は
こ
れ
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
15
）「
松
囃
子
山
笠
記
録　

肆
」
明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
条
所
収
。

（
16
）　

相
撲
奉
納
に
つ
い
て
は
こ
の
願
書
を
最
後
に
史
料
に
み
え
な
く
な
る
。
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加
で
き
な
い
三
流
に
つ
い
て
は
、
厨
子
町
流
一
一
二
六
円
五
五
銭
、
岡
流
一
六
一
三
円
一
〇
銭
、

浜
流
九
三
六
円
三
〇
銭
で
あ
る
。
明
治
後
期
に
成
立
し
た
築
港
流
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

（
33
）
本
段
の
記
述
は
〔
遠
城　

一
九
九
二　

二
八
～
二
九
。
同　

一
九
九
四　

三
五
七
〕
に
よ
る
。

（
34
）
本
段
の
記
述
は「
櫛
田
神
社
記
録
」
明
治
四
三（
一
九
一
〇
）
年
二
月
二
四
日
条
、四
月
四
日
条
、

五
月
九
日
条
に
よ
る
。

（
35
）
昭
和
四
（
一
九
二
九
）
年
、
大
濠
公
園
と
な
る
。

（
36
）
本
段
の
記
述
は
「
櫛
田
神
社
記
録
」
明
治
四
三
（
一
九
一
〇
）
年
六
月
三
〇
日
条
、
七
月
一

日
条
に
よ
る
。

（
3（
）
前
日
付
の
紙
面
に
「
博
多
山
笠
廃
止
に
決
す
」
と
い
う
記
事
が
あ
る
。

（
3（
）『
福
岡
日
日
新
聞
』
一
九
一
〇
年
七
月
一
六
日
付
。

（
39
）『
福
岡
日
日
新
聞
』
一
九
一
〇
年
七
月
一
二
日
付
。

（
40
）「
櫛
田
神
社
記
録
」
明
治
四
三
（
一
九
一
〇
）
年
七
月
一
五
日
条
。

（
41
）「
西
町
流
山
笠
棒
調
製
記
録
并
ニ
受
授
手
続
申
合
規
則　

続
」（「
櫛
田
神
社
文
書
」
一
〇
三
九

―
二
）
の
昭
和
八
（
一
九
三
三
）
年
条
以
下
に
「
飾
付
舁
山
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
据

え
山
の
ほ
う
は
「
飾
付
据
山
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
石
堂
町
流
で
作
成
さ
れ
た
「
山
笠
記
録
」 

（「
櫛
田
神
社
文
書
（
2
）」
八
五
一
―
一
）
の
昭
和
七
（
一
九
三
二
）
年
条
以
下
に
は
、
釣
り

山
を
指
し
て「
据
山　

舁
山
」な
ど
と
記
さ
れ
て
い
る
。
据
え
置
き
時
の
釣
り
山
を「
据
え
山
」、

山
舁
き
時
の
釣
り
山
を
「
舁
き
山
」
と
称
し
、
両
者
を
そ
の
ま
ま
繋
げ
て
釣
り
山
の
名
称
と
し

て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
考
え
る
と
、
あ
る
い
は
釣
り
山
と
い
う
名
称
は
戦
前
に
は
一

般
的
で
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
42
）「
櫛
田
神
社
記
録
」
明
治
四
四
（
一
九
一
一
）
年
七
月
一
日
条
。

（
43
）
太
い
半
袖
に
短
い
丈
の
木
綿
製
の
法
被
。
山
舁
き
中
に
沿
道
か
ら
浴
び
せ
か
け
ら
れ
る
水
を

よ
く
吸
収
す
る
。
今
日
で
も
使
用
さ
れ
て
い
る
。

（
44
）
ち
な
み
に
水
法
被
の
登
場
以
前
か
ら
当
番
法
被
（
長
法
被
）
と
呼
ば
れ
る
法
被
が
存
在
し
て

い
た
。
幕
末
・
明
治
初
期
に
は
「
当
番
町
ノ
若
者
及
ヒ
中
ウ
年
子
供
ニ
至
ル
迄
町
中
揃
ヒ
ノ
ハ

ツ
ピ
ヲ
着
」
て
い
た
が
〔
山
崎
編　

一
九
一
〇　

三
二
〕、
こ
れ
が
当
番
法
被
で
あ
る
。
山
笠

当
番
年
に
山
笠
当
番
町
の
み
が
新
調
す
る
の
で
当
番
法
被
と
い
い
、
祇
園
山
笠
期
間
中
、
祭
礼

参
加
者
の
普
段
着
お
よ
び
寄
合
な
ど
の
さ
い
の
礼
服
と
し
て
着
用
さ
れ
る
。
つ
ま
り
山
舁
き
の

さ
い
に
は
着
用
さ
れ
な
い
。
幕
末
・
明
治
初
期
の
当
番
法
被
の
形
態
は
不
明
だ
が
、
各
種
の
写

真
を
み
る
と
明
治
中
期
に
は
太
い
半
袖
に
長
い
丈
の
縦
絣
の
織
物
で
、
今
日
と
同
様
の
形
態
で

あ
る
。

（
45
）『
福
岡
日
日
新
聞
』
一
九
二
〇
年
七
月
一
〇
日
付
。

（
46
）
町
総
代
は
概
ね
藩
政
期
の
町
年
寄
に
相
当
す
る
役
職
で
、
近
現
代
の
博
多
各
町
の
中
心
。
町

総
代
会
は
各
流
の
町
総
代
た
ち
の
寄
合
で
あ
る
。

（
4（
）『
福
岡
日
日
新
聞
』
一
九
二
〇
年
七
月
三
日
付
。

（
4（
）
本
段
の
記
述
は
「
西
町
流
山
笠
棒
調
製
記
録
并
ニ
受
授
手
続
申
合
規
則　

続
」
大
正
一
五

（
1（
）「
松
囃
子
山
笠
記
録　

肆
」
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
条
。

（
1（
）
以
下
、
本
稿
で
は
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
一
月
以
降
の
記
述
に
つ
い
て
は
新
暦
表
記
を
基

本
と
す
る
。
断
り
の
な
い
月
日
は
す
べ
て
新
暦
で
あ
る
。

（
19
）
竹
沢
尚
一
郎
は
松
方
財
政
（
一
八
八
一
～
八
六
ご
ろ
）
を
念
頭
に
「
重
税
と
デ
フ
レ
の
政
策

に
よ
っ
て
国
民
生
活
が
大
打
撃
を
受
け
、
民
衆
の
不
満
が
爆
発
し
そ
う
に
な
っ
た
一
八
八
三
年

に
な
る
と
、
山
笠
も
よ
う
や
く
再
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
〔
竹
沢　

一
九
九
八  

　

九
六
〕。
民
衆
の
不
満
を
逸
ら
す
た
め
に
県
ま
た
は
警
察
署
が
山
笠
行
事
の
再
興
を
許
可
し

た
と
い
い
た
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
し
か
し
こ
の
見
解
を
裏
付
け
る
史
料
は
な
い
。

（
20
）
こ
の
記
事
と
ほ
ぼ
同
じ
主
旨
の
記
事
が
『
福
陵
新
報
』
明
治
二
六
（
一
八
九
三
）
年
七
月

二
六
日
付
に
「
某
高
等
官
の
山
笠
談
」
と
し
て
載
っ
て
い
る
。
明
治
二
〇
年
代
に
は
、
博
多
に

と
っ
て
祇
園
山
笠
を
中
核
と
す
る
経
済
構
造
が
有
効
で
あ
る
こ
と
が
、
一
部
の
地
方
官
に
も
認

識
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。

（
21
）
許
可
書
に
年
次
の
記
載
は
な
い
が
、
橋
詰
は
こ
れ
を
再
興
後
ま
も
な
い
こ
ろ
に
出
さ
れ
た
も

の
と
説
明
し
て
い
る
。
そ
こ
で
明
治
中
期
に
八
月
五
日
が
旧
六
月
一
五
日
に
相
当
す
る
年
を
探

す
と
明
治
一
七
（
一
八
八
四
）
年
だ
け
な
の
で
、
許
可
書
が
こ
の
年
に
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

と
わ
か
る
。
な
お
、
こ
れ
以
後
も
山
笠
行
事
実
施
の
許
可
は
福
岡
警
察
署
が
出
し
て
い
る
。

（
22
）『
福
陵
新
報
』
一
八
九
一
年
七
月
一
一
日
付
。

（
23
）『
山
笠
記
』（
山
崎
藤
四
郎
著
、福
岡
県
立
図
書
館
蔵
写
真
版
）
明
治
一
六
（
一
八
八
三
）
年
条
。

（
24
）
本
段
の
記
述
は
『
山
笠
記
』
の
明
治
一
九
（
一
八
八
六
）
年
条
か
ら
同
二
二
（
一
八
八
九
）

年
条
に
よ
る
。

（
25
）
本
段
の
記
述
は
以
下
に
よ
る
。『
福
岡
日
日
新
聞
』
一
八
九
一
年
五
月
二
〇
日
付
、
五
月
二
一

日
付
、
五
月
二
三
日
付
、
六
月
二
〇
日
付
、
六
月
二
三
日
付
。『
福
陵
新
報
』
一
八
九
一
年
六

月
四
日
付
、
六
月
七
日
付
、六
月
二
〇
日
付
、六
月
二
一
日
付
、七
月
二
日
付
、七
月
二
一
日
付
。

（
26
）『
福
陵
新
報
』
一
八
九
三
年
六
月
三
日
付
に
「
博
多
人
が
山
笠
熱
よ
り
電
燈
会
社
の
設
立
を
拒

み
、
為
め
に
熊
本
市
に
先
鞭
を
着
ら
れ
た
り
」
と
あ
る
。
電
燈
線
が
普
通
の
高
さ
に
張
ら
れ
る

と
山
笠
の
高
さ
を
損
な
う
と
い
う
理
由
で
、
博
多
の
住
民
は
電
燈
会
社
の
設
立
に
抵
抗
し
て
い

た
の
で
あ
る
。
し
か
し
抵
抗
空
し
く
つ
い
に
電
燈
会
社
は
設
立
さ
れ
、
普
通
の
高
さ
に
電
燈
柱

と
電
燈
線
が
設
置
さ
れ
た
。

（
2（
）『
福
岡
日
日
新
聞
』
一
八
九
八
年
六
月
三
〇
日
付
。

（
2（
）
こ
の
年
の
五
月
、『
福
陵
新
報
』
は
『
九
州
日
報
』
と
改
称
し
て
い
た
。

（
29
）『
九
州
日
報
』一
八
九
八
年
七
月
二
三
日
付
。『
福
岡
日
日
新
聞
』一
八
九
八
年
七
月
三
〇
日
付
。

（
30
）「
山
笠
銭
出
入
控
帳
」
に
こ
の
用
例
が
み
え
る
。

（
31
）「
西
町
流
山
笠
棒
調
製
記
録
并
ニ
受
授
手
続
申
合
規
則
」（「
櫛
田
神
社
文
書
」
一
〇
三
九
―
一
）

明
治
三
二
（
一
八
九
九
）
年
条
。

（
32
）「
櫛
田
神
社
記
録
」（「
櫛
田
神
社
文
書
」
六
一
七
―
一
）
の
明
治
四
五
（
一
九
一
二
）
年
条
に

続
い
て
記
さ
れ
て
い
る
「
拡
張
保
存
寄
付
金
収
入
ノ
部
」
に
よ
る
。
な
お
祇
園
山
笠
に
正
式
参
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（
一
九
二
六
）
年
条
に
よ
る
。

（
49
）
た
と
え
ば
昭
和
一
四
（
一
九
三
九
）
年
に
は
一
三
三
円
ず
つ
が
交
付
さ
れ
、
昭
和
一
八

（
一
九
四
三
）
年
に
は
一
三
三
円
三
〇
銭
ず
つ
が
交
付
さ
れ
た
。
前
者
は
当
年
の
洲
崎
町
流
の

山
笠
当
番
妙
楽
寺
町
が
作
成
し
た
「
山
笠
決
算
報
告
書
（
十
二
月
現
在
）」（「
石
橋
源
一
郎
資

料
（
追
加
分
）」
二
〇
一
二
、
福
岡
市
博
物
館
蔵
）
に
よ
る
。
後
者
は
当
年
の
西
町
流
の
山
笠

当
番
古
溪
町
が
作
成
し
た
「
昭
和
十
七
年　

山
笠
諸
入
費
控
帳　

五
番
山
笠
当
番　

古
溪
町
」

（「
西
頭
資
料
」
一
六
―
一
、
福
岡
市
総
合
図
書
館
蔵
）
に
よ
る
。

（
50
）『
九
州
日
報
』
一
九
二
〇
年
一
月
三
〇
日
付
記
事
「
福
岡
市
の
洋
館
街
」、
同
紙
一
九
二
六
年

五
月
二
六
日
付
記
事
「
福
岡
市
の
銀
行
街
」。

（
51
）
山
舁
き
の
さ
い
、
山
笠
台
の
前
後
に
座
っ
て
舁
き
手
な
ど
に
指
示
を
出
す
「
台
上
が
り
」
と

い
う
重
要
な
役
割
が
あ
る
。
明
治
生
ま
れ
の
多
数
の
古
老
に
た
い
す
る
聞
き
取
り
調
査
の
結

果
、
か
つ
て
は
若
者
組
が
勤
め
て
い
た
台
上
が
り
を
中
年
組
が
勤
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
明

治
時
代
以
後
の
こ
と
と
推
測
さ
れ
て
い
る
〔
博
多
山
笠
行
事
記
録
作
成
委
員
会
編　

一
九
七
五

　

一
四
〕。
こ
れ
も
あ
る
い
は
、
若
者
の
流
出
の
進
ん
だ
結
果
か
も
し
れ
な
い
。

（
52
）「
山
笠
記
録
」
昭
和
六
（
一
九
三
一
）
年
条
。

（
53
）
本
段
の
記
述
は
お
も
に
「
西
町
流
山
笠
棒
調
製
記
録
并
ニ
受
授
手
続
申
合
規
則　

続
」
の
昭

和
七
、八
、九
年
（
一
九
三
二
、三
三
、三
四
）
条
と
、「
山
笠
記
録
」
の
同
じ
三
年
間
の
条
に
よ
る
。

（
54
）
以
下
と
く
に
断
り
の
な
い
限
り
、
当
年
の
話
は
「
山
笠
記
録
」
昭
和
一
〇
（
一
九
三
五
）
年

条
に
よ
る
。

（
55
）
福
岡
に
限
ら
ず
山
笠
が
博
多
の
外
に
出
た
こ
と
自
体
が
初
め
て
で
あ
っ
た
。

（
56
）「
西
町
流
山
笠
棒
調
製
記
録
并
ニ
受
授
手
続
申
合
規
則　

続
」
昭
和
一
一
（
一
九
三
六
）
年
条
。

「
山
笠
記
録
」
同
年
条
。

（
5（
）
以
下
と
く
に
断
り
の
な
い
限
り
、
当
年
の
話
は
「
西
町
流
山
笠
棒
調
製
記
録
并
ニ
受
授
手
続

申
合
規
則　

続
」
昭
和
一
二
（
一
九
三
七
）
年
条
に
よ
る
。

（
5（
）「
山
笠
記
録
」
昭
和
一
四
（
一
九
三
九
）
年
条
に
、
当
年
の
石
堂
町
流
の
山
笠
当
番
中
間
町
が

次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
福
岡
市
と
博
多
商
工
会
議
所
か
ら
の
補
助
金
交
付
は
二
箇
年
と
限

ら
れ
て
い
た
の
で
、
当
年
は
六
当
番
町
が
揃
っ
て
こ
れ
ま
で
ど
お
り
の
「
補
助
金
交
付
方
ヲ
申

請
運
動
ノ
結
果
幸
ヒ
ニ
シ
テ
予
算
編
成
に
繰
リ
込
ミ
ヲ
得
テ
」
福
岡
市
か
ら
一
八
〇
〇
円
、
博

多
商
工
会
議
所
か
ら
六
〇
〇
円
を
受
領
し
た
と
。

　
　
　
「
西
町
流
山
笠
棒
調
製
記
録
并
ニ
受
授
手
続
申
合
規
則　

続
」
の
昭
和
一
二
（
一
九
三
七
）

年
条
に
は
、
市
と
商
工
会
議
所
が
補
助
金
交
付
を
二
箇
年
に
限
っ
た
と
い
う
話
は
書
か
れ
て
い

な
い
。
そ
し
て
中
間
町
以
下
の
当
番
町
が
市
に
た
い
し
て
お
こ
な
っ
た
申
請
は
、
市
が
二
年
前

に
指
示
し
た
交
付
申
請
手
続
き
と
同
様
の
も
の
に
み
え
る
。
さ
ら
に
当
番
諸
町
の
申
請
に
た
い

し
、
市
も
商
工
会
議
所
も
特
段
の
決
議
も
な
し
に
こ
れ
を
認
め
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
考

え
て
、
市
と
当
番
諸
町
の
間
に
は
、
そ
し
て
商
工
会
議
所
と
当
番
諸
町
の
間
に
も
、
補
助
金
交

付
の
有
効
期
間
は
二
年
間
で
あ
る
が
、
双
方
に
異
議
が
な
け
れ
ば
こ
れ
を
延
長
す
る
と
い
う
取

り
決
め
が
昭
和
一
二
（
一
九
三
七
）
年
の
段
階
で
締
結
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
59
）「
西
町
流
山
笠
棒
調
製
記
録
并
ニ
受
授
手
続
申
合
規
則　

続
」
昭
和
一
二
（
一
九
三
七
）
年
条
。

（
60
）
た
と
え
ば
「
西
町
流
山
笠
棒
調
製
記
録
并
ニ
受
授
手
続
申
合
規
則　

続
」
に
よ
る
と
、
昭
和

一
三
年
と
一
四
年
（
一
九
三
八
、三
九
）
に
は
、
い
ず
れ
も
据
え
山
二
本
と
釣
り
山
四
本
が
建

て
ら
れ
て
い
る
。

（
61
）「
山
笠
決
算
報
告
書（
十
二
月
現
在
）」。こ
の
と
き
の
妙
楽
寺
町
の
山
笠
は
釣
り
山
で
あ
っ
た
旨
、

「
西
町
流
山
笠
棒
調
製
記
録
并
ニ
受
授
手
続
申
合
規
則　

続
」
昭
和
一
四
（
一
九
三
九
）
年
条

に
記
さ
れ
て
い
る
。

（
62
）「
昭
和
十
七
年　

山
笠
諸
入
費
控
帳　

五
番
山
笠
当
番　

古
溪
町
」。
こ
の
と
き
の
古
溪
町
の

山
笠
は
舁
き
山
で
あ
っ
た
旨
、「
山
笠
準
備
控
帳
」（「
西
頭
資
料
」
一
五
―
一
、
福
岡
市
総
合

図
書
館
蔵
）
に
記
さ
れ
て
い
る
。

（
63
）
福
岡
市
住
吉
町
簑
島
に
昭
和
三
（
一
九
二
八
）
年
一
〇
月
に
設
立
。
本
社
は
福
岡
県
久
留
米

市
に
あ
り
、
大
正
七
（
一
九
一
八
）
年
の
設
立
。
社
長
は
石
橋
重
太
郎
、
専
務
は
弟
の
正
二
郎

（
の
ち
に
ブ
リ
ヂ
ス
ト
ン
タ
イ
ヤ
を
創
業
）。
日
本
足
袋
は
近
代
的
な
機
械
設
備
を
有
す
る
本
社

工
場
で
足
袋
と
ゴ
ム
底
靴
（
ズ
ッ
ク
）
の
大
量
生
産
を
お
こ
な
い
、
日
本
屈
指
の
足
袋
会
社
の

一
つ
と
な
っ
て
い
た
。
大
正
一
二
（
一
九
二
三
）
年
、張
り
付
け
式
ゴ
ム
底
足
袋
（
地
下
足
袋
）

の
製
造
を
開
始
。
こ
れ
は
労
務
者
の
履
き
物
と
し
て
草
鞋
に
取
っ
て
代
わ
り
、
急
速
に
全
国
に

普
及
し
た
。
売
上
が
拡
大
し
た
た
め
本
社
工
場
が
手
狭
に
な
り
、
簑
島
に
敷
地
三
万
余
坪
を
購

入
し
、
大
工
場
を
建
て
た
〔
福
岡
市
役
所
編　

一
九
六
六　

一
三
七
～
一
四
一
〕。

　
　
　

地
下
足
袋
の
発
明
は
祇
園
山
笠
に
も
影
響
を
与
え
た
。
文
政
一
三
（
一
八
三
〇
）
年
作
成
の

山
笠
絵
馬
〔
田
坂　

一
九
九
四　

四
〇
所
収
〕
な
ど
か
ら
、
江
戸
時
代
の
山
舁
き
は
裸
足
で
な

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
明
治
時
代
の
博
多
の
道
路
は
江
戸
時
代
と
同
じ
く
未
舗
装

で
、
こ
の
こ
ろ
に
も
基
本
的
に
は
裸
足
で
山
舁
き
を
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
地
下

足
袋
の
発
明
に
よ
り
、
大
正
末
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
は
山
舁
き
に
こ
れ
を
履
く
の
が
普

通
に
な
っ
た
。
大
正
一
〇
年
か
ら
一
二
年
（
一
九
二
一
～
二
三
）
に
か
け
て
、
福
岡
市
・
福
岡

県
・
地
元
有
志
の
出
資
に
よ
っ
て
博
多
の
道
路
は
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
ま
た
は
木
煉
瓦
で
舗
装
さ
れ

た〔
咲
山　

一
九
八
〇　

八
七
～
九
一
〕。
舗
装
道
路
は
裸
足
で
は
走
り
づ
ら
い
こ
と
も
手
伝
っ

て
、
山
舁
き
の
さ
い
に
裸
足
が
地
下
足
袋
に
替
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
ら
し
い
。
な
お
明
治
末
期

か
ら
大
正
初
期
に
か
け
て
、
山
舁
き
の
さ
い
に
脚
絆
が
着
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
〔
博

多
山
笠
行
事
記
録
作
成
委
員
会
編　

一
九
七
五　

二
〇
〕。
地
下
足
袋
と
脚
絆
は
今
日
で
も
山

舁
き
に
着
用
さ
れ
て
い
る
。

（
64
）
前
身
は
明
治
二
九
（
一
八
九
六
）
年
九
月
に
設
立
さ
れ
た
博
多
絹
綿
紡
績
株
式
会
社
の
工
場

で
あ
る
。
同
社
は
福
岡
市
住
吉
町
向
島
で
一
万
坪
の
工
場
用
地
を
買
収
し
生
産
を
開
始
し
た
。

し
か
し
数
年
で
経
営
不
振
に
陥
り
、
明
治
三
五
（
一
九
〇
二
）
年
一
二
月
、
東
京
府
に
本
部
を

置
く
鐘
淵
紡
績
（
カ
ネ
ボ
ウ
）
に
合
併
さ
れ
た
。
そ
れ
に
と
も
な
い
、
工
場
は
そ
の
ま
ま
鐘
淵

紡
績
の
博
多
支
店
と
な
っ
た
〔
村
瀬
編　

一
九
六
一　

二
二
六
〕。
こ
れ
は
福
岡
市
に
お
け
る
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明
治
三
〇
年
代
半
ば
の
企
業
整
理
の
代
表
例
で
あ
る
。
な
お
鐘
淵
紡
績
は
大
正
末
期
か
ら
昭
和

初
期
に
か
け
て
業
績
を
伸
ば
し
、
日
本
の
六
大
紡
績
会
社
の
一
つ
と
な
っ
て
い
た
。

引
用
・
参
照
文
献

※
発
行
年
の
直
後
の
丸
括
弧
内
は
そ
の
文
献
の
成
稿
年
で
あ
る
。

石
瀧
豊
美　

一
九
八
九
「
廃
藩
置
県
と
福
岡
―
―
明
治
初
年
の
藩
政
改
革
を
中
心
に
」
西
日
本
文
化

協
会
編
『
福
岡
県
史　

近
代
研
究
編　

各
論
（
一
）』
福
岡
県

井
上
精
三　

一
九
八
四
『
ど
ん
た
く
・
山
笠
・
放
生
会
』
葦
書
房

宇
野
功
一　

二
〇
〇
五
「
近
世
博
多
祇
園
山
笠
に
お
け
る
当
番
町
制
度
と
当
番
費
用
徴
収
法
」『
国

立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
一
二
一

宇
野
功
一　

二
〇
〇
六
「
近
代
博
多
に
お
け
る
個
別
町
の
社
会
構
造
と
祇
園
山
笠
経
営
―
―
昭
和

一
〇
年
代
の
西
町
流
古
溪
町
を
例
に
」『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
一
二
五

宇
野
功
一　

二
〇
〇
七
「
儀
礼
、
歴
史
、
起
源
伝
承
―
―
博
多
祇
園
山
笠
に
か
ん
す
る
一
考
察
」『
国

立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
一
三
六

落
石
栄
吉　

一
九
六
一
『
博
多
祇
園
山
笠
史
談
』
博
多
祇
園
山
笠
振
興
会

遠
城
明
雄　

一
九
九
二
「
都
市
空
間
に
お
け
る
「
共
同
性
」
と
そ
の
変
容
―
―
一
九
一
〇
～
三
〇
年

代
の
福
岡
市
博
多
部
」『
人
文
地
理
』
四
四
―
三

遠
城
明
雄　

一
九
九
四
「
都
市
に
お
け
る
消
費
問
題
と
社
会
政
策
―
―
一
九
二
〇
年
代
の
福
岡
県
を

事
例
に
し
て
」『
九
州
文
化
史
研
究
所
紀
要
』
三
九

貝
原
益
軒　

一
九
八
〇
（
一
七
〇
九
）
伊
東
尾
四
郎
校
訂
『
筑
前
国
続
風
土
記
』
文
献
出
版

九
州
文
化
史
研
究
所
史
料
集
刊
行
会
編　

一
九
九
八
『
福
岡
藩　

寛
文
・
延
宝
期
御
用
帳
』
九
州
文

化
史
研
究
所
史
料
集
刊
行
会

斉
藤
照
徳　

二
〇
〇
七
「
江
戸
の
職
人
と
天
下
祭
」
都
市
と
祭
礼
研
究
会
編
『
天
下
祭
読
本
』
雄
山

閣
咲
山
恭
三　

一
九
八
〇
『
博
多
中
洲
も
の
が
た
り
（
後
編
）』
文
献
出
版

柴
多
一
雄　

一
九
九
四
「
享
保
の
飢
饉
と
藩
体
制
の
転
換
―
―
福
岡
藩
を
中
心
に
」　
『
九
州
文
化
史

研
究
所
紀
要
』
三
九

竹
沢
尚
一
郎　

一
九
九
八
「
祭
礼
に
お
け
る
親
和
と
支
配
」
竹
沢
尚
一
郎
編
『
九
州
の
祭
り　

第
一

巻　

博
多
の
祭
り
』
九
州
大
学
文
学
部
比
較
宗
教
学
研
究
室

田
坂
大
蔵　

一
九
九
四
「
博
多
祇
園
山
笠
の
起
源
と
歴
史
」『
Ｆ
Ｕ
Ｋ
Ｕ
Ｏ
Ｋ
Ａ　

Ｓ
Ｔ
Ｙ
Ｌ
Ｅ
』
九

津
田
元
顧
・
津
田
元
貫　

一
九
七
七
（
一
七
六
五
）
檜
垣
元
吉
監
修
『
石
城
志
』
九
州
公
論
社

長
田
義
彦
編　

一
九
二
七
『
福
岡
市
商
工
人
名
録　

第
四
版
』
博
多
商
業
会
議
所

長
田
義
彦
編　

一
九
三
二
『
福
岡
市
商
工
人
名
録　

第
六
版
』
博
多
商
工
会
議
所

長
田
義
彦
編　

一
九
三
五
『
福
岡
市
商
工
人
名
録　

第
七
版
』
博
多
商
工
会
議
所

中
西
正
則
編
著　

二
〇
〇
一
『
博
多
山
笠
記
録　

巻
之
壹
』
私
家
版
、
福
岡
市
総
合
図
書
館
蔵

博
多
山
笠
行
事
記
録
作
成
委
員
会
編　

一
九
七
五
『
博
多
山
笠
記
録
』
博
多
祇
園
山
笠
振
興
会

橋
詰
武
生　

一
九
七
一
『
明
治
の
博
多
記
』
福
岡
地
方
史
談
話
会

原
田
安
信
編　

一
九
七
五
、七
六
、七
八
（
一
七
六
〇
ご
ろ
）
秀
村
選
三
他
校
註　
『
博
多
津
要
録　

全
三
巻
』
西
日
本
文
化
協
会

福
岡
市
役
所
編　

一
八
九
一
『
福
岡
市
誌　

全
』
積
善
館

福
岡
市
役
所　

一
九
三
九
『
福
岡
市
市
制
施
行
五
十
年
史
』
福
岡
市

福
岡
市
役
所
編　

一
九
五
九
『
福
岡
市
史　

第
一
巻　

明
治
編
』
福
岡
市

福
岡
市
役
所
編　

一
九
六
三
『
福
岡
市
史　

第
二
巻　

大
正
編
』
福
岡
市

福
岡
市
役
所
編　

一
九
六
六
『
福
岡
市
史　

第
四
巻　

昭
和
編
前
編
（
下
）』
福
岡
市

福
岡
市
役
所
編　

一
九
六
八
『
福
岡
市
史
・
別
巻
』
福
岡
市

Ｆ
Ｕ
Ｋ
Ｕ
Ｏ
Ｋ
Ａ　

Ｓ
Ｔ
Ｙ
Ｌ
Ｅ
編
集
部　

一
九
九
四　
「
山
笠
を
つ
く
る
職
人　
（
一
）」『
Ｆ
Ｕ
Ｋ
Ｕ 

-

Ｏ
Ｋ
Ａ　

Ｓ
Ｔ
Ｙ
Ｌ
Ｅ
』
九

又
野
誠　

二
〇
〇
〇
「
巨
大
だ
っ
た
舁
山
」
福
岡
市
博
物
館
編
『
福
岡
市
博
物
館
名
品
図
録
』
福
岡

市
文
化
芸
術
振
興
財
団

村
瀬
時
男
編　

一
九
六
一
『
博
多
二
千
年
』
以
文
社

安
見
有
定　

一
九
六
四
（
一
七
〇
五
）
三
宅
安
太
郎
校
訂
『
筑
陽
記
』
聖
福
寺
文
庫
刊
行
会

山
崎
藤
四
郎
編　

一
九
一
〇
『
追
懐
松
山
遺
事
』
私
家
版
、
福
岡
県
立
図
書
館
蔵

吉
富
増
太
郎
編　

一
九
四
〇
『
福
岡
市
商
工
人
名
録　

第
九
版
』
博
多
商
工
会
議
所

（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
外
来
研
究
員
）

（
二
〇
〇
七
年
一
一
月
三
〇
日
受
理
、二
〇
〇
八
年
一
〇
月
三
日
審
査
終
了
）
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I shall define the economic structure centered on urban festivals as follows: (1) The management body of  

the festival raises funds necessary for the festival; (2) it also prepares for and carries out the festival, using the 

funds to secure goods/techniques/workforce/entertainment; and (3) once the festival begins, tourists visiting 

from outside the city to watch the festival pay money for goods and accommodation. A large amount of money 

circulates around the city thanks to the above three stages/conditions. This is what I describe as a festival and 

tourism economy. Also, commerce and industry related to step (2) shall be referred to as festival industry, while 

those related with step (3) are tied in with the tourism industry.

In this article, I analyze the complete image of this structure and its historic transition, taking examples from 

the Hakata Gion Yamakasa some years ago and, by contrast, the present day.

Previously, each town that managed a festival would collect the funds necessary for festival management 

mostly from households in the town. The funds would be spent largely on the festival industry within Hakata. 

Once the festival began, tourists from outside Hakata would contribute money to the tourism industry. Since the 

Middle Ages, all kinds of handicraft industries have prospered in Hakata, becoming the basis of the festival and 

the tourism industries. 

It appears that the festival industry would spend the earnings from the festival on daily management activities 

after the festival. On the occasion of Urabon-e (an Obon festival), farmers from neighboring farming villages 

would sell goods to Hakata residents on a grand scale. In this way, profits were circulated throughout the year 

between Hakata and its outlying areas.

In the modern era, modernization and scaling-up of commerce and industry did not happen in Hakata, and 

small businesses continued to constitute the majority. For this reason, there was no strong development of an 

economic structure based on modern capitalism whose essence was the expansion of capital/production/profit. It 

became increasingly difficult for the towns to raise funds, due to various factors such as the chronic depression 

from the end of the Meiji era, and the transformation of city spaces. However, for small businesses, profits from 

festivals and tourism accounted for a high proportion of their total yearly profit. This is how the Hakata Gion 

Yamakasa managed to continue through to the modern era, in spite of the difficulty of festival fund raising.
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